
障害保健福祉関係主管課長会議日程

平成17年10月6日（木） 於 厚生労働省低層棟2階講堂

区 分 時間 時 間 帯

（受 付） (3 〇) （9:30〜1〇:0〇）

障害保健福祉部長挨拶 1 5 1 〇 : 〇 〇〜1 0 :1 5

①施行準備スケジュールについて 5
（障害保健福祉改革推進室）

② 福祉サービスに関する利用者負 9〇

担について

（障害福祉課）

1 〇 :1 5〜1 0 : 2 〇

10:20〜11:5 〇

③障害程度区分判定等試行事業の 2 〇
実施結果について

（障害保健福祉改革推進室）

（昼 食） (6 0)

④ 自立支援医療について 6 〇
（精神保健福祉課）

（5）平成18年度障害保健福祉部予算 20
要求について

（企画課）

⑥事務処理システムについて 1〇

（障害保健福祉改革推進室）

⑦相談支援事業について 2 〇
（障害保健福祉改革推進室）

11:5 0~1 2 :1 0 

(12:1 0~ 1 3 :1 〇)

1 3 :1 〇〜1 4 :10

14:10〜14:30

14:30-14:40

1 4 : 4 〇〜15:00

（休 憩）

⑧ 障害福祉サービスの実施状況 

等について

（障害保健福祉改革推進室）

⑨ 新しい事業体系へ向けた見直し 

について

（障害保健福祉改革推進室）

⑩ 心神喪失者等医療観察法の施 

行状況について

（医療観察法医療体制整備推進室）

⑪質疑応答

(1 〇) 15:0 〇〜15:1 〇

1 5 15:10 〜1 5 : 2 5

2 5 15:25〜1 5 : 5 0

1 〇 15:50-16:00

6 〇 16:00-17:00
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障害保健福祉関係主管課長会議

障害者自立支援法案の国会への再提出について/

H 1 7.1 〇, 6 覧料1—1

ゝ

1.法案再提出までの経緯

・前通常国会に予算関連法案として提出。

•衆議院における与党の修正提案を受けて法案を修正の上、可決。

（与党賛成、野党反対。附帯決議は全会一致。）

・衆議院解散により、参議院では審議未了 ・廃案。

2.前回提出した法案からの変更点

〇前国会における衆議院での与党提案による修正内容を盛り込んだこと 

・目的規定の修正

（「障害者基本法の基本的理念にのっとり」を追加）

•検討規定の修正、追加
（「障害者等の範囲」について検討することを明記。

「障害者等の所得の確保」に係る検討規定を新たに追加。）

〇施行期日の変更

利用者負担に係る改正事項について、施行日を平成18年1月1日から 

平成18年4月1日に変更
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第162回国会における「障害者自立支援法案」
に対する衆議院修正のポイント

〇目的規定の修正

・この法律による障害福祉サービスに係る給付その他の支援は、障害者基本法 

の基本的理念にのっとり行われることを法律の目的規定に明記

〇自立支援医療の施行期日の変更

・自立支援医療に関する規定の施行期日を、平成17年1〇月!日から平成18年 

1月1日に変更

〇検討

・この法律の施行後3年を目途として行われるこの法律の規定についての検討 

は、障害者等の範囲の検討を含むことを明記

・就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方についての 

検討規定を追加



障害者自立支援法案に対する附帯決議について

（平成17年7月13日 衆•厚生労働委員会）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

1附則第三条第一項に規定する障害者の範囲の検討については、障害者などの福祉に関する 

他の法律の施行状況を踏まえ、発達障害•難病などを含め、サービスを必要とするすべての障害 

者が適切に利用できる普遍的な仕組みにするよう検討を行うこと。

2 附則第三条第三項に規定する検討については、就労の支援も含め、障害者の生活の安定を 

図ることを目的とし、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて、障害者の 

所得の確保に係る施策の在り方の検討を速やかに開始し、三年以内にその結論を得ること。

3 障害福祉サービス及び自立支援医療の自己負担の上限を決める際の所得の認定に当たって 

は、障害者自立の観点から、税制及び医療保険において親•子•兄弟の被扶養者でない場合に 

は、生計を一にする世帯の所得ではなく、障害者本人及び配偶者の所得に基づくことも選択可能 

な仕組みとすること。また、今回設けられる負担軽減の措置が必要な者に確実に適用されるよう、 

障害者及び障害児の保護者に周知徹底すること。

4 市町村の審査会は、障害者の実情に通じた者が委員として選ばれるようにすること。特に障害 

保健福祉の学識経験を有する者であって、中立かつ公正な立場で審査が行える者であれば、障 

害者を委員に加えることが望ましいことを市町村に周知すること。また、市町村が支給決定を行う 

に当たっては、障害者の実情がよりよく反映されたものとなるよう、市町村職員による面接調査 

の結果や福祉サービスの利用に関する意向を十分踏まえるとともに、不服がある場合には都道 

府県知事に申立てを行い、自ら意見を述べる機会が与えられることを障害者及び障害児の保護 

者に十分周知すること。



5 国及び地方自治体は、障害者が居住する地域において、円滑にサービスを利用できるよう、 

サービス提供体制の整備を図ることを障害福祉計画に十分に盛り込むとともに、地域生活支 

援事業として位置付けられる移動支援事業、コミュニケーション支援事業、相談支援事業、地 

域活動支援センター事業などについては、障害者の社会参加と自立生活を維持、向上するこ 

とを目的として、障害福祉計画の中に地域の実情に応じてこれらサービスの数値目標を記載 

することとするとともに、これらの水準がこれまでの水準を下回らないための十分な予算の確 

保を図ること。

6 自立支援医療については、医療上の必要性から継続的に相当額医療費負担が発生するこ 

とを理由に、月ごとの利用者負担の上限を設ける者の範囲については、速やかに検討を進め、 

施行前において適切に対応するとともに、施行後も必要な見直しを図ること。

自立支援医療のうち、児童の健全育成を目的としたものについては、その趣旨にかんがみ、 

施行までに利用者負担の適切な水準について十分検討すること。

フ 精神病院におけるいわゆる七・二万人の社会的入院患者の解消を図るとともに、それらの 

者の地域における生活が円滑に行われるよう、必要な措置を講ずること。

8 居住支援サービスの実施に当たっては、サービスの質の確保を前提に、障害程度別に入 

居の振り分けが行われない仕組みや、重度障害者が入居可能なサービス基準の確保、グ 

ループホームの事業者の責任においてホームヘルパーの利用を可能とすることなどについて 

必要な措置を講ずること。

9 良質なサービスを提供する小規模作業所については、新たな障害福祉サービス体系にお 

いて、その柔軟な機能が発揮出来るよう位置付けるとともに、新たな施設体系への移行がス 

ムーズに行えるよう、必要な措置を講ずること。

1〇 障害者の虐待防止のための取組み、障害を理由とする差別禁止に係わる取組み、成年後 

見制度その他障害者の権利擁護のための取組みについて、より実効的なものとなるよう検討 

し必要な措置を講ずること。

11 本法の施行状況の定期的な検証に資するため、本委員会の求めに応じ、施行後の状況、 

検討規定に係る進拯状況について、報告を行うこと。
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区分
施行 

時期
内容

17年度

11月 ! 12月 j 1月

国からの提示等

•政省令等公布、関係通知発出

•「みなし指定」の対象となる医療 

機関リストの提示

•申請書、受給者証様式の確定、提示

自立支援医療
H18 
4月 みなし支給認定関係 □ D [

H18 
4月

3严サー

H18
1。月

補装具
H18 
10月

里寰譜萬金と加更契約倚

医療樓聞のみなし指定

報酬・基準•制度体系関係

利用者負担関係

SSIR査JI研修会

障害程度区分関係

地域生活支援 

事案

H18 
10月

障書福祉計画
H18 
10月

障害児施股 

サービス

H18 
10月

障害者自立支援法案関係自治体施行準備スケジュールモデル〔暫定版ver.2〕

L I ••・国からの提示等（予定）

H18.4/1 18年度 H18,|O/1

2月 3月 4月 5月 6  7月 8月 9月 10月 ロ月 12月 「月

・施行事務要領の提示 

・周知用のポスター等の提示

•負担上限額の管理方法 

・都道府県に対する相談支援

所得区分•整度かつ継続者の確認、受給者証の交忖 支給認定の更新手続

障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 7.1 〇, 6 資料1一 2
網掛け…都道府県•政令市•中核市のみの事務

19年度以降.......-24年度

..................3月一 .................... . 4月

みなし支給認定期聞（H18.4/1-H19.3/31 
までの政令で定める日）の終了

備考

支

給

決

定

手

続

関

係

市町村審査会関係

旧居宅系サービス（※门

新体系サービス（探2）

旧法施設支援（探3）

不服・査会の設fit*

事*

者
•

施
股
の
指
定

現行居宅サービス事案者

新体系サービスの事彙者・

現行施設

支払システム

補装具関係

相談支援事桀

その他事案

新体采サービスへの・入・査

計圍の策定

[利朋者負担の見亶し

施設の指定

指定医療樓開のリスト作成・公示

施行
阳更更契約

事務処理要領・;厂! 

様式例の提示;ロ

ロロ匚

報酬骨格の提示

（I日体系を含む）

政省令の公布]

所得区分の確密・受給者証の交付

4
障害覆度区分i 
の提示 i

腔黠勰叩日[

指定運営基準•報酬・告示
（旧休系を含む）

認定調査員研修会の実楣

[][][試行事案の実楣

支胎決定手続の・ 

提示 i

事務処理要領• r-] F
条例参考例提示|__| L

;事務処理要領・ 

;規則參考例提示

;現行費用徴収基準の一部改正（市町村] 

i民税非課税世帯からの徴収）（1月実施）j

iケアマネジメント!
;全国研修

市町村審査会の設置準備 

（条例制定•委員選定•委嘱•研修）~設・

•みなし支給決定事務（身•知•児） 

•現行精神居宅受給者の支給決定事務

条例制定・委員遇定•炎嘱•研修

平成18年9月末までの経過措征があるが、遅くと 

も平咸18年5 — 6月議会までに定数条例を制定 
し、準備支給決定事務に間に合う時期までに設聲

DD

指定の更新手続

〇止严

新体系サービスの支給申請に対する準備支給決定事務 

（篦定調査•障害稷度区分認定•支給決定•受給者証の交忖）

新体系サービスへの移行に係る準備支給決定事務 

（認定調査•障害程度区分認定•支給決定・受給者证の交忖）

施行
みなし支給決定者の新体系サービスへの移行に係る支給決定 

（毘定調査•障害程度区分認定•支給決定•受給者証の交付）

実施主体:

•更生…市町村

•育成…都道府県•政令市•中核市 

・精神…都道府県・政令市

□II みなし指定事務

事務処理要領・エ 

規則参考例提示？

I '給忖種目の範囲、負担上限の設定、iね陆古ムのハ希;
h一どきご2f」

| 事 3^、事^^者! r--- --'---------- --- ---- ---- 1 ：_ _____ _______ _
專肆蠶 孑鑒号今1豐豎”ご豎吸.J 

...... 一 j- 7 'i件の艇示  1 i -——. 
ガイドラインの提示 j I |_J

指定の更新手続

準備指定事務

:フェース住様書等の 市町村システムの開発

□ | | ~ ガイドラインの整備:基準額の改定（吿示）、み壬 利用者入の周知 〉

基本指針の提示 ・ L」 [ ][

i持定運営基準•報酬告示

i政省令の公布i

□ ロ [

みなし指定期間（H18.4/1-H19.3/3!ま 
での政令で定める日）の終了

実施主体:

•更生•育咸…都道府県・政令市・中核市

・精神…都道府県・政令市

利用者負担について、児童施設入所者 

については、HI18年9月30日までに見直し。

研修実施者は都道府県・政令市（政令市 

は任倉）

都道府県が受託する場合も有り

みなし支給決定期間（H18.4/1- 
H1&9/30）の終了

みなし指賴間（H18.4/1~H19.3/31ま 

での省令で定める日）の終了（終期は 

9/3〇を想定）

公示

M抄なじ指定事務

公示

新体系ペの移行に係る指定事務

H24.3/3!までの政 
令で定める日

新体系 
への完 
全移行

H24.3/31までの政令 
で定める日

公示

陽体紊 

への完 
全移行

事業内容の検討〜規定整備〜事業者との委託契約〜利用者への周知、利用決定等

ー匚 ： 二 i............  —. 「し

2 ロ [

サービス必要量の見込み作案等

所得區分の確認•受給者性の交付

ロ ロ[

・入謂査・移行計画の作成

相談支援体制の整備

準fi!指定那務

〇□[ 運用テスト
運用如始

H18.10月~H19.3月順次策定 >

※上記のスケジュールは、市町村•都道府県が施行に向けた準備作業として実施すべき事項を分野毎に整理し、一覧にしたものであり、今後追加•変更があり得る。
※施行若しくは完全施行に向けた準備的な事務について整理したものであり、法案施行後の恒常的業務については省略している。
※それぞれの事務処理期間については、おおよその目安として記載しているものであり、実際の具体的な事務処理スケジュールについては、各自治体の実情に応じて、各自治体毎に設定していただくこととなる。

5K!居宅介割•行動援護•児童ディ•短期 
入所•共同生活援助•外出介證・障害者デ 

イ

★外出介fit・障害者ディについてはH18.10 
月以降地域生活支援事篥移へ移行

18年10月よりサービスを開始する 
場合

探318年9月末時点で身障法、知障法に 
基づき施設支援費を受けて入所している 

者であって、当孩施般が18年10月に新体 
系に移行しない場合

実施主体:都逋府県

の事案者で、18年3月末時点で指定 
等を受けてい估もの

（精神の事案者はみなし指定の範囲を省 

令で定める。）

H18.10以降は、都道府県のみが指定

探2の事業者

H18.10以降は、都道府県のみが指定

※彳18年9月末時点で身障法、知障法に 

基づき指定を受けている施設で、18年10 
月に新体系に移行しないもの

H18.10以降は、都道府県のみが指定

H19.10月より本格稼働 
※詳細は今後提示

実施主体:市町村及び都道府県 

••務事案（相談支援•コhニケーション支援・ 
日常生活用具•移動支援•地域活動支援） 

・任議事集（居住支援•福祉ホーム•その 

他）

策定主体:都道府県、市町村

実施主体:祁邁府県、政令市、 

児・相談所設直市



障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 7.1 〇, 6 資料 2 — 1
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1.利用者負担の見直しに必要な手続き等

（1）所得区分認定、個別減免、補足給付の認定方法について

①負担上限額を定める際の所得区分の設定について

〇 所得区分の設定の際に低所得1の区分に該当するか否かの判定に当たって 

は、市町村の事務負担を考慮し、税情報を基本とする。

さらに、税情報に加えて、税情報では収入額を把握できないが、障害者に対 

する一般的な制度として給付される収入として、障害年金や、手当等による収 

入額を加えて判定することとする。

【具体的な区分の算定方法】

〇18年1月より利用者負担の月額上限額については、利用者本人の属する 

世帯の収入等に応じて、以下の4区分に設定する。

① 生活保護•・生活保護受給世帯

② 低所得1••・市町村民税非課税世帯であって障害者又は障害児の保護者

の収入が8 0万円以下である者

具体的には以下のとおり。

ア）市町村民税世帯非課税であること（注1）
イ）アに該当するもののうち、以下の合計額が年間80万円以下の者 

•地方税法上の合計所得金額（注2）
（合計所得金額がマイナスとなる者については、〇と見なして計算する）

・障害年金等（注3）
•特別児童扶養手当等（注4）

（注） 老人保健制度における高額医療費の負担区分の低所得Iの基準では、雑所得での 

公的年金等控除額を6 5万円とした上で、地方税法上の各所得金額がそれぞれすべて 

〇円であるときを要件としている。

これと同様の方法を採用した場合、

•各所得項目につき、それぞれ税情報を取り寄せる必要があることから、事務が繁 

雑となること。

•黒字の所得項目がないこと（所得項目のいずれもが0円であること）が要件とな 

っているため、黒字所得と赤字所得を相殺する損益通算後の合計所得金額を用い 

る場合より、対象者の範囲が狭くなること。

から、老人保健制度とは異なり合計所得金額を基本として、算定することとする。

2



③ 低所得2
•・市町村民税世帯非課税であるもののうち、②に該当しないもの

④ 一 般・・市町村民税課税世帯

（注1）市町村民税世帯非課税世帯・•その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が障害 

福祉サービスを受ける日の属する年度（障害福祉サービスを受ける日の属する月が4月 

から6月・までである場合にあっては、前年度）分の地方税法（昭和2 5年法律第2 2 6 
号）の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第3 
28条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ）が課されていない者又は市町村 

の条例で定めるところにより当該市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を 

免除された者（当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を 

除く。）である世帯

・法制局と今後調整を要する事項。

（注2）合計所得金額••地方税法29 2条第1項第13号に規定する合計所得金額

（注3）障害年金等••障害を事由に支給される公的年金（障害基礎年金、障害厚生年金、 

障害共済年金、特別障害給付金、障害を事由として支給される労災による年金（前払一 

時金含む。）等）、障害を事由に支給される年金を受給できる者が他の年金を受給できる 

場合に選択する可能性のある公的年金（遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金、 

老齢基礎年金、老齢厚生年金等）の公的年金・*

*・法制局と今後調整を要する事項

（注4）特別児童扶養手当等••特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別 

児童扶養手当

【手続き等】

〇 障害者の申請により、どの区分に該当するか市町村が認定する。（申請がな 

ければ、基本的に④の世帯に該当するものとみなす。）

現在すでに障害福祉サービスを利用している障害者については、区分を設 

定するため、申請を出すように周知することが必要。

※負担上限額の申請と支給決定の申請は別の申請であるが、市町村の事務の 

便宜上、支給決定の申請様式と負担上限額の申請様式で共通化できる部分を 

共通化して利用することは可能。

〇申請する際に、添付する必要のある書類は下記のとおり。

なお、法律に基づき、市町村が必要な情報について調査を行うことは可能で 

あるが、円滑に事務を行うため、申請の際に、必要な税情報、手当の受給状況 

等について調査同意を取る取り扱い等を行うことは差し支えない。

本人の添付書類により状況が確認できる場合は、添付書類で確認する。添付 

書類だけで確認できない場合は、必要に応じ、税部局や社会保険事務所等に確 

認する。

①利用者の属する世帯の市町村民税の課税状況等が分かる資料
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•市町村の証明書（利用者の属する世帯全員の市町村民税の課税•非課税 

状況）

・生活保護世帯であれば、福祉事務所の証明書等

②利用者の属する世帯の障害年金等、特別児童扶養手当等の受給状況がわか 

る資料

•年金証書の写し、振込通知書の写し

•特別児童扶養手当等の証書の写し

〇世帯の範囲については住民基本台帳上の世帯を原則とする。

-同一の世帯に属する者を確認するため、住民票の提出を求める等により 

世帯の範囲の確認を行う必要がある。

〇 ただし、下記の場合は、住民基本台帳上同一世帯であるが、特例的に、障害 

者及びその配偶者を別世帯とみなす場合の取り扱いを行う。

特例的な取り扱いを認める場合は、障害者及びその配偶者は市町村民税非課 

税であるが、これ以外に同一の世帯に属する者が市町村民税課税である場合と 

する。

① 同一世帯に属する他の者が障害者及びその配偶者を地方税法上、扶養控除 

の対象としていないこと。

② 障害者及びその配偶者が同一世帯に属する他の者の健康保険の被扶養者 

となっていない（当該世帯に属する者が全員国民健康保険の加入者である 

場合を含む。）こと。

上記の特例的な取り扱いを行う際には、申請書の他、下記について確認する 

こととする。

•同一世帯に属する者の市町村民税の税情報（障害者及びその配偶者が扶養 

控除の対象となっていないか確認するため）

※ なお、税の申告は年に1回のみとなるため、生計を別にしたため、次回税申告時 

には扶養控除の対象から外れることとなる者については、その旨の確認を本人か 

ら取ることにより、別の世帯とみなす取り扱いができるものとする。

•障害者及びその配偶者が国民健康保険に加入していること又は健康保険の 

被保険者及び障害者又はその配偶者の被扶養者であることの証明（保険証 

のコピー等）

〇 月額負担上限額については、原則として、施設入所者は毎年7月に、それ以 

外の者については年1回、支給決定月に直近に把握した所得状況に基づき月額 

負担上限額を認定する。

〇世帯員の構成等世帯の状況が変化した場合は、世帯の状況が把握できる書類 

を添付の上、速やかに変更の届け出をしてもらう。月額負担上限額の変更の必 

要があれぱ、変更し、翌月の初日から変更する。ただし、申請日が月の初日の
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場合は、当該月の初日から変更すること。

【未申告者の取り扱いについて】

〇 非課税であることから、申告をしておらず、課税・非課税の確認がとれない 

方については、原則として、申告し、非課税の証明書を取り、提出してもらう 

よう促すこととする。

〇 ただし、当分の間は、利用者負担の見直しに伴い、利用者の所得状況の把握 

に関する市町村の事務量が増えることから、非課税であるとみなすことができ 

ると市町村が判断できる場合等については、未申告であることをもって非課税 

である者の取り扱いを取ることができることとする。

〇 なお、上記の者については、合計所得金額が確定できず、収入が8 0万円以 

下であることの確認がとれないため、低所得2として取り扱うことが原則と考 

えられるが、市町村の判断により、その者を低所得1とみなす取り扱いをする 

場合は、障害基礎年金1級を受給する者とのバランスを失することがないよう、 

その者の収入状況等を十分に確認した上で取り扱うよう留意されたい。
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②個別減免の収入 、資産等の認定について

（グループホーム入所者、施設入所者対象）

〇グループホーム、施設入所者に対する定率負担の個別減免の認定にあたっては' 

入所者本人の収入等の状況を把握すればよいこと、人数が一定程度限られている 

ことから、実際の収入状況を基本に、認定を行うこととする。

【手続き等】

障害者の申請により、障害者の収入額、資産を市町村が認定する。（申請がな 

ければ、個別減免は行わない。）

このため、現在すでにグループホー厶に入居、施設入所している障害者につい 

ては、申請を出すように周知することが必要。

【個別減免の対象者】

〇 市町村民税世帯非課税である者（低所得1,2）のうち、障害者本人名義の 

一定の資産を有していない場合には、個別減免の対象とする。具体的な基準は 

以下の通り。

※ 個別減免については、障害者本人の収入、資産等の状況のみで簡易に負担能力を判断 

できることを要件とするため、住民票が入所（入居）前の世帯に残っている場合は、個 

別減免の対象としない。

1下記ア〜ウの要件をすべて満たすこと。

ア）本人名義の預貯金等（障害者等の利子非課税（マル優）の対象となる預貯 

金、国債等）が3 5 0万円以下であること（2の資産を除く）。

•マル優の対象となる預貯金等であるか、又は実際に預貯金の残高が3 5 〇 
万以下であること。

イ）以下の不動産を除き、本人名義の不動産を有さないこと。

•現に配偶者、子、親、兄弟姉妹の一定の親族が居住している不動産（土地、 

建物）

・資産価値が低いことにより現実的に処分が困難であると市町村が判断した 

不動産

（例）負債の額が不動産の評価額を上回る場合

ウ）その他、社会通念上、個別減免の対象とするには不適切と考えられる資産 

を保有していないと市町村が判断すること。

（不適切と考えられる例）

・高価な貴金属を身につけている場合

•高額な株券を保有していることが明らかである場合

2 下記の場合には、資産を利用できる状態となった際に、負担能力を認定する 
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ことが適当であるため、個別減免の対象外となるような資産を保有していると 

みなさず、実際に資産を利用できる状態となった場合に収入認定する。

ア）将来、現金化された際に収入認定することが可能である保険商品や個人年 

金等の一定期間は利用できない状態にある資産

・生命保険料控除、個人年金保険料控除の対象となっている個人年金等を想定。

イ）親等が障害者を受益者として設定する信託財産

•特定贈与信託や他益信託で一定期間解約できないなどの要件を備えたものを想定。

【減免後の額を計算する際の収入の種類ごとの負担額】

〇 減免後の負担額を算定するにあたっては、下記のア、イの通り、収入の種 

類に応じて負担額を算定し、その合計額を減免後の額とする。

〇 一月あたりの負担額については、下記イ①及び②の収入の種類ごとに、障 

害福祉サービスを受ける日の属する前年（障害福祉サービスを受ける日の属 

する月が1月〜6月である場合にあっては、前々年）の収入の合計額を12 
で除した額をもとに算出する（年間の収入を把握することが困難な場合は、 

平均的な月収として市町村が認める額とする）。

その際、ウの障害福祉サービスを受ける日の属する前年（障害福祉サービ 

スを受ける日の属する月が1月〜6月である場合にあっては、前々年）にか 

かる必要経費を12で除した額をイの②から控除した額をもとに負担額を 

算定すること。（ウの額がイ②の額を超える場合については、当該超えた額 

をイ①から控除する）

ア）負担を取らない収入

〇 特定目的収入••国、地方公共団体等から特定の目的に充てるため 

に支給されるもの

•地方公共団体又はその長から家賃補助として支給される手当として、 

実際の家賃額を超えない額

-グループホームに入所することによって、特に必要となる家賃等に充てる 

ことを想定して地方自治体が給付している趣旨を考慮し、家賃額までは、利 

用者負担の負担に充てることができる収入に含まないこととする。

•地方公共団体から医療費の自己負担分として支給される手当 

•原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により支給される医療特 

別手当及び特別手当のうち、生活保護基準の放射線障害者加算に相 

当する額

•児童手当法により支給される児童手当等利用者本人の生活費以外の 

用途に充てることとされている金銭

・生活保護法において収入として認定されないこととされている収入 

（下記イにおいて明記されているものを除く）

イ）負担を取る収入（アを除く収入）

① 稼得等収入•・就労により得た収入又は国により稼得能力の補填と 

して給付される収入
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•工賃等の就労収入

•障害年金等（障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、老齢年 

金、遺族年金等の公的年金、障害補償年金等労災保険法に基づく給 

付等）（低所得1の判定の際に年間8〇万円以下の収入として算定 

する公的年金の範囲と同様の範囲。）

・特別障害者手当等（特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉 

手当）（低所得1の判定の際に年間8 0万円以下の収入として算定 

する範囲と同様の範囲。）

・その他地方公共団体が支給するもののうち、公的年金に相当するも 

のとして市町村が判断するもの

•心身障害者扶養共済の給付金

•外国籍の無年金の障害者に対して年金と同様の額を地方公共団 

体が支給するもの

②その他の収入・•イ①以外 （アを除く）のすべての収入。

・不動産等による家賃収入

・地方公共団体から支給される手当（①に該当しない福祉手当等。生 

活保護法において収入として認定されない部分を除く。）

•親等からの仕送り 等

ウ）必要経費とするもの

•租税の課税額

•社会保険料

【個別減免の収入の種類ごとの負担額】

〇 個別減免の対象者の負担額は、下記の計算方法により、算定する。

① 【収入の種類ごとの負担額】に記載された収入のイ①の収入のうち、 

66,66?円（年収8 0万円を12で割った額）まで（イ①の収入が66,667 
円に満たない場合は、不足分に、イ②の収入を充てる）•・全額控除（定 

率負担なし）

② 66, 66?円を超える分については、収入の種類に応じて負担額を設定 

A）上記イ）①稼得等収入

•グループホーム入居者・ •3,000円控除の上、66, 66?円を超える収 

入額の15%を負担。ただし、109,667円（注）を超えた収 

入額以降は5 〇%を負担。

• ・施設入所者

（その他生活費※の額が2. 5万円である荀•心〇〇〇円控除 

の上、66,667円を超える収入額の5 0%を負担。

（その他生活費※の額が2. 8万円又は3. 〇万円の者）66, 667 
円を超える収入の5 〇%を負担。
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※その他生活費の額（補足給付の算定の際に用いる額）

-2 〇歳~59歳で障害基礎年金2級受給者 2. 5万円
•障害基礎年金1級受給者、6〇歳〜64歳の者、65歳以上で身体障害者療 

護施設入所者 2. 8万円
-65歳以上（身体障害者療護施設入所者除く） 3. 〇万円

（注）109,667円は、66, 66?円に3,000円40, 000円を足したもの。

施設入所者、グループホーム入居者の平均的な工賃収入が40, 000円であり、 

40, 000円の収入があれば、平均的なグループホームの利用料6, 000円を払ってもら 

えるよう、15%を設定。

就労収入については、特に他の収入と比較して低い負担額となるよう、上記の設 

定をしているが、平均的な工賃収入以上ある方については、負担能力があるものと 

考え、それ以降を5 〇%の負担額としている。

このため、66, 667円（全額控除額）+3, 000円（工賃控除額）+40, 000円（平均 

的な工賃額）=109,667円を超える額は50%負担となる。

B）上記イ）② その他の収入・ • 5 〇%を負担。（①で全額控除の対象と 

なった収入除く）

〇 上記A、Bの収入の種類ごとに計算した負担額の合計額を個別減免を講じ 

た後の定率負担額とする。（1円未満切り捨て）

例）グループホーム入居者、年金2級（66,208万円）受給、工賃収入20,000円、仕送り 

10,000円、国保保険料1,000円の場合

仕送り収入10,000—1,000 （国保保険料）=9,000円
-66,667円までの収入•・全額控除

66,667（年金66,208+工賃459）まで全額控除（全額控除に充てる場合は、稼得等収 

入を優先して充てる。）

3千円控除の上、15 %の負担となるもの20,000-459=19, 541
（19, 541-3,000） x0.15=2,481.1

仕送り収入による負担9,000 x 0.5 = 4, 500
計 2,481.1+4, 500=6, 981.1=6, 98!円（1円未満切り捨て）

個別減免後の定率負担額・ • 6, 981円

【個別減免の適用に当たっての算定手順】

〇具体的な認定や負担額の算定手順は以下の方法が考えられる。

① 個別減免の対象者であることの認定を行う。

市町村民税世帯非課税者であること、預貯金等、資産の状況を確認する。

② 対象者の月収の把握及び収入の種類の分類を行う。

対象者の年間収入を、I特定目的収入（上記ア）、n稼得等収入（上記 
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イ①）、inその他の収入（上記イ②）の3つに分類し、それぞれを12で割 

る（月収の算定）。年収が不明の場合は、平均的な月収として考えられる額 

を認定する。

必要経費についても、年間分を12で割る。

（3）月収から、必要経費を控除する。

②で算定した月収のうち 、D!その他の収入から必要経費を控除。必要経費 

の額がその他の収入より多い場合は、控除した残りの額を!!稼得等収入から 

控除。

④ 月収から、負担を取らない部分を控除する。

稼得等収入から66,667円を控除。稼得等収入が66,66？円より少ない場合 

は、残りの額をその他収入から控除する。

⑤ 負担を取る部分について、額を算定する。

ア対象者がグループホーム入居者の場合

④の66,667円を控除した残りの額について、

•稼得等収入の場合は、3千円控除の上、15%を乗じる。 

・その他の収入の場合は、5 〇%を乗じる。

ィ対象者が施設入所者の場合

④の66,667円を控除した残りの額について、

•稼得等収入の場合は、

（対象者がその他生活費※2. 5万円の者）3千円控除の上、5 〇%を 

乗じる。

（対象者がその他生活費※2. 8万円又は3. 〇万円の者）5 〇%乗じ 

る〇

・その他収入の場合は、5 0%を乗じる。

※その他生活費の額（補足給付の算定の際に用いる額）

-2 〇歳~ 5 9歳で障害基礎年金2級受給者 2. 5万円
•障害基礎年金1級受給者、6 0歳〜64歳の者、65歳以上で身体障害者療 

護施設入所者 2. 8万円
-6 5歳以上（身体障害者療護施設入所者除く） 3. 0万円

⑥⑤で算定した額の合計額を定率負担の上限額とする。合計した後、1円未 

満は切り捨て。

【添付書類等】

〇 障害者が申請する際に添付する必要のある書類は以下のとおり。

＜資産の状況がわかる書類〉

① 保有する預貯金等の額が3 5 0万円未満であることが分かる資料

•年金等が振り込まれる本人が主に利用している通帳、預貯金額が最も多い 

通帳の写し

•マル優の非課税の証明書（非課税貯蓄申込書）
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•その他申告の内容により必要と認められる書類（例えば、国債等を保有し 

ていることを申告した場合の国債等の写しなど）

② 居住用以外の不動産を保有していないことが分かる資料

・本人が居住する市町村における証明書（固定資産税）

•本人名義の固定資産がある場合は、配偶者、子、親、兄弟姉妹の一定の親 

族が居住していることが分かるもの（住民票）

③ その他市町村が必要と認める資料

く収入の状況がわかる書類〉

① 本人の収入額が分かるもの

・年金証書、振込通知書、手当の証書等

•工賃等の就労収入額の証明書（通所している先の事業所等の証明）

•源泉徴収票

・市町村の課税•非課税証明書

•市町村が支給する家賃補助、手当等の額が分かる書類

•その他申告の内容により必要と認められる書類

② 必要経費の額が分かるもの

•市町村の課税•非課税証明書

・国民健康保険の保険料等を納付した証明書等

③ その他

• グループホームの家賃額（事業者の証明書）

〇原則として、申告の際に必要な通帳の写しや税の証明書等が添付されていれ 

ばよいこととする。

ただし、申告の内容に虚偽の疑いがあると市町村が判断した場合等について 

は、必要に応じて調査を行うこととする。

（具体的な調査方法の例）

•税部局に対する情報の確認

•申請者の居住する場所から最寄りの主要な金融機関への問いあわせ
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③補足給付の認定について

（1）2 0歳以上の入所者

【手続き等】

障害者の申請により、障害者の収入額を市町村が認定する。（個別減免や月 

額負担上限額の認定の申請と併せて行う。）

このため、現在すでに入所している障害者については、申請を出すように周 

知することが必要。

【補足給付の対象者】•••生活保護、低所得1、低所得2の者

【具体的な認定方法】

〇 原則として、個別減免、月額負担上限額の認定の申請と併せて行う。

〇収入額については、申告の際に必要な通帳の写しや税の証明書等が添付さ 

れていればよいこととする。（個別減免の際の添付書類を活用する）

〇補足給付の算定に係る収入額については、個別減免における収入と基本的 

に同じ考え方とする（個別減免においては、3種類に分類していた収入を2 
種類に分類する点以外は基本的に同じ）。

具体的には、障害福祉サービスを受ける日の属する前年（障害福祉サービ 

スを受ける日の属する月が1月〜6月である場合にあっては、前々年）の収 

入の合計額を12で除した額をもとに算出する（年間の収入を把握すること 

が困難な場合は、平均的な月収として市町村が認める額とする）。

その際、ウの障害福祉サービスを受ける日の属する前年（障害福祉サービ 

スを受ける日の属する月が1月〜6月である場合にあっては、前々年）にか 

かる必要経費を12で除した額をイ）から控除した額をもとに負担額を算定 

すること。

ア）負担を取らない収入

〇 特定目的収入・•国、地方公共団体等から特定の目的に充てるため 

に支給されるもの

・地方公共団体から医療費の自己負担分として支給される手当 

・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により支給される医療特 

別手当及び特別手当のうち、生活保護基準の放射線障害者加算に相 

当する額

・児童手当法により支給される児童手当等利用者本人の生活費以外の 

用途に充てることとされている金銭

・生活保護法において収入として認定されないこととされている収入 

（下記イ）に明記しているものを除く）

※ 地方公共団体又はその長から家賃補助等の施設に入所することによって係 
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る費用について補助するものについては、すでに補足給付により施設に入所 

することによりかかる食費•光熱水費等について公費が給付されているため 、 

グループホームとは異なり、特定目的収入としない。

イ）負担を取る収入（ア）を除く収入）（個別減免と異なり、稼得等収入と 

その他収入の区別はなし）

ウ）必要経費とするもの

・所得税等の租税の課税額

•社会保険料

【具体的な計算方法】

〇補足給付については、日額として額を確定する。

〇 算定手順としては、月収を元に算定した月額の補足給付を3〇, 4で除し 

て日額を算定（1円未満切り上げ）する。

① 上記イ）からウ）を控除した額を12で除して得た額（以下、認定収入額 

という。）が66, 66?円以下の場合

負担限度額（月額）=認定収入額一その他生活費の額※

※その他生活費の額

-2 〇歳~59歳で障害基礎年金2級受給者 2. 5万円
•障害基礎年金1級受給者、6 0歳〜64歳の者、65歳以上で身体障害者療 

護施設入所者 2. 8万円
-6 5歳以上（身体障害者療護施設入所者除く） 3. 〇万円

補足給付額（月額）=58,00〇円・ー負担限度額（月額）

補足給付額（日額）=補足給付額（月額）三3 0. 4 （1円未満切り上げ） 

ただし、補足給付額（月額）が36,000円を超える場合には、36,000円と 

する。

また、補足給付額が実際に要した費用を超える場合は、実際に要した費用 

を補足給付額とする。

② 認定収入額が66, 667円を超える場合

負担限度額（月額）=（66, 66?円一その他生活費）+ （認定収入額一66, 667 
円）xO.5

補足給付額（月額）=58,000* —負担限度額（月額）

* 5& 000円については、補足給付を支給する基準額として暫定的に設定して 

いるが、今後、経営実態調査等の実績を踏まえ、変更する可能性がある。

補足給付額（日額）=補足給付額（月額）4-3 〇， 4 （"I円未満切り上げ） 

補足給付額が実際に要した費用を超える場合は、実際に要した費用を補足 

給付額とする。
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（例）5 5歳、年金2級（66, 208円）受給、工賃収入20,000円、仕送り10,000円、国保保 

険料1,000円
認定収入額=66, 208 + 20, 000+10, 000-1,000=95, 208
負担上限額= 66, 667 — 2.5, 000+ （95, 208-66, 667） x 〇, 5 = 41,667+14, 270.5 = 

55,937. 5
補足給付額（月額）=58,000—55,937.5=2, 062. 5
補足給付額（日額）=2,062.5+30.4=67.8=68 （1円未満切り上げ）

【補足給付支給に当たっての算定手順】

〇具体的な認定や負担額の算定手順は以下の方法が考えられる。

① 補足給付の対象者であることの認定。

市町村民税世帯非課税者であることを確認する。

② 対象者の月収の把握及び収入の種類の分類を行う。

対象者の年間収入を、ア）負担を取らない収入（特定目的収入）とイ）負 

担を取る収入の2つに分類し、12で割る（月収の算定）。年収が不明の場 

合は、平均的な月収として考えられる額を認定する。

必要経費についても、年間分を12で割る。

③ 月収から、必要経費を控除する。

②で算定した月収のうち、負担锲）を取る収入から必要経費を控除する。

④ 対象者の「その他生活費」の額を確認する。

※その他生活費の額

-2 〇歳〜5 9歳で障害基礎年金2級受給者 2. 5万円
・障害基礎年金1級受給者、6 0歳~6 4歳の者、65歳以上で身体障害者療 

護施設入所者 2. 8万円
-6 5歳以上（身体障害者療護施設入所者除く） 3. 〇万円

⑤ 対象者の収入額に応じて、補足給付額を計算する。

ア 月収が66, 66?円以下の場合

•負担限度額（月額）=認定収入額一その他生活費の額

•補足給付額（月額）=58,000-負担限度額
（補足給付額が36, 000円を超える場合は、36, 000円を補足給付額とす 

る。また、実際に要した費用が補足給付額を超える場合は、実際に要し 

た費用を補足給付額とする。）

・補足給付額（日額）=補足給付額（月額）十3〇. 4 （1円未満切り上 

げ）

ィ 月収が66, 66?円を超える場合

•負担限度額（月額）=（66, 66?円一その他生活費）+ （認定収入額一66, 667 
円）x0.5

・補足給付額（月額）=5&000—負担限度額
（実際に要した費用が補足給付額を超える場合は、実際に要した費用を補 

足給付額とする。）
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•補足給付額（日額）=補足給付額（月額）4-3〇. 4 （1円未満切り上げ）

【添付書類】

＜収入の状況がわかる書類〉

（個別減免の添付書類で足りる場合はそれにより確認）

① 本人の収入額が分かるもの

・年金証書、振込通知書、手当の証書等

•工賃等の就労収入額の証明書（通所している先の事業所等の証明）

•源泉徴収票

・市町村の課税・非課税証明書

•その他申告の内容により必要と認められる書類

② 必要経費の額が分かるもの

•市町村の課税・非課税証明書

・国民健康保険の保険料等を納付した証明書等 

ただし、申告の内容に虚偽の疑いがあると市町村が判断した場合等について 

は、必要に応じて調査を行うこととする。

（2） 2 0歳未満の入所者

【手続き等】

障害者又は障害児の保護者（以下「障害者等」という。）の申請により、月 

額負担上限額の所得区分に応じて、市町村が認定する。

このため、現在すでに入所している障害者等については、申請を出すように 

周知することが必要。

なお、18,19歳の障害者については、保護者等の障害者を監護する者の 

属する世帯の所得区分を認定して、決定する。

【具体的な認定方法】

〇 原則として、月額負担上限額の認定の申請と併せて、補足給付の申請を行 

う。

〇 月額負担上限額の区分に応じて下記の額を給付。（ただし、実際に要した 

費用が補足給付額を超える場合は、実際に要した費用を補足給付額とする。）

① 生活保護世帯

補足給付額（月額）=25,000円・ （その他生活費）+15,000円**  （定率負担相 

当額）+58,000円一50,000円（地域で子どもを養育するのに通 

常要する費用）=48,000円
補足給付額（日額）=48,000+30.4=1,578.9=1,579円（1円未満切り上げ）

② 低所得1
補足給付額（月額）=25,000円・ （その他生活費）+15,000円・*  （定率負担相 

当額）+58,000円一50,000円（地域で子どもを養育するのに通
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常要する費用）=4&000円
補足給付額（日額）=48,000三30.4=1,578.9=1,579円（1円未満切り上げ）

③ 低所得2
補足給付額（月額）=25,000円・ （その他生活費）+15,000円**  （定率負担相 

当額）+58,000円一50,000円（地域で子どもを養育するのに通 

常要する費用）=48,000円
補足給付額（日額）=48,000+30.4=1,57& 9=1,579円（1円未満切り上げ）

④ 一般世帯

補足給付額（月額）=25,00〇円・+定率負担額*** +58, 000円一79, 000円（地 

域で子どもを養育するのに通常要する費用（所得階層ごと））

補足給付額（日額）=補足給付額（月額）+30. 4 （1円未満切り上げ）

*18歳未満の場合は、教育費相当分として,25,000円に9,000円加算し,34, 000 
円とする。

*・生保及び低所得1,2の定率負担額は実際の負担額にかかわらず15,000円と 

する。

**・定率負担額については、当該利用者に係る単価/日x 3 〇. 4X0.1によ 

り算出

探 18年4月より利用者負担が見直される2 0歳未満の者で、施設訓練等支援 

費を支給され、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設に入所する者に 

ついては、報酬単価を日額化する見直しと併せ、補足給付額については、20 
歳以上と同様に、月額で算出した上で、その額を3 〇， 4で除して得た額を日 

額（1円未満切り上げ）とする。

※ ただし、児童福祉施設に入所する場合については、児童福祉施設の契約制度 

の導入、利用者負担の見直しは、18年1〇月から実施されることとなるた 

め、上記の補足給付額の支給等についても18年1〇月から実施する。その 

際の報酬単価の見直しと併せ、補足給付額の月額•日額化についても併せて 

決定することとする。

なお、児童福祉施設の給付の決定については、都道府県が行うため、補足 

給付額、月額負担上限額の決定等の事務についても、都道府県において行う 

こととなる。
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(2)月額負担上限額の管理方法

〇 月額負担上限額の管理方法については、月額負担管理表による管理方法をお 

示ししていたところであるが、現在、19年1〇月以降の国保連のシステムの 

検討とあわせて、別の管理方法の検討を進めているところであり、具体的な方 

法については、1〇月中を目途にお示しする方向。

〇ただし、新たに示す方法によってすぐに統一的な方法によって管理できな 

い場合もあるため、引き続き、現行の支援費制度と同様、月額負担管理表(事 

業者が利用者負担額と累積額を管理表に記入して利用者負担額を確認する方 

式)により管理する方法も差し支えないものとする。

※ このほか、適切な管理方法がある場合については、市町村の判断により、 

管理することは差し支えない。
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（3）生活保護•境界層対象者に対する負担軽減措置について

＜考え方〉

利用者負担の見直しにより、障害福祉サービスを利用する者が生活保護 

の受給の対象者となる場合には、生活保護の適用対象でなくなるまで利用 

料を減額することとする。

また、受給対象者施設に入所する障害者が、食費等実費負担が重いこと 

により、生活保護受給対象者となる場合については、定率負担にあわせ、 

食費等実費負担についても、一定額まで軽減することとする。

＜軽減の方法〉

① 定率負担の軽減措置（居宅・施設共通）

障害福祉サービスの定率負担を負担しなければ、生活保護の適用対象で 

なくなる場合には、生活保護の適用対象でなくなるまで月額負担上限額の 

区分を下げる。

負担上限額40,200円 一 24,600円 -15,000円 -0円
② 施設入所者の食費負担軽減措置

（2 0歳以上）

定率負担の利用者負担を〇円まで減免しても生活保護対象者となる場 

合は、生活保護の適用対象にならなくなる範囲まで食費等を軽減する。

軽減する範囲については、食費実費基準額（5&000円）から食費最低 

負担額である22, 000円控除した額（36, 000円（月額））を上限とし、生活 

保護の受給対象とならなくなるまで補足給付を支給。

なお、生活保護の対象者については、収入額にかかわらず、36, 000円 

（月額）（5&000円一22, 000円）を支給する。

探22, 000円については、もっとも所得の低い世帯においても必ず負担 

する食費•光熱費等であるため、22, 000円（月額）までは負担を求 

めることとする。

生保世帯 低所得世帯 一般世帯

① 定率負担 〇 24, 600-15,000-0 40, 200-24, 600-15, 000-* 0

②

実費負担 22, 000 5&00〇〜22,000 （生保適用対象でなくなるまで減免）

補足給付 36,000 36,000〜1
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（20歳未満）

一般世帯において、定率負担の利用者負担を〇円まで減免しても生活 

保護対象者となる場合は、低所得者世帯とみなして、補足給付を支給。

すでに低所得者世帯の補足給付を支給されている場合は、どこで暮ら 

していてもかかる費用の負担を求める考え方から、それ以上の補足給付 

の特例措置は講じないこととする。

生活保護の対象者については、低所得者世帯と同様の実費負担を求め 

ることとする。

※補足給付の計算方法

・低所得者世帯、生活保護世帯

補足給付額=25,000 （その他生活費・） +15,000 （定率負担相当額） 

+58,000 （食費等実費基準額）一50,000 （地域で子どもを養育するのに通 

常要する費用（所得階層ごと））=4&000円
■一般世帯

補足給付額=25,000 （その他生活費・） +定率負担相当分（一人当た 

り報酬単価/日・*  X 30.4 0 X0.1） +58,000 （食費等実費基準額）一 

79,000 （地域で子どもを養育するのに通常要する費用（所得階層ごと））

*18歳未満の場合は9,000円加算して、34,000円とする。

児童福祉施設における報酬単価を日額化するかどうかについては、 

検討中。

（）内は18歳未満の場合

・低所得者世帯については、補足給付の特例措置は行われない。

定率負担を19,000円（月盘りとした場合

生保世帯 低所得世帯・ 一般世帯

① 定率負担 〇 24,600—15,000-・。 40,20Of24,600115,000-*0

② 実費負担 10,000
(1,000)

10,000
(1,000)

35,000->10,000
(26,000-^1,000)

補足給付 48,000
(57,000)

48,000
(57,000)

23,000->48,000
(32,000—57,00〇)

＜手続き〉 

福祉事務所において、生活保護の申請をした者について、

① 定率負担のみ軽減すれば生活保護の対象者とならない場合 

保護の却下を行うとともに、却下通知書に定率負担を24,600円または 

15,000円または0円とすることを記載する。

利用者は保護の却下通知書を添えて、市町村に定率負担の減免の申請 

を行う。

19



市町村においては、申請を受けた場合は、定率負担の減免措置を講ず 

る。なお、申請された日の属する月の初日にさかのぼって、当該上限額 

を適用し、次の定期月額負担上限額の見直し（年に1回の支給決定の見 

直し）が行われるまで適用する。

②①に加え、食費負担を減免すれば生活保護の対象者とならない場合 

保護の却下を行うとともに、却下通知書に、下記事項を記載する。

•特例補足給付対象者であること

•生活保護において認定した収入額、その者に適用される生活保護の 

最低生活費の額

利用者は保護の却下申請書を添えて、市町村に定率負担の減免及び補 

足給付の特例額の申請を行う。

市町村においては、保護の却下申請通知書に記載された情報を元に、 

特例補足給付の額を決定する。

なお、申請された日の属する月の初日にさかのぼって、当該補足給付 

の額を適用し、次の定期月額負担上限額の見直し（年に1回の支給決定 

の見直し）が行われるまで適用する。

＜市町村及び福祉事務所での具体的な事務の流れ〉

!障害福祉サービスを利用する者が、福祉事務所に生活保護の申請を行 

った場合、福祉事務所に対し、市町村の障害部局は

① 該当者の定率負担の額（個別減免後の額）

② 実際に要する食費からすでに支給されている補足給付の額を控除し 

た額

③ 補足給付の額

を情報提供する。

2福祉事務所においては、生活保護基準に上記①及び②の額を加算した 

額と、申請者の収入額を比較し、

A ①の額を減免しなくても生活保護の受給対象とならない場合 

生活保護を却下する。（障害部局での対応は不要）

B ①の額を24,600—15,000—0に減免すれば生活保護の受給対象とな 

らない場合

保護を却下し、却下通知書に「定率負担減免相当」及びどの段階で 

あるかを記載する。

C ①の額を〇円にしても、生活保護の受給対象となるが、③の額を最大 

36,000円まで増額すれぱ食費等実費負担額が軽減され、生活保護の受 

給対象とならない場合

保護を却下し、却下通知書に以下のことを記載する。

・「定率負担減免相当」及びその額が0円であること。
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•補足給付特例対象であること。

D①の額を〇円にしても、③の額を3. 6万円まで増額しても食費等 

実費負担額が重く、生活保護基準を下回る場合

生活保護の対象となる。

3 利用者は却下通知書を添えて、市町村の障害部局に定率負担減免また 

は補足給付特例申請を行う。

4 利用者から申請された市町村の障害部局は、

Bの場合は、却下通知書に記載された額まで定率負担を減免する。

cの場合は、定率負担を0円にしたうえで、却下申請書に記載された 

情報を元に、生活保護基準に1②の額を加えた額から認定収入額を控除 

した額を、現在支給している補足給付の額に加えて支給することとする。

変更後の定率負担及び補足給付の額は申請のあった月の属する日の初 

日にさかのぼって適用する。

5 市町村の障害部局はDの場合については、補足給付を36,000円（月 

額）支給する。この場合、保護が開始された月に属する月にさかのぼっ 

て効力を有するものとする。
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（4）高額障害福祉サービス費について

＜合算の対象とする費用〉

同一世帯に属するものが同一月に受けたサービスによりかかる下記①の利用 

者負担額と②〜⑤のいずれかの利用者負担額を合算する。

① 障害者自立支援法に基づく介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費、特 

例訓練等給付費（以下「介護給付費等」という。）に係る定率負担額

② 身体障害者福祉法に基づく施設訓練等支援費の定率負担額（18年4月〜9 
月まで）

③ 知的障害者福祉法に基づく施設訓練等支援費の定率負担額（18年4月〜9 
月まで）

④ 児童福祉法に基づく障害児施設給付費（高額障害児施設給付費として償還さ 

れた費用を除く。）（18年1〇月以降）

⑤ 介護保険の利用者負担額（高額介護サービス費により償還された費用を除 

く。）ただし、当該者が、障害福祉サービスに基づく介護給付等を受けた者で 

ある場合に限る。

探①〜④にっき、

ア）通所施設利用者、ホームヘルプ利用者に係る社会福祉法人減免

イ）災害等による利用者負担減免

が講じられた場合は、講じた後の利用者負担額を合算する。

※障害者自立支援法のサービスを利用していない利用者については、（身体障 

害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法に基づくサービスの利用者）それ 

ぞれ、各法の規定に基づき償還する。

＜支給額〉

一人当たりの負担上限額が、償還基準額を超えた世帯合算負担額（上記①〜④ 

を合算したもの）を個人の負担額の割合で按分した額となるよう、高額障害福祉 

サービス費を支払う。

（償還基準額）

低所得1■ ■15.〇0 0円

低所得2 • ■ 2 4, 6 0 0円

一般世帯•••40, 200円

（階層については、月額負担上限額と同じ。生活保護減免により、月額負担上限 

額が下がった者については、当該額）

•1人当たりの負担上限額=償還基準額x

利用者負担額（1人当たり）/利用者負担全体合算額

•1人当たりの高額障害福祉サービス費=

利用者負担額（1人当たり）一1人当たり負担上限額

①

②

③
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※ 利用者ごとに按分した場合の端数の割り振り方については、現在検討中。

探※ 低所得1については、15, 0 0 0円が個人としての負担上限額であるた 

め、上記の計算額が15, 0 0 0円を超える場合には、15, 000円となる 

よう高額障害福祉サービス費を支払う。（事例3参照）

探※※ 世帯の特例の取り扱いを取った場合は特例による世帯で高額障害福祉 

サービス費を算定する。ただし、介護保険の利用者負担額の合計額（高額介護 

サービス費による償還後の負担額の合計額）が高額障害福祉サービス費の償還 

基準額を超えるときは、介護保険の利用者負担額のうち、高額障害福祉サービ 

ス費の償還基準額までを合算の対象とする。（事例4、5参照）

＜事例〉

事例1 介護保険と障害サービスの合算（単身世帯）

• Aさんが低所得2に該当する場合

Aさんの利用者負担額

介護保険 3 5, 0 0 0円 障害福祉サービス 24, 6 0 0円

① 介護保険の負担額は、高額介護サービス費により15,400円（35,000-24,600 
= 10, 400）は償還されるため、介護保険の合算の対象となる額は、24, 600円

② 49, 200 （=24, 600x 2） -24, 600=24, 600円（高額障害福祉サービス費の額） 

事例2 同一世帯における合算①

-Aさん,Bさん,Cさんとも低所得2に該当する場合

Aさん（利用者負担額） 介護保険35,000円 障害福祉サービス24, 600円
Bさん（利用者負担額） 介護保険!5, 000円
Cさん（利用者負担額） 施設訓練等支援費24,600円

① 介護保険の利用による負担額は、高額介護サービス費により下記の額となる

A さん 24,600x35,000 円/ （35,000+15,000） =17,220 円
-実際にAさんが負担する介護保険の利用者負担額

B さん 24,600x15,000 円/ （35,000+15,000） = 7,380 円
-実際にBさんが負担する介護保険の利用者負担額

② Bさんは介護保険のみ利用しているため、高額障害福祉サービス費の対象外。 

このため、

Aさんの介護保険の利用者負担（17,220円）

障害福祉サービスの利用者負担（24,600円）、

Cさんの施設訓練等支援費の利用者負担（24, 600円）

を合算し、Aさん、Cさんの負担を合わせて24,600円となるよう割り振って高 

額費を支給。

A 24, 600 x （17,220+24,600） / （17, 220+24, 600+24, 600）=15,488
-Aさんの合算後の利用者負担額
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41,820 （=17,220+24, 600） 一15,488=26, 332-A さんに支給される高額費

〇 24,600x24, 60〇/ （17, 220+24, 600+24, 600） =9,111
-Cさんの合算後の利用者負担額

24, 600-9,111=15,489 -> Cさんに支給される高額費

事例3 同一世帯における合算②

•世帯では低所得2に属するが、Aさん,Cさん単独でみると低所得1の場合

Aさん（利用者負担額） 介護保険35, 000円 障害福祉サービス15,000円
Bさん（利用者負担額） 介護保険20, 000円
Cさん（利用者負担額） 施設訓練等支援費15,000円

① 介護保険の利用による負担額は、高額介護サービス費により下記の額となる

A 24, 600x35,000 円/ （35,000+20,000）=15,654 円715,000 円
B 24, 600 x 20,000 円/ （35,000+20,000） = & 945 円

② Bさんは介護保険のみ利用しているため、高額障害福祉サービス費の対象外。 

このため、

Aさんの介護保険の利用者負担額（15,000円）

障害福祉サービスの利用者負担額（15,000円）

Cさんの施設訓練等支援費の利用者負担額（15,000円）

を合算し、Aさんと〇さんの負担を合わせて24,600円となるよう割り振って高額 

費を支給。

A 24, 600 x （15,000+15,000） / （15,000+15,000+15,000）
= 16,399-^15,000 （負担額）

30, 000 （=15,000+15, 000） -15,000=15,000 （高額費）

C 24,600x15,000/ （15,000+15,000+15,000） =8,199 （負担額）

15,000 一& 199=6,801（高額費）

事例4 介護保険と障害サービスの合算（特例を使っている世帯の例）

•介護保険の利用者負担世帯合算額が37,20〇、障害福祉サービスの上限額が 

24, 600円の場合

住民基本台帳上の世帯 介護保険の利用者負担世帯合算額37,200円

Cさん介護保険のみ利用15,000円

障害福祉サービスし・おける世帯 基準額24,600円

Aさん 介護保険35,000円、障害福祉サービス20,000円

Bさん 障害福祉サービス 15,000円

①Aさんの介護保険の負担額

26,040 円（=37,200x35,000 円/ （35,000+15,000））
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② 介護保険の負担額が障害福祉サービスの償還基準額の24, 600円を超えるため、 

Aさんの介護保険の負担額のうち、高額障害福祉サービス費の合算の対象とな 

る額は、24, 600円
③ A さん 24,60Ox (24,600+20, 000)/ (24,600+20, 000+15,000) =18,408

(24, 600+20,000)-18, 408=26,192 (高額障害福祉サービス費)

-Aさんの実際の負担額

26,040(介護の負担額(高額介護サービス費償還後))+20,000 (障害福祉 

サービスの負担額)一26,192 (高額障害福祉サービス費)=19,848円
Bさん 24,600x15,000/ (24,600+24,600+15,000) =6,191(負担額) 

15,000-6,191=& 809 (高額障害福祉サービス費)

事例5介護保険と障害サービスの合算(特例を使っている世帯の例)

・介護保険の利用者負担世帯合算額が37,20〇、障害福祉サービスの上限額が 

24, 600円の場合

住民基本台帳上の世帯 介護保険の利用者負担世帯合算額37,200円

Cさん 介護保険のみ利用 15,000円

障害福祉サービスにおける世帯基準額24,600円

Aさん 介護保険35,000円、障害福祉サービス20,000円

Bさん 介護保険30,000円 障害福祉サービス 10,000円

① 介護保険の負担額

Aさん !6,275 円(=37,200x35,00〇/ (35,000+30,000+15,000))
B さん 13,950 円(=37, 200x30, 00〇/ (35,000+30,000+15,000))

② AさんとBさんの介護保険の負担額の合計額(30, 225 H)が障害福祉サービ 

スの償還基準額の24, 600円を超えるため、AさんとBさんの介護保険の負担 

額を合算して、24, 600円までを高額障害福祉サービス費の合算の対象とする。

Aさん、Bさんそれぞれの対象とする額は、24, 600円を割り振って計算する。

Aさんの介護保険利用者負担額のうち、合算対象とする額

24,600 x 16,275/ (16, 275+13,950)=13,246
Bさんの介護保険利用者負担額のうち、合算対象とする額

-24, 600x13, 95〇/ (16, 275+13,950)=11,354
③ A さん 24,600x (13, 246+20,000)/(13, 246+20,000+11354+! 〇, 000)=14,978

(13, 246+20,000)-14,978=18,268 (高額障害福祉サービス費)

Aさんの実際の負担額

16,275(介護の負担額(高額介護サービス費償還後))+20,000 (障害福祉 

サービスの負担額)一18,268 (高額障害福祉サービス費)=18,007円
B さん 24, 600 x (11,354+10,000)/ (13, 246+20,000+11,354+10,000) =9, 621 

(11,354+10,000) -9,621=11,733 (高額障害福祉サービス費)

25



-Bさんの実際の負担額

13,950（介護の負担額（高額介護サービス費償還後））+10,000 （障害福祉

サービスの負担額）一11,733 （高額障害福祉サービス費）=12,217円
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（5）社会福祉法人減免について

【基本的考え方】

〇社会福祉法人については、低所得者も福祉サービスを利用できるようにする 

ことを目的とする公共性の高い法人として制度上位置づけられているもので 

あり、このため、社会福祉法人が利用料を自ら負担することで、利用者負担を 

減免することができるものとする。

その際、激変緩和の観点から、一定の範囲の者に対する利用料減免措置にっ 

いては、経過的に、特に公費による助成を行うことによりその実施を促進する。

【公費負担による減免対象】

〇減免対象

下記サービスを利用する場合の一の事業者（社会福祉法人又は市町村、都道 

府県が実施する社会福祉事業休（以下「社会福祉法人等」という。））に係る一 

月の利用額のうち、月額負担上限額の半額を超える額を減免

低所得1---7,500円を超える額

低所得2 ---12,300円（①については、7,500円で検討中）を超える額

① 在宅で生活をする者のうち、通所施設、デイサービス（障害者ディサービ 

ス、児童デイサービス）を利用する場合の定率負担分

② 2 0歳未満の施設入所者の定率負担分

③ ホームヘルプ等（居宅介護、行動援護、外出介護）の定率負担分

※食費等実費負担については、すでに低所得者に対する配慮措置を講じていることから、 

減免の対象としない。

探 18年1〇月以降の対象とするサービスについては、引き続き検討。

【公費負担による減免対象となる低所得者】

〇 低所得者1,2の者のうち、申請者及び申請者の属する世帯の主たる生計 

維持者（以下「申請者等」という。）が一定の不動産以外の不動産・を有さず 

（個別減免の基準と同様）、申請者等の収入及び預貯金等の額が基準額以下

（収入基準額については、世帯人数が一人増えるごとに5 〇万円加算、預貯金額等については、

の者

単身世帯 2人世帯 3人世帯
（収入基準額） 15 〇万円 200万円 2 5 0万円
（預貯金等額） 3 5 0万円 450万円 5 5 0万円
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1〇 〇万円加算）

・ 一定の固定資産（個別減免の基準と同様）

•現に申請者、配偶者、子、親、兄弟姉妹の一定の親族が居住している不動産（土地、建物）

•資産価値が低いことにより現実的に処分が困難であると市町村が判断した不動産

（例）負債の額が不動産の評価額を上回る場合

（対象者の認定方法）

〇 減免対象者であることを利用者が必要書類を添付して申請する。ただし、実 

際の申請を行う場合には、事業者がとりまとめて、市町村に申請書を提出する 

ことも認める。

市町村において対象者である認定を行った場合は、社会福祉法人減免の公費 

助成対象者である旨の確認証を発行する。

〇 在宅で暮らす者について、収入や資産額を認定するものであるため、多様な 

生活実態があることを踏まえ、市町村の事務の簡素化の観点等から、申請者の 

属する世帯の主たる生計維持者・の収入額及び障害者の受ける年金額、資産を 

確認することで、当該世帯における収入額、資産額を確認したものとみなす。

・主たる生計維持者は世帯でもっとも収入額の多い者とするが、住民票の世帯主等を収入の 

多い者としてみなすことができることとする。

〇認定方法

・申請者及び主たる生計維持者の収入額並びに障害年金の額の合計額が基準額 

以下であること。

申請者及び主たる生計維持者の収入額を確認できるもの（給与の証明書、事業収入がわか 

る資料）及び年金証書、年金振り込み通知書の写しを申請書に添付。

・預貯金額が一定額以下であること、一定の固定資産を有していないこと 

申請者及び主たる生計維持者の主たる収入を管理する通帳の写し、居住用以外の固定資 

産を有していないこと証明できるもの（固定資産税の写し、住民票の写し等）

【社会福祉法人等に対する公費助成】

減免額のうち、法人が本来徴収すべき利用者負担額の5%までは2分の1, 
5%を超える部分については4分の3を公費助成の対象とする方向で関係省 

庁と調整中。

（負担割合は、国1/2、市町村•都道府県1/4ずつ。ただし、児童福祉施 

設にかかるものについては、国1/2、都道府県1/2）

【社会福祉法人減免の対象となる法人について】

〇 社会福祉法人等を原則とする。

28



〇 なお、市町村が、当該市町村が属する地域（都道府県障害福祉計画におけ 

る都道府県が定める区域）において特定のサービスを提供する社会福祉法人 

等がないと認めた場合は、当該地域で特定のサービスを利用する利用者が軽 

減措置を受けられないため、例外的に社会福祉法人等以外の法人も対象とす 

る。

〇 社会福祉法人減免を行う法人は都道府県知事に届け出るものとする。

【高額障害福祉サービス費及び月額負担上限額の関係について】

〇高額障害福祉サービス費については、社会福祉法人減免を適用後の利用者 

負担額をもとに算定すること。

〇月額負担上限額の算定についても、各事業者ごとに講じられた社会福祉法 

人減免を適用した後の利用者負担額をもとに行うこと。
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（6）利用者負担の見直しに伴うスケジュールについて

平成17年9月 1〇月 月

入所施設 
（2〇歳以上）

入所施設
（20歳未満）

グループホー 

厶

在宅
（ホームへル 
プ、通所施
設）

Z1 \

法

国
か
ら
都
道
府
県
に
対
し
て
事
務
説
明 

都
道
府
県
か
ら
市
町
村
に
対
し
て
事
務
説
明

案

成

立

v J

令

国

政 
省

:勧 

示輕

12月 1月
I 利用者申告・ 情報把握I
〇月額負担上限額 

〇個別減免

〇補足給付

•課税•非課税の状況 

•収入の状況

•資産（預貯金、固定資産）

保護者申告•情報把握

〇月額負担上限額

〇補足給付

〇社会福祉法人減免対象者 

•世帯の課税•非課税の状況 

•収入の状況（生計中心者） 

•資産（預貯金、固定資産）

利用者申告•猜報把握

'〇月額負担上限額 

〇個別減免

•課税•非課税の状況 

•収入の状況

•資産（預貯金、固定資産） 

•利用しているサービス

匸 利用者审告•情報艳!].

〇月額負担上限額

〇社会福祉法人減免対象者 

•世帯の課税•非課税の状況 

•収入の状況（生計中心者） 

•資産（預貯金、固定資産）

2月 3月

〇補足給付額 

〇定率負担額 

決定•通知

〇補足給付額 

〇定率負担額 

決定•通知

〇社福減免対 

象者認定

〇食費人件費 

給付対象者（通 

所サービス利 

用者）

〇定率負担額 

決定•通知

〇食費人件費 

給付対象者（通 

所サービス利 

用者）

〇定率負担額 

決定•通知 

〇社福減免対 

象者認定

平成18年4月

利

用

者

負

担

の

見

直

し

施

行

30



利用者負担事務手続きフロー （例）



グループホーム入居者の場合

匕 廿ードス 禾||田 状:1；?ゝ
•グループホームも入居、通所授産施設へ通う場合 

く収入の状況〉

•障害基礎年金1級（8. 3万円）受給

・預貯金額は200万円

定率負担について

① 課税状況、収入状況から上限額を設定 ]

•市町村民税・••非課税

•収入は100万円

一年収80万円超なので、低所得2に該当

低所得2
r ------------------------------------
② 預貯金等の状況から、個別減免の対象か判足」

•市町村民税•••非課税

・預貯金等額--200万円

1預貯金等額350万円以下なので基準に該当

! 個別減免の対象

③ 具体的な上限額の判定

〇収入は年金1級（8. 3万円）

■6. 6万円分は負担なし

■6. 6万円超える工賃等・年金収入は3千円控 

除の上、15%負担

—8. 3万円一6. 6万円=1.7万円

-6. 6万円超える額・-1.7万円

（1.7万円一3千円）x15% = 2,100円

＜上限額〉

, 〇一般の方:40,200円
! 市町村民税課税世帯

!〇低所得2:24,600円
! 市町村民税非課税世帯

:〇低所得1：15,000円
! 市町村民税非課税世帯で年収80万円（障

! 害基礎年金2級相当）以下の方

!〇生活保護:0円

:＜個別減免の対象者〉

!〇市町村民税非課税

:〇預貯金等の額が350万円以下

:＜計算方法〉

:①6. 6万円分までは負担なし

:②6. 6超える部分のうち、収入に応じて以
! 下の合計額を上限額とする。

:•原則50%
:•工賃等•年金収入については、3千円控
; 除の上、15%

上限2,100円 ※ 数字は端枚を丸めて計算しており、実際の数値とは異なる。（!円単位まで計算）

通所利用にかかる食費負担について

〇食費負担軽減措置の対象か判定

〇 市町村民税・•非課税 j 軽減対象 ＜食費負担軽減措置の対象者〉 

〇市町村民税非課税の方

食費3分の2免除。月22日通えば、5,100円



在宅生活者の場合（通所施設利用）

＜サービス利用状況〉

・在宅で通所授産施設へ通う場合

く収入の状況〉

・障害基礎年金2級（6. 6万円）受給親と同居（二人暮らし）。

•親と障害者の収入を合わせて、年収200万円、預貯金400万円

定率負担について

①課税状況 、収入状況から上限額を設定

•市町村民税•••非課税世帯

•本人の収入は80万円

-年収80万円以下なので低所得1に該当

低所得1

＜上限額〉

〇一般の方:40,200円
市町村民税課税世帯

〇低所得2:24,600円
市町村民税非課税世帯

〇低所得!:15,000円
市町村民税非課税世帯で年収8〇万円（障

害基礎年金2級相当）以下の方

〇生活保護:0円

②預貯金等の状況から、社会福祉法人減免の対 

象か判定

•市町村民税・•・非課税

・収入…200万円

—200万円以下なので基準に該当

・預貯金・-400万円

—45 〇万円以下なので基準に該当

T社会福祉法人減免の対象

:＜社会福祉法人の対象者〉

；・市町村民税非課税の方

:・収入、預貯金等額が基準額以下

単身 2人世帯 3人世帯

収入基準額 150万円 200万円 350万円

預貯金等基準額 350万円 450万円 550万円

③具体的な上限額の判定

〇低所得1の月額上限額を半額

:＜具体的な額〉

:・低所得2:12,300円

7, 500R

: （通所サービスは7,500円）

:・低所得1:7,500円
※ 数字は端鮫を丸めて計算しており、実際の数値とは異なる。（1円単位まで計算）

通所利用にかかる食費負担について

〇食費負担軽減措置の対象か判定

〇市町村民税••非課税T軽減対象 ： ＜食費負担軽減措置の対象者〉

_____________________________________________________〇市町村民税非課税の方

食費3分の2免除。月22日通えば、5,100円



施設入所者の場合

＜サービス利用状況〉

・知的障害者入所施設に入所

＜収入の状況〉

•障害基礎年金2級（6. 6万円）受給

・預貯金300万円

定率負担について

① 課税状況、収入状況から上限額を設定 ]

•市町村民税…非課税 [

・収入は8〇万円 7

t年収80万円以下なので低所得1 :

低所得； :

,----------------- --------------- :
② 預貯金等の状況から、個別減免の対象か判定」1:

•市町村民税・••非課税 !

•預貯金等額--300万円 !

1預貯金等額350万円以下なので基準に該当! 

個別減免の対象 ] ；

し…1- --- -  ' ' I I

③ 具体的な上限額の判定 :

〇収入は年金2級（6. 6万円） 1

•6. 6万円分は負担なし 7

0円 :

※ 数字は端数を丸めて計算しており、実際の数値とは異なる。（1円単位まで計算j

＜上限額〉

〇一般の方:40,200円 

市町村民税課税世帯

〇低所得2:24,600円
市町村民稅非課税世帯

〇低所得1：15,000円
市町村民税非課税世帯で年収80万円（障 

害基礎年金2級相当）以下の方

〇生活保護:0円

＜個別減免の対象者〉

〇市町村民税非課税

〇預貯金等の額が350万円以下

く計算方法〉

① 6. 6万円分までは負担なし

② 6. 6超える部分のうち、収入に応じて以下 

の合計額を上限額とする。

・原則50%
•工賃等•年金収入については、3千円控除 

あり（その他生活費が2. 5万円の場合）

食費等実費負担について

①食費負担軽減措置の対象か判定

〇市町村民稅•・非課税f 軽減対象
く食費負担軽減措置の対象者〉 

〇市町村民税非課税の方

②具体的な上限額の判定 一

〇収入は年金2級（6. 6万円）

f食費負担上限額6. 6-2. 5 = 4.!万円

1補足給付額5. 8（食費等基準額）一4.1=1.7

負担額41,000円（補足給付17, 000円支給）

:＜計算方法〉

! 〇食費等実費負担、定率負担（個別減免後）をしても、

!手元に2. 5万円残るよう、補足給付を支給。（食費等基
:準額5. 8万円との差額を支給）



障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 7.! 〇, 6 資料2-2

障害福祉サービスに係る利用者負担について

障害保健福祉部

平成17年10月6日

※現在、国会審議中の障害者自立支援法案が成立した場合の案である。
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障害福祉サービスに係る利用者負担の見直しの考え方 

一 実費負担+サービス量と所得に着目した負担 一

（居宅、通所）

〇応能信担（現在の平均負担率約1%）-＞実費負担+サービス量と所得に着目した負担 

（入所）

〇応能負担（現在の平均負担率約10%） f 実費負担+サービス量と所得に着目した負担

負担能力の乏しい者については、経過措置も含め負担軽減措置を講ずるC

居宅 通 所 入所

サ
ー
ビ
ス
量
と
所
得
に
着
目 

(

定
率
負
担+

負
担
上
限)

サ
ー
ビ
ス
量
と
所
得
に
着
日 

(

定
率
負
担+

負
担
上
限)

食費

サ
—
ビ
ス
量
と
所
得
に
着
目 

(

定
率
負
担+

負
担
上
限)

食費•光熱水費

は自己負担

この他、医療費•日用品費は自己負担

個室利用料

※精神関係の施設は、平成18年1〇月以降に、新施設・事業体系

に移行したものから対象となる。 2



各入所施設に係る負担（給付対象）の見直し

食費・光熱水費 医療費-B常生活費

身体

知的

精神

人的サービス

人的サービス 食費・光熱水費 医療費•日常生活費

3障害 給付対象（定率） 「実費負担（補足給付” 等艦if®隊〇！ 
憐:：:*;給谕述:农逐題氓瑕略:近 T蜀:注住Md:了'・%は:.:..::;;;:丁::,:.::爲痔 

蘆参左遂:粲磁1笏琛^綾逐癒:魏ち^鑼潺転箔ヨ:；參も迄线お呂^:窟



利用者負担に関する配慮措置

入所施設 1 グループホーム!

利用者（20歳以上）I 利用者 1 通所施設 

利用者

ホームヘルプ 

利用者

入所施設利用者

（20歳未満）

食
費
・
光
熱
水
費

①補足給付 

（食費•光熱水費 

負担を軽減）

従来より食費や
ヽ

居住費について 

は実費で負担

新たな負担 

は発生しない 丿

②食費の人件費 

支給による軽減措 

置（3年間）

①補足給付 

（食費•光熱水費 

負担を軽減）

定
率
負
担

4



利用者負担に係る配慮措置

臓
定
率
負
担

③入所者等の個別減免（※わ 

•入所施設、グループホーム利用者 

に対し、預貯金等が一定額以下の 

場合に減免

④社会福祉法人減免（経過措置） 

通所サービス、児童入所施設等（20歳未満）ヽ 
ホームヘルプの利用者に対し、預貯金等額 

がー定額以下の場合に減免

実
費
負
担(

探
) 

食
費
、
光
熱
水
費
の

①入所施設における補足給付脳3）
・入所施設利用者の食費・光熱水費の負担軽減措置

②通所施設等における食費負担軽減措置 

・施行後3年間、食費の人件費相当分を給付し、 

食費負担は食材料費のみ

〇

施
設
に
お
け
る
食
事
提 

供
の
規
制
緩

和

等
を

進 

め
コ
ス
ト
低
下
を
促
す
。

⑤生活保 

護への 

移行防 

止 
•生活保護 

の対象とな 

らないよう 
減免
（定率負担及び 

施般入所者の 
食費・光熱水費 

の実費負担）

算食障

+

施行後3年間実施（継続の必要性については実態調査に基づき再検討）

探2特に栄養管理等が必要な者については、平成18年10月の新施設•事業体系の報酬設定の際に 

別途評価方法を検討。
※彳入所施設における食費等に係る実際のコスト等を調査し、その結果を補足給付の基準額に反映。 5



（定率負担の軽減措置①） 

利用者負担の月額上限措置について

利用者本人の属する世帯の収入等に応じて、以下の4区分に設定

一 6ページのとおり特例の取り扱いがあり

① 生活保護:生活保護世帯に属する者

② 低所得1:市町村民税均等割非課税世帯であって、支給決定に係る障害者又は障害児の保

護者の収入が年間8 〇万円以下の者

-> 8ページのとおり7月に変更があった部分（現在の案が修正後の案）

③ 低所得2:市町村民税均等割非課税である世帯に属する者

一 障害者を含む3人世帯で障害基礎年金1級を受給している場合、概ね3 0 0万 

円以下の収入に相当。

④ 一般:市町村民税課税世帯

負

担

額

定率僖担（1割） 

（サービス 車・に応 じ）

月額負担上限 

J （所倚に応じ）ノ

-般
4〇. 200円

低所得2
24, 600円

低所得1
15, 000円

生活保護
0円

市

町

村

民

税

非

課

税

世

帯

サービス量



月額負担上限額の設定にかかる世帯の範囲の特例

月額負担上限額の設定に当たっては、 

住民基本台帳上の世帯の所得で設定する。

ただし、以下の要件を満たす場合、実態上生 

計をーにしていないと判断できることから、障 

害者及び配偶者の所得に基づくことも選択で 

きることとする。

<要件〉

① 税制上、同一の世帯に属する親、兄弟、 

子供等が障害者を扶養控除の対象として 

いないこと。

かつ

② 健康保険制度において、同一世帯に属す 

る親、兄弟、子供等の被扶養者となって 

いないこと。

\___________________________________丿

住民票上の世帯I------
<...........................................................................
i

I 健保本人※
i
i

世帯主

ン住民税

…*…厂扶養控除無______

（障害者j----（配偶者

•财者、配偶詁ヾ国保世敏であると乡 

又は

・障害者及び配偶者が世帯主と異なる健康 

保険の本人及び被扶養者であるとき

※世帯主が国保で、障害者及びの配偶者が国保の場合も同様の取り扱いとなる。

7



低所得1の要件の見直し

〇世帯員全員が市町村民税非課税の埸合に、

従来案］世帯員全員の収入が年間8〇万円以下の世帯に属する者

見直し案支給決定に係る障害者又は障害児の保護者の収入が年間80万円以下 

------- の者

① 低所得者の場合、世帯構成員相互に支え合うといっても限界があること

② 介護保険においても、低所得1の負担上限に相当する階層について本人の収入

のみで判断する仕組みとしていること

から、見直しを行う。 ・

8



定率負担の軽減措置② 

高額障害福祉サービス費について
〇 同一世帯に障害福祉サービスを利用する者が複数いる埸合等に、世帯の負担を軽減する観点から、償還 

払い方式により、世帯における利用者負担を月額負担上限額まで軽減を図る。

< 合算の対象とする費用〉

同一世帯に属する者が同一の月に受けたサービスによりかかる①〜⑤のいずれかの負担額を合算する。

① 障害者自立支援法に基づく介護給付費等に係る定率負担額

② 身体障害者福祉法に基づく施設訓練等支援費の定率負担額（18年4月~9月まで）

③ 知的障害者福祉法に基づく施設訓練等支援費の定率負担額（18年4月〜9月まで）

④ 児童福祉法に基づく障害児施設給付費（高額障害児施設給付費として償還された費用を除く。）（18年10月以 

降）

⑤ 介護保険の利用者負担額（高額介護サービス費により償還された費用を除く。）。ただし、同一人が障害福祉 

サービス等を併用している場合に限る。

<支給額〉

世帯における利用者負担額が、月額負担上限額の額と同じになるように高額障害福祉サービス費を償還する。

① 低所得1---15, 000円
② 低所得2---24, 600円
③ 一般世帯…40, 200円

一人当たりの負担上限額が、合算基準額を超えた世帯合算負担額（上記①〜⑤を合算したもの）を個人の負担 

額の割合で按分した額となるよう、高額障害福祉サービス費を支払う。

9



高額障害福祉サービス費の事例①

低所得2の世帯の場合 Aさん

介護保険の利用者負担額(

35,000 円
上24,600巴汶'ゝゝ

※高額介護サービス費

による償還後負担額

障害福祉サービス費の利 

用者負担額
厂^4,600 —

施設訓練等支援費の利用 

者負担額

高額障害福祉サービスの 

合算後の負担額
24,600円壬

利
用
者
負
担
額
を
合
算

Aさんの負担額力ヾ24,600円となるよう、高額障害福祉サービス費を24,600円支給

＜具体的な計算方法〉

①介護保険の負担額は、高額介護サービス費により10,400円(35,000—24,600=10,400) 
は償還されるため、介護保険の合算の対象となる額は、24,600円

@49,200(=24,600 x 2) -24,600=24,600円(高額障害福祉サービス費の額)

10



高額障害福祉サービス費の事例②

低所得2の世帯の場合 Aさん Bさん

介護保険の利用者負担額

/

35,000 円
017,220 强）

1※高額介護サービス費

による償還後負担額

15,000 円 

-*7,380  円※

※高額介護サービス費 

による償還後負担額

障害福祉サービス費の利 

用者負担額
こ24,600邑） —

施設訓練等支援費の利用、 

者負担額

高額障害福祉サービスの 

合算後の負担額
xヽ 24,600 円 

\
（介護保険のみ利用の 

ため、合算対象外）

Aさんの負担額が24,600円となるよう、高額障害福祉サービス費を17,220円支給

ノ 戸 体^出Jナ『營十^*̂?ゝ
Bさんは介護保険もみ利用しているため、高額障害福祉サービス費の対象外。

Aさんの負担額を計算し、上限額から負担額を引いた額が支給される。

その際、介護保険の利用料は高額介護サービス費による償還後の負担額に基づき合算する。

〇 Aさんの負担額

高額介護サービス費による償還後の負担額をもとに合算されるため、合算される額は、17,220と 

24,600の合計額（41,820円）となる。

この負担額を、24,600の負担となるように、高額費を支給するので、高額障害福祉サービス費の額は、

41,820（=17,220+24,600） 一24,600 =17,220（高額費）となる。 11



高額障害福祉サービス費の事例③

X

低所得2の世帯の場合 Aさん Bさん Cさん

介護保険の利用者負担額

35,000 円
Q 7,220 疲）ヽ

※高額介護サービふ、

による償還後負担額

15,000 円
17,380円※

※高額介護サービス費 

ヽGよる償還後負担額

—

障害福祉サービス費の利 

用者負担額
こー24,600——

施設訓練等支援費の利用 

者負担額
てこ4,600匸）

高額障害福祉サービスの 

合算後の負担額
ア15,489円 / 

\
（介護保険のみ利用の 

ため、合算対象外）

へ9,111円

AさんとCさんの負担額が合わせて24,600円となるよう、高額障害福祉サービス費を支給

__________________  （Aさん…26,332円、Cさん・■15,489円支給）________________________ 

＜具体的な計算方法〉 

Bさんは介護保険のみ利用しているため、高額障害福祉サービス費の対象外。

AさんとCさんの一人当たりの負担額を計算し、上限額から負担額を引いた額が支給される。

その際、介護保険の利用料は高額介護サービス費による償還後の負担額に基づき合算する。

A 24,600 x 仃7,220+24,600）/（17,220+24,600+24,600）= 15,489（負担額）

41,820（=17,220+24,600）-15,488=26,332（高額費）

C 24,600 x 24,600/ （17,220+24,600+24,600） = 9,111（負担額）

24,600-9,111 = 15,489 （高額費）
※端数処理については現在検討中



（定率負担の軽減措置③） 
定率負担の個別減免について

〇 3年間の経過措置（期間終了までに実態調査を行い必要性を再検討）として、食事や人的サー 

ビスが事業者により包括的に提供されるグループホー厶、 入所施設利用者に対して、 当該利用者が利 

用するサービスに係る定率負担・について個別減免措置を実施する。

・グループホーム利用者が通所サービスを利用している場合は、通所サービスに係る定率負担も含め減免の対象となる。

〇負担能力がある場合には、利用者負担を負担していただくという考え方から、定率負担の個別減 

免措置を実施するにあたっては、障害者本人が一定の資産等を有していないことを条件とする。

〇グループホーム、入所施設で暮らす者であって、障害者本人の所有する資産の額等が以下の埸合に、個別減 

免措置の対象とする。

・入所者の所有する預貯金等の額が350万円以下であること

・額は、同様の生活水準にある一般世帯の貯蓄水準や障害者等の利子非課税（マル優）を参考に設定

・ 一定の親族の居住用以外の不動産を所有していないこと等

〇下記の場合には、資産を利用できる状態となった際に、負担能力を認定することが適当であるため、上記の資 

産とはみなさず、実際に資産を利用できる状態になった場合に、収入認定するものとする。

・個人年金・（一定期間は利用できない状態にあるなど一定の要件を備えたもの）

・個人年金保険料控除の対象となるものを想定

•親等が障害者を受益者として設定する信託財産（受益者の自由な意思によって解約できないなどの一定の要 

件を備えたもの・* ）

*・特定贈与信託や他益信託のうち一定の要件を満たしたもの等を想定

13



収入の種類と個別減免の負担率
〇 6. 6万円を超える収入（超過収入）についての負担額

収入の種類 収入に対する負担額 具体例

①特定目的収入 

国、地方公共 

団体等から特定 

の目的に充てる 

ために支給され 

るもの

利用者負担なし 〇地方公共団体から支給される家賃等を補助するために支給される家賃補 

助手当のうち、実際の家賃額を超えない額

〇地方公共団体から医療費の自己負担分として支給される手当

〇児童手当法により支給される児童手当等利用者本人の生活費以外の用 

途に充てられることとされている金銭

〇原爆被爆者に対する援護に関する法律、公害健康被害補償法等に基づく 

給付

〇生活保護法において収入として認定されないこととされている収入

（下記②、③に該当するものを除く）

②稼得等収入 

就労により得た 

収入又は国によ 

り稼得能力の補 

填として給付され 

る収入

超過収入より3千円控除の上、 

・グループホームは'15%負担 

（4.3万円を超えた額以降は50%） 
・入所施設は50%負担

〇工賃等の就労収入

〇障害年金（障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、労災障害年金 

遺族年金等の公的年金）

〇特別障害者手当等（特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手 

当）

〇その他地方公共団体が支給するもののうち、公的年金に相当するものと 

して市町村が判断するもの

・心身障害者扶養共済の給付金

・外国籍の無年金の障害者に対して年金と同様の額を地方公共団体が支給するもの

③その他の収入 超過収入の50%を負担 ・不動産等による家賃収入

•①の地方公共団体から支給される手当等のうち、家賃額を超える額 

•地方自治体から支給される手当（①に該当しない福祉手当等。生活保護 

法において収入として認定されない部分を除く。）

•仕送り

〇収入を算出するに当たって経費として控除するもの

必要経費として収入から控 

除するもの

所得税等の租税、社会保険料



（定率負担の軽減措置③）

グループホーム入居者の負担額（個別減免を講じた場合）

〇定率負担の個別減免措置を講じるにあたっては、障害者が得た収入のすべてを利用者負担として負担しな 

くともよいよう、負担額が減額される仕組みとする。

〇 この際、特に、就労等により得た収入については、働くことを促進する観点から、より負担額を減額する。

21,500R.

6,000 円・

//

0円

減額されない埸合

“弋の他の収ハ

・現行のグループホームの平均的な定率負担額は約6千円

収入額

負担額

就労収入• 

年金のi•合
その他の収 

入の埸合

69,000円
(+3,000)

0円
1,500円 

[2.17%]

78,000円 

(+12,000)
1,350円 

[1.73% 】
6,000円・ 

[7.69%]

109,000円 

(+43,000)
6,000円・* 

[5.5%]
(21,500 円)

[19.72%]

（+ ）は6. 6万円を上回る額 

［】は収入に対する負担割合

就掛による収入、年金

66,000円 \ 78,000 円
基礎あ除3千円

109,000 円
実収入額

負 

担 

額

〇対象収入のうち、6. 6万円まで■•全額控除（定率負担なし）（年金収入、工賃収入をまず控除対象とする）

〇対象収入のうち、6. 6万円を超える分については、収入の種類に応じて負担率を設定

① 賃金、工賃等の就労による収入、年金"3000円控除の上、超過収入の15%を負担（平均的な工賃収入（約4万円）まで）

43,000円を超えた額以降は50%負担

② その他の収入（仕送り等）••超過収入の50%を負担 ※数字は端数を丸めて計算しており、実際の数値とは異なる。（実際は1円単位までIt算）



（定率負担の軽減措置③）

グループホーム入所者（授産施設へ通所）の定率負担について
く資産〉＜ 収入額•収入の種類〉 ＜負担額〉

(

個

別

減

免

あ

り)

本
人
の
預
貯
金
等
・
の
額
が3
5
0
万
円
以
下

年金2級相当額（6. 6万円）以 
下の収入の埸合

6.6万円以下の収入については、定率負担なし

-定率負担額0円
\__________ _________________________）

特
定
目
的
収
入
を
除
き
、
年
金2
級
相 

当
額(6
・6

万
円)

を
超
え
る
収
入
が 

あ
る
埸
合

6. 6万円を超える 
収入が稼程等収入 
（工賃等の就労収 

入、年金収入）の 
埸合

（3千円控除の上、6. 6万円を超える収入の15% [ 

を負担

（4. 3万円を超えた額以降は50%負担）

（収入額2万円の場合の例）
し-定率負担額 0. 26万円 （2・ 〇-〇. 3） X0.15=0. 26 ノ

6. 6万円を超える 
収入が仕送り等の 
収入の場合

6. 6万円を超える収入の50%を負担

（収入額2万円の埸合の例）

T定率負担額1.0万円 2. 0X0. 5 = 1.0

(

個

別

減

免

な

し)

r〇-定率負担額2. 〇万円 ]

（低所得1の場合は1.5万円（月額負担上限額）

•グループホーム定率負担0. 6万円
I—•通所施設定率負担1.4万円 丿

（注）上記に加え、通所施設の食費負担約5千円（低所得1,2）を負担する。

・預貯金等には、一定の信託等を除く。 ※数字は端数を丸めて計算しており、実際の数値とは真なる。（実際は1円単位まで計算）
16



（定率負担の軽減措置③・実費等の軽減措置①）
施設入所者（2 0歳以上）の場合の負担額（個別減免を講じた場合）

〇グループホームや在宅で生活する方が食費等の費用を負担していることとのバランスから、食費の自己負 

担額を支払ったのちの収入については、障害者が得た収入のすべてを利用者負担として負担しなくともよいよ 

う、負担額が減額される仕組みとする。

41,000円

24,600 円

82,600 円・

定率負担と食費 

負担総額

食費負担

・低所得2の埸合

収入額
食費等定率 

負担合計額
補足給付額

66,000 円 41,000円 17,000 円

100,000 円 75,000 円 0円

115,200 円 82,600 円 0円

負 

担 

額

壯送り等の収入による定率負担

: ・低所得2の埸合

議辭

£__
0円 " 66 ▲ ▲ 河 実収入額

就労による収入の場着 100,000円115,200円

〇対象収入のうち、6. 6万円まで■•全額控除（定率負担なし）

〇対象収入のうち、6. 6万円を超える分については、収入の種類に応じて負担率を設定

① 賃金、工賃等の就労による収入、年金"3000円控除の上、超過収入の50%を負担

ゝ②その他の収入（仕送り等）…超過収入の5°%を歿耳字は端数を丸めて計算しており、実際の数値とは異なる
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（定率負担の軽減措置③・実費等の軽減措置①） 

施設入所者（20歳以上）の個別減免の場合の負担額

/〇収入が6. 6万円以下の場合

・食費•光熱水費の実費負担額:2. 2万円〜4.1万円（負担額=収入額一2. 5万円）

（食費等基準額（5. 8万円）と負担額の差額を補足給付として支給）

〇収入が6. 6万円を超える場合

•その他生活費2. 5万円を手元に残し、それ以外の収入は定率負担、食費•光熱水費に充てる。

ーグループホームと同様に、6. 6万円を超える収入がある場合には定率負担を徴収する。

・その際、6. 6万円を超える収入額の50%ずつをそれぞれ定率負担、食費•光熱水費で負担する*・ 。

（食費等基準額（5. 8万円）と負担額の差額を補足給付として支給）

（注）補足給付が支給されなくなった場合（収入が1〇万円を超える杯*埸合 ）

・その他生活費2. 5万円と10万円を超える収入額のうち50%が手元に残る。（それ以外は定率角担・食費•光 
熱水費に充てる。）

・食費•光熱水費については、原則どおり全額を自己負担する。

•6. 6万円を超える収入額のうち50%を定率負担として負担する。（負担率50%）

・その他生活費については、障害基礎年金1級受給者、60~65歳及び65歳以上の療護施設入所者• 28万円、65歳以上（療護施設入所者除く）・・3.0万円
*・工賃等の就労収入、年金等収入の場合は、3000円控除の上、50%負担。ただし、その他生活費が2. 5万円より加算されている者は3000円控除は行わない。

**・その他生活費が2. 8万円の場合は、10. 6万円、3.。万円の埸合は11万円※数字は端数を丸めて計算しており、実際の数値とは異なる。（実際は1円単位まで計算）18



＜資産〉

（定率負担の軽減措置③・実費等の軽減措置①） 

施設入所者（20歳以上）の場巒鷄ぎね”
V収入額•収入の種類〉

合◎特

年金2級相当額（6. 6万 
円）以下の収入の場合

超過収入が 
稼得等収入 
（工賃等の就 
労収入、年金 
収入）の埸合

超過収入が
その他の収
入（仕送り等）
の埸合

定率負担額〉」

• X
6.6万円以下の収入について 
は、利用者負担なし

定率負担額0円

3千円控除・・の上、超過収入 
の50%を負担

（収入額2万円の場合の例）

定率負担額〇. 85万円
（2・ 〇-〇. 3） X0. 5 = 0. 85

ヽ

〇収入が6. 6万円以 
下の埸合

負担額2.2~4.1万
（収入一2. 5万円・）

食費のみ負担

ヽ

厂.

手元に2.5万円・残る

（定率負担はなし）

\_____________ ）
一食費+定率負担、

更貯金 

の額が 
350万 
円超

超過収入の50%を負担 

（収入額2万円の場合の例） 

f定率負担額!.〇万円

2. 0X0. 5 = 1.〇

丿 

ヽ

ノ

〇収入が6. 6万を超 

える埸合

負担額4.1~5.8万

（負担額=4.1万円・ + 

（収入一 6.6万円） 

X0.5

•収入が10万円程度以 

下の埸合は補足給付 

あり。

補足給付= 1.7万円一 

（収入一 6.6万円） 

X0.5

〇6.6~10万円・*・の収  

入の埸舍

•手元に2. 5万円・残る。

010万円・*・を超える埸  

合

•手元に

2. 5万円・+ （10万円 

を超える収入額）X 0.5 

残る。

（低所得1）
（低所得2） 
（一般世帯）

＜療護施設〉

1.5万円
2. 46万円
3. 38万円

＜知的更生施設〉

1.5万円
2. 3万円
2. 3万円

同上

食費負担 

+

定率負担（個別減免がな 
いため、全額を負担）

別

免
な
U

・その他生活費については、障害基礎年金1級受給者、60~65歳及び65歳以上の療護施設入所者•・2.8万円、65歳以上（療護施設入所者除く）・・3.0万円
*・その他生活費が2. 5万円より加算されている者は3000円控除は行わない。・*・ その他生活費が2. 8万円の埸合は.10. 6万円、3. 〇万円の埸合は11万円19
***・超過収入がその他の収入の埸合 ・***・ 預貯金等には一定の信託等を除く。 ※数宇は端数を丸めて計算しており、実際の数値とは異なる。（実際は1円単位まで計算）



（実費負担の軽減措置①）

入所施設入所者（20歳未満）における補足給付
〇収入のない20歳未満の入所者の実費負担について、子どもを養育する一般の世帯において通常要する 

程度の費用（収入階層別の家計における平均的な一人あたり支出）の負担となるように補足給付を行う。

〇 20歳未満の入所者については、保護者が費用負担を行うことを前提としており、入所者個人の収入のみ 

を把握すればよい20歳以上の者とは異なり、地域で世帯で生活する保護者の収入を個別に把握するこ 

とが困難であることから、定率負担の個別減免措置を講ずる代わりに、補足給付を給付する際の費用尺 

度に、必要となる費用として定率負担分を加え、その分を補足給付に上乗せする。

〇「その他生活費」の額については、2. 5万円とする。

探18歳未満の場合は、教育費として9千円を加 
（※り食費、光熱水費に係る補足給付を行う際の尺度として5. 8万円（食費4. 8万円、光 

熱水費1.〇万円）を設定（今後、食事等に係るコストの実態に応じて3年ごとに見直

すものとする）。

欲2）補足給付の費用尺度として一定額を設定。生保世帯、低所得1,2については、1.5 
万円、一般世帯は、単価/日X3〇. 4B X0.1とする。【費用尺度】

20
探



社会福祉法人減免について

〇 社会福祉法人による利用料減免措置を促進するため、低所得者のうち、特に支援が必要となるような層を対象に、 

ーの事業者でかかる利用者負担額が利用者負担上限額の半額を超える部分について、社会福祉法人が減免を行った 

埸合に、公費による助成を行う（経過措置として3年間実施）。

＜減免対象サービスのうち、減額される部分〉

下記サービスのうち、月額負担上限額の半額を超える部分（1事業者ごと）について減免

低所得1•・一つの事業者においてかかる利用者負担額が7, 500円を超える部分

低所得2•—つの事業者においてかかる利用者負担額が12, 300円（①のみ7,500円で検討中）を超える部分

① 通所施設、デイサービスにかかる定率負担

② 入所施設（20歳未満の入所者）の定率負担
③ 長時間サービスを利用する必要のある重度障害者のホームヘルプサービス等の定率負担

＜減免対象となる低所得者〉

低所得1,2のうち、収入、預貯金が一定額以下（額は世帯人数に応じて変更）で一定の不動産等を所有していない（個別減免の基準 

と同様）者

単身世帯 2人世帯 3人世帯

収入基準額 150万円以下 200万円以下 250万円以下

預貯金基準額 350万円以下 450万円以下 550万円以下

＜社会福祉法人に対する公費助成〉

•減免額のうち、本来徴収すべき利用者負担額の5%までは2分の1,5%を超える部分については4分の3を公費助成の対象とする 

方向で関係省庁と調整中。（公費助成の対象経費のうち、負担割合••国:都道府県:市町村= 2:1:1）

＜利用手続き〉

・利用者が市町村に、収入の状況等がわかる書類とともに、「社会福祉法人減免対象者認定」の申請を行う。

•市町村は、申請者が対象であることを確認し、「減免対象者認定証」を発行する。

・社会福祉法人は、「減免対象者認定証」保有者に対し、月額負担上限額が2分の1となるよう利用者負担を減免する。

＜減免を実施できる主体〉

-原則として、社会福祉法人とするが、当該地域に障害福祉サービスを提供する社会福祉法人が存在しない場合については、それ以加 

外の主休（NPO法人）も実施できる取り扱いとする。



負担の軽減措置⑤
生活保護への移行予防措置（20歳以上）

<減免方法〉

① 定率負担の減免措置（施設、居宅共通）

障害福祉サービスの定率負担を負担しなければ、生活保護の適用対象でなくなる場合には、生活保 

護の適用対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。

負担上限額 40, 200R — 24, 600R -> 15, 000R 0円

② 補足給付の特例（入所施設）

（20歳以上）
施設入所者について、①の措置を講じた上で、入所施設の食費等の実費負担額を負担すると生活保 

護対象となる者については、生活保護の対象とならない範囲まで補足給付を増額して支給。ただし、補 

足給付は最大3. 6万円とする。

なお、生活保護の対象者については、収入額にかかわらず3. 6万円補足給付を支給。

20歳以上
食費等の実費負担額を5. 8万円とした埸合

生保世帯 低所得世帯 一般世帯

① 定率負担 〇 24,600-*15,00 〇->0 40,200724,6005,000-*0

②
実費負担 22,000 58,000-22,000住保対象でなくなるまで減免

補足給付 36,000 36,000-1

※数字は端数を丸めて計算しており、実際の数値とは異なる。（実際は1円単位まで計算）
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負担の軽減措置⑤

生活保護への移行予防措置（20歳未満）

<減免方法〉

① 定率負担の減免措置（施設、居宅共通）

障害福祉サービスの定率負担を負担しなければ、生活保護の適用対象でなくなる場合には、生活保 

護の適用対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。

負担上限額40, 200円 —24, 600円—15, 000円-> 0円
※ 上記の減免は、補足給付を計算する際の費用尺度には反映せず、補足給付を算定する際には、 

減免前の定率負担額で算定する。

② 補足給付の特例（入所施設）

（20歳未満）
一般世帯については、①の措置を講じた上で、食費等の実費負担をすると生活保護の対象となる者 

については、低所得者世帯とみなして補足給付を支給。（一般世帯の補足給付額を増額し、食費等の 

実費負担額を低所得世帯と同様の負担とする。）

補足給付額二4.8万円
= （2.54-1.5+5.8）-5.0 
実費負担額=1.0万円

=5.8-4.8
探18歳未満の場合はヽ2.5万 

円に0.9万円を加えて計算

20歳未満

食費等の実費負担額を5. 8万円、事義費を2万円とした埸合 

（）内は18歳未満の埸合

生保世帯 低所得世帯ヨ 一般世带

24,600—15,000—0 40,200-*24, 600—15,000_0

実費負担

補足給忖

10,000

(1,000)

10,000

(1,000)

35,000-*10,000

(26,000-*  1,000)

4&000 

(57,000)

48,000

(57,000)

23,000-*48,000  

(32,00〇->57,000)

②

〇

吃〇歳未満の埸合の低所得世帯については、どこで暮らしていても必ずがかる費用分の負担として最低限の負担となるよう 

すでに補足給付を設定しているため、補足給付の特例措置は講じない。
23



負担の軽減措置⑤

生活保護への移行予防措置

＜具体的な手続き〉

〇利用者は福祉事務所に生活保護の申請を行う。

① 定率負担の減免措置のみを行えば生活保護の対象者とならない場合（居宅及び入所施 

設で実費負担の軽減措置が必要ない者）

福祉事務所は保護を却下し、却下通知書に「定率負担減額認定該当」であること、軽減す 

べき負担上限額を記載する。

② 施設入所者については、①の措置に加え、食費等の実費負担を減免すれば、生活保護の 

対象者とならない場合

福祉事務所は保護を却下し、却下通知書に、

•「特例補足給付対象者」

•生活保護において認定した収入額、その者に適用される生活保護の最低生活費の額を 

記載する。

〇利用者は定率負担の減免及び特例補足給付の申請書に保護の却下通知書を添えて市町 

村に減免の申請を行う。

市町村は、保護の却下通知書に記載された情報を元に、特例補足給付の額を決定する。

24



（実費負担の軽減措置②） 

通所施設等食費軽減措置

〇新制度においては、通所施設、ショートスティ、デイサービスについては、定率負担のほか、 

食費カヾ自己負担となる。
※ ショートステ7、ディbービスは、現行制度においても食費のうち食材料費が自己負 

担となっている。

〇このため、施行後の概ね3年間、通所施設利用の低所得者（生活保護、低所得1、低所得 

2）について、食費のうち人件費相当分（1日約420円）を支給し、食材料費のみの負担と 

する減額措置を講ずる。

〇なお、食費の実費については、利用者保護の観点から、施設が利用者に求めることができ 

る費用の範囲を明確にした上で、その範囲内で、施設ごとに設定し、利用者と契約する仕 

組みとする。

＜参考〉実施後のおおむねの負担（通所施設、デイサービスの場合）

3年間支給約420円/日

（約9千円/月）

人件費 食材料費人件費 食材料費

・現在の予算上は、食費約650円/日の単価であり、うち 

約230円/日が食材料費

•これを前提として、月22日通った場合には、約5.1千円 

の実費負担となる。

注）実際の実費のコストは、個々の施設によって異なる。

約230円/日（約5.1千円/月） 25



（定率負担軽減措置⑥）

就労継続支援（雇用型）における利用者負担の減免

雇用関係のある就労継続支援（雇用型）における利用者負担についても、 

他の障害福祉サービスを利用した場合と同様に、一割の定率負担を求め 

ることが原則。

!一方で、雇用型の就労継続支援については、 ! 

:①事業者と障害者の間で雇用関係が結ばれており、事業者から労働の対価として、I 
!賃金が支払われる特別な関係にあること : 

|②障害者福祉制度とは別に、障害者雇用納付金制度において、障害者雇用率! 

!を越えて障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金等が支給され!! 

1ていること ;

!等を考慮する必要がある。 i

このため、事業者の判断により事業者の負担をもって利用料を減免するこ 

とができる仕組みとする。なお、事業者が減免する場合には、下記の取り 

扱いとする。

〇就労継続支援の事業者は、事業の指定を受ける際に、利用者負担の取扱い 

について都道府県知事に届け出る。

〇就労継続支援の事業者は、利用料の減免について、障害福祉サービスの利 

用契約書に明記する。
26



施設
身体障害者療護施設入所者の例（2 0歳以上）

支援費制度 !
厂平均事篥費約33. 8万円ト

低所得1 

障害基礎年金2級 

（6. 6万円/月）

19,100円
低所得2

障害基礎年金1級

（8. 3万円/月）

34,100円

一般（課税）

96, 000円（負担上限）

\___________________ 7 <

—— 障害者自立支援法案 J--------
厂内訳

（※力 !食費・光熱水費（探2） 定率1割負担

41,000R 41,000R
（補足給付17, 000円）

0円

（個別減免）

46, 500R 8, 500円
55,000円 （補足給付11,500円） （個別減免）

91,800R 58, 000円 33, 800円

ノ

日用生活品費、医療費は別途、自己負担（身体障害者支援費制度においても自己負担であった。） 

探2入所施設の食事代（食費:4. 8万円/月、光熟水費;1.〇万円/月）

27
※ 数字は端数を丸めて計算しており、実際の数値とは異なる。（1円単位まで計算）



知的障害者更生施設入所者の例（20歳以上）

\________________________丿

支援費制度

平均事篥費約23. 〇万円k
低所得1 

障害基礎年金2級 

（6. 6万円/月）

39, 800R
低所得2 

障害基礎年金1級 

（8. 3万円/月）

49, 800R

■4

一般（課税）

53, 000円（負担上限） 一

（※力

41,000円

55, 000円

81,000R

障害者自立支援法案

厂内訳

|食費•光熱水費（探2）

41,000R
（補足給付17, 000円）

46, 500円
（補足給付11,500円）

J 58, 000R

定率1割負担

0円
（個別減免）

8, 500円

（個別減免）

23, 000円丿
ノ丿

日用生活品費、医療費は別途、自己負担（知的障害者支援費制度においては、給付対象であったため、新たな自己負担となる。） 

探2入所施設の食事代（食費:4. 8万円/月、光熱水費:'!. 〇万円/月）

28
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在宅
知的障害者グループホームで生活し 

通所施設（月2 2日利用）に通う例
支援費制度 

平均事菓費 

グループホーム約6. 6万円 

通所更生 約14. 9万円

低所得1 

障害基礎年金2級 

（6. 6万円/月）

0円
低所得2 

障害基礎年金1級 

（8. 3万円/月）

0円

一般（課税）

26, 500円（負担上限）
\_ ____________丿

障害者自立支援法案

5,100R

7, 200円

35, 800円

宅費•光熱水費（探） 定率1割負担

5,100円
（食材料費のみ負担）

0円
（個別減免）

5,100円
（食材料費のみ負担）

2,10 0円 

（個別減免）

14, 300円 21,500円

ヽ

ヽ

（注）低所得1:市町村民税非課税世帯で、支給決定にかかる障害者（又は障害児の保護者）の収入が80万円（障害基礎年金2級相 

当:月額6. 6万円）以下である世帯に矚する者

低所得2: 3人世帯で障害基礎年金1級を受給している場合、概ね300万円以下の収入である世帯に属する者（市町村民税の

均等割非課税世帯）

※ 低所得者については、激変緩和措置として、食費のうち人件費相当分を給付するため、食材料費だけの負担（施行後3 
年間の経過措置）

29
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施設 知的障害児施設入所者の例（18歳未満）

措置費制度』 厂
障害者自立支援法案

ゝ

低所得I
2, 200R

低所得U
2, 200H

・ 般

4, 500R
〜全額

(※い 厂内訳

食費•光熱水費（探2）
定率1割負担、
社会福祉法人減免後

16, 000円 15, 000H
1 1,000円 （低所得Iの負担上限）

8, 500円 （補足給付57, 000円） 1
（減免対象者） 7, 500R

19, 600H 1,000円 18, 600R
1

（補足給付57, 000円）
1

13, 300円 12, 300円
（減免対象者）

45, 000円 26, 400R 18, 600円
（補足給付31,600円）

丿 ノ

（注）低所得1:市町村民税非課税世帯であってかつ、支給決定に係る障害者又は障害児の保護者の収入が80万円（障害基礎年金2 
級相当:月額6. 6万円）以下の者

低所得2:市町村民税均等割非課税世帯。3人世帯で障害基礎年金1級を受給している場合、概ね300万円以下の収入である世 

帯に属する者

日用生活品費、医療費は別途、自己負担（措置費制度においては、給付対象であったため、新たな自己負担となる。）

探2入所施設の食事代（食費:4. 8万円/月、光熱水費:1.0万円/月） 3〇

※数字は端数を丸めて計算しており、実際の数値とは異なる。（1円単位までst算）



知的障害者更生施設通所者の例

支援費制度※1

平均事篥費約14. 9万円

障害者自立支援法案

低所得I
0円

低所得u

0円

一 般

26, 500円（負担上限）・吟
< ___________）

20,100R

1
12, 600円 

（減免対象者）

21,000円

I
17, 400円

（12, 600円）

（減免対象者）

内訳

r食費・光熱水費

5,100円侠2）

定率1割負担 

社会福祉法人減免後

15, 000円備2） 
（低所得Iの負担上限） 

I
7, 500円

15, 900円欲2）
5,100 円快2） |

12, 300円
（7, 500円）

29, 200R < 14, 300円 "。〇円丿丿

ヽ
厂

（注）低所得1:市町村民税均等割非課税世帯であって、かつ、支給決定に係る障害者又は障害児の保護者の収入が80万円（障害 

基礎年金2級相当:月額6. 6万円）以下の者

低所得2:市町村民税均等割非課税世帯。3人世帯で障害基礎年金1級を受給している埸合、•概ね300万円以下の収入である 

世帯に属する者

支援費制度の利用者負担額については、利用者本人の所得階層をあてはめたもの。

探2低所得者については、激変緩和措置として、食費のうち人件費相当分を給付するため、人件費の1割（定率負担分として1,〇〇〇 

円）と食材料費の負担（施行後3年間の経過措置）
31
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ホームヘルプサービス利用者の例

＜障害者自立支援法案〉

ホームヘルプ 

（日常生活支援）

•支給量

月 125時間 

・費用

月額約22万円
（10%） 2.2 万円

区分 支援費制度※

低所得I 〇

低所得n 〇

一 般 700円〜全額

定率1割負担
社会福祉法人減免後

15,000 H （低所得Iの負担上限）

7500円

22,000円—

12, 300円
22,000 円

（注）低所得I :市町村民税均等割非課税世帯であって、かつ、支給決定に係る障害者又は障害児の保護者の収入が80万円（障 

害基礎年金2級相当:月額6. 6万円）以下の者

低所得U:市町村民税均等割非課税世帯。3人世帯で障害基礎年金1級を受給している場合、概ね300万円以下である世帯 

に属する者

※支援費制度の利用者負担額については、利用者本人の所得階層をあてはめたもの。

32
※数字は端数を丸めて計算しており、実際の数値とは異なる。（1円単位まで計算）



障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 7.1 〇, 6 資料2-3

フ月2 2日課長会議資料の修正箇所（8月3日版以降の変更追加）

1〇月6日時点
資料1-2
ページ 修正箇所 修正前 修正後 趣旨等

3 5行目
（注1）

障害福祉サービスを受ける日の属する月 

が4月又は5月

障害福祉サービスを受ける日の属する月 

が4月から6月まで

6月でも税悄報が把握でき 

ない場合があるため

3 14行目
（注3）

障害年金等• •障害基礎年金、障害厚生 

年金、障害共済年金、遺族厚生年 

金、遺族共済年金、老齢基礎年金、 

老齢厚生年金等の公的年金・*

障害年金等・•障害を事由に支給される 

公的年金（障害基礎年金、障害厚 

生年金、障害共済年金、特別障害 

給付金、障害を事由として支給さ 

れる労災による年金（前払一時金

年金の範囲及びその趣旨 

を明確化するため

（なお、法制局と今後調整を 

要する）

含む。）等）、障害を事由に支給さ

れる年金を受給できる者が他の年 

金を受給できる埸合に選択する可 

能性のある公的年金（遺族基礎年 

金、遺族厚生年金、遺族共済年金、 

老齢基確年金、老齢厚生年金等） 

の公的年金・*

4 上から18 
行目

（世帯の特 

例の取り扱 

い）

②障害者及びその配偶者が同一世 

帯に属する他の者の健康保険の被 

扶養者となっていないこと。

②障害者及びその配偶者が同一世 

帯に属する他の者の健康保険の被 

扶養者となっていない（当該世帯 

に属する者が全員国民健康保険の 

加入者である場合を含む。）こと。

明確化するため

-1-



5 上から5行 

目

〇 ただし、当分の間は、利用者負 

担の見直しに伴い、利用者の所得 

状況の把握に関する市町村の事務 

量が増えることから、工賃収入が 

ないこと、何年も申告していない 

こと等から非課税であるとみなす 

ことができると市町村が判断でき 

る場合等については、未申告であ 

ることをもって非課税者（所得〇 

である）の取り扱いを取ることが 

できることとする。

〇 ただし、当分の間は、利用者負 

担の見直しに伴い、利用者の所得 

状況の把握に関する市町村の事務 

量が増えることから、非課税であ 

るとみなすことができると市町村 

が判断できる場合等については、 

未申告であることをもって非課税 

である者の取り扱いを取ることが 

できることとする。

〇 なお、上記の者については、合 

計所得金額が確定できず、収入が 

8 〇万円以下であることの確認が 

とれないため、低所得2として取

留意点の追加

り扱うことが原則と考えられる 

が、市町村の判断により、その者

を低所得1とみなす取り扱いをす 

る場合は、障害基礎年金1級を受 

給する者とのバランスを失するこ 

とがないよう、その者の収入状況

等を十分に確認した上で取り扱い 

よう留意されたい。

—9 —



6ペー 上から1〇 

行目【個別減 

免の対象者】

〇障害者本人名義の一定の資産を 

有している場合は、個別減免の対象 

としない。

〇市町村民税世帯非課税である者 

（低所得1,2）のうち、障害者 

本人名義の一定の資産を有してい 

ない場合には、個別減免の対象と 

する。

対象者を明確にするため

フペー

ご・

上から9行 

目【減免の額 

を計算する 

際の収入の 

種類ごとの 

負担額】

〇減免後の負担額を算定するに 

あたっては、下記のア、イの通り、

追加。趣旨の明確化のため

収入の種類に応じて負担額を算 

定し、その合計額を減免後の額と 

する。

7ペー
ヽ・

上から16 
行目

1

〇 一月あたりの負担額について 

は、下記イ①及びイ②の収入の種 

類ごとに、障害福祉サービスを受 

ける日の属する前年（障害福祉サ 

ービスを受ける日の属する月が1 
月~ 6月である埸合にあっては、 

前々年）の収入の合計額を12で 

除した額をもとに算出する。

〇 一月あたりの負担額について 

は、下記イ①及びイ②の収入の種 

類ごとに、障害福祉サービスを受 

ける日の属する前年（障害福祉サ 

ービスを受ける日の属する月が1 
月〜6月である場合にあっては、 

前々年）の収入の合計額を12で 

除した額をもとに算出する（年間 

の収入を把握することが困難な場 

合は、平均的な月収として市町村 

が認める額とする）。

年収の把握が難しい埸合 

についての取り扱いを追加。

—コ一



8ペ一

ヽ;
上から4行 

目

①稼得等収 

入

■障害年金等（障害基礎年金、障害 

厚生年金、障害共済年金、老齢年 

金、遺族年金等の公的年金、障害 

補償年金等労災保険法に基づく 

給付等）

・特別障害者手当等（特別障害者手 

当、障害児福祉手当、経過的福祉 

手当）

•障害年金等（障害基礎年金、障害 

厚生年金、障害共済年金、老齢年 

金、遺族年金等の公的年金、障害 

補償年金等労災保険法に基づく給 

付等）（低所得1の判定の際に年間 

8 0万円以下の収入として算定す 

る公的年金の範囲と同様の範囲。）

•特別障害者手当等（特別障害者手 

当、障害児福祉手当、経過的福祉 

手当）（低所得1の判定の際に年間

8 〇万円以下の収入として算定す 

る範囲と同様の範囲。）

趣旨の明確化

8ペー 上から1〇 

行目

①稼得等収 

入

・その他地方公共団体が支給するも 

ののうち、公的年金に相当するも 

のとして市町村が判断するもの 

・心身障害者扶養共済の給付金

・外国籍の熬年金の障害者に対し 

て年金と同様の額を地方公共団 

体が支給するもの

疑義の生じた収入につい 

て明確化したもの

8ペー

ヽ/

上から16 
行目

②その他の 

収入

•地方公共団体から支給される手当 

等

•地方公共体から支給される手当血 

に該当しない福祉手当等。生活保護 

法において収入として認定されない 

部分を除く。）

稼得等収入に追加した収 

入を除く必要があるため

一 A 一



8ペー

ぐ0

下から13 
行目

【個別減免 

の収入の種 

類ごとの負 

担額】

① 【収入の種類ごとの負担額】に 

記載された収入のイ①の収入のう 

ち、6. 6万円まで（イ①の収入 

が6. 6万円に満たない埸合は、 

不足分に、イ②の収入を充て 

る）• •全額控除（定率負担なし）

①【収入の種類ごとの負担額】に 

記載された収入のイ①の収入のう 

ち、66,666円（年収8 0万円を1 
2で割った額）まで（イ①の収入 

が66,666円に満たない埸合は、不 

足分に、イ②の収入を充てる）• • 

全額控除（定率負担なし）

「6. 6万円」は端数を丸 

めて表示していたが、年収8 
〇万円を12で割った額ま 

では全額控除ということを 

明確にするため。

これ以降6 . 6万円を

66,666円としている部分は 

同様の修正。

8ペー 
ヽ;

下から4行 

目

A）上記イ① 

稼得等収入

・施設入所者• • 3, 000円控除の上、

6. 6万円を超える収入額の5 
〇%を負担。

・施設入所者

（その他生活費※の額が2. 5万 

円である者）• • 3.000円控除の 

上、66, 666円を超える収入額の 

5 0%を負担。

（その他生活費の額が2. 8万円

施設入所者についてはそ 

の他生活費の額によって、稼 

得等収入による負担額の計 

算方法が異なるため。

又は3. 〇万円の者）• -66,666
円を超える収入の5 〇%を負 

担9
※その他生活費の額（補足給付の算定

の際に用いる額）

• 2 〇歳~5 9歳で障害基礎年金2級受

給者2. 5万円
•障害基礎年金1級受給者、6 0歳~6
4歳の者、65歳以上で身体障害者療

護施設入所者2. 8万円



• 65歳以上（身体障害者療護施設入所 

者除く） 3. 〇万円

9ペー 上から17
行目

〇 上記A、Bの収入の種類ごとに計 

算した負担額の合計額を個別減免 

を講じた後の定率負担額とする。

〇 上記A、Bの収入の種類ごとに計 

算した負担額の合計額を個別減免 

を講じた後の定率負担額とする。

（1円未満切り捨て）

端数処理方法を明示。

9ペー

ご・

下から7行 

目

【個別減免の適用に当たっての算定 

手順】

具体的な手順を追加。

12ペ

ーン

上から17 
行目

具体的には、障害福祉サービスを 

受ける日の属する前年（障害福祉サ 

ービスを受ける日の属する月が1月 

~ 6月である埸合にあっては、前々 

年）の収入の合計額を12で除した 

額をもとに算出する。

具体的には、障害福祉サービスを 

受ける日の属する前年（障害福祉サ 

ービスを受ける日の属する月が1月 

〜6月である場合にあっては、前々 

年）の収入の合計額を12で除した 

額をもとに算出する（年間の収入を 

把握することが困難な埸合は、平均 

的な月収として市町村が認める額と 

する）。

年収の把握が難しい場合 

についての取り扱いを追加。

13ペ 

—ジか 

ら16 
ページ

実費負担額 負担限度額 用語の整理

ー化ー



13ペ 

ージ

上から9行 

目

【具体的な 

計算方法】

〇補足給付については、日額とし 

て額を確定する。

〇算定手順としては、月収を元に 

算定した月額の補足給付を3 〇.

4で除して日額を算定（1円未満 

切り上げ）する。

算出方法の追加

以下、計算方法について 

は、日額の計算方式を追加。

端数処理を追加。

13ペ 

ージ

下から11 
行目

また、補足給付額が実際に要した 

費用を超える場合は、実際に要した 

潼用を補足給付額とする。

補足給付額が実際に要し 

た費用を超えないことを明 

記。（以下、同様）

14ペ 

ージ

上から7行 

目

【補足給付支給に当たっての算定手 算定手順の追加。

順】

15ペ 

ージ

下から6行 

目

補足給付額（月額）=25,000円 

* + 15,000 円 + 58,000 円一 

50, 000 円=4& 000 円

①生活保護世帯

補足給付額（月額）=25,000円 

* （その他生活費）+15.000 
円（定率負担相当額）+ 

5& 000 円一50, 000 円（地域 

で子どもを養育するのに通 

常要する費用（所得階層ご

趣旨の明確化

日額とした場合の計算方 

法の追加。

②低所得1、③低所得2、 

④一般においても同じ。

と））=4&000 円 

補足給付額（日額）=48,000 +
30.4=1,578.9=1,579 円（1 
円未満切り上げ）

一 7——



16ペ

ーン

7行目 探 18年4月より利用者負担が 

見直される2 0歳未満の者で、施

2 〇歳未満の者の補足給 

付の取り扱いについての説 

明を追加。設訓練等支援費を支給され、身体 

障害者更生援護施設、知的障害者 

援護施設に入所する者について 

は、報酬単価を日額化する見直し 

と併せ、補足給付額については、

2 〇歳以上と同様に、月額で算出

した上で、その額を3 〇・ 4で除

して得た額を日額（1円未満切り 

上げ）とする。

探※ただし、児童福祉施設の契約

制度の導入、利用者負担の見直し

については、18年1〇月から実

施されることとなるため、上記の 

補足給付額の支給等についても1 
8年1〇月から実施する。その際 

の報酬単価の見直しと併せ、補足 

給付額の月額・日額化についても

併せて決定することとする。

なお、児童福祉施設の給付の決 

定については、都道府県が行うた

め、補足給付額、月額負担上限額

の決定等の事務についても、都道 

府県において行うこととなる。

ー〇 _



17ペ 

ージ

（2）月額負 

担上限額の 

管理方法

管理方法について考え方を追加 現在、従来案とは別の案を 

検討中のため。

18ペ 

ージ

下の表 36,000^10 36,000一］ 補足給付を1円単位支給と 

したため

19ペ

ージ

11行目 ・低所得者世帯、生活保護世帯

補足給付額= 25,000 （その他生 

活費・） +15,000 （定率負担相当 

分として固定）+58.000 （食費等 

実費基準額）一50.000 （所得階 

層ごとの標準支出額）=48.000 
円

・低所得者世帯、生活保護世帯

補足給付額= 25,000 （その他生 

活費・） +15,000 （定率負担相当 

額）+58.000 （食費等実費基準額） 

-50,000 （地域で子どもを養育す 

るのに通常要する費用（所得階層ご 

と））=4&000 円

文言の整理

2 0ペ 

ージ

19行目 ②食費当実費負担額（すでに支給 

されている補足給付の額を控除し 

た額）

②実際に要する食費からすで 

に支給されている補足給付の 

額を控除した額

文言の整理

2 2〜

2 6

高額障害福 

祉サービス 

費の説明

合算基準額 償還基準額 用語の整理

—q —



2 2ペ

ーン

上から6行 

目、8行目、

② 身体障害者福祉法に基づく施 

設訓練等支援費の定率負担額（1 
8年1月〜9月まで）

②身体障害者福祉法に基づく施 

設訓練等支援費の定率負担額（1 
8年4月〜9月まで）

施行時期変更のため

③ 知的障害者福祉法に基づく施 

設訓練等支援費の定率負担額（1 
8年1月〜9月まで）

③知的障害者福祉法に基づく施 

設訓練等支援費の定率負担額（1 
8年4月~9月まで）

2 2ペ

—ン

1〇行目 ④児童福祉法に基づく障害児施 

設給付費（高額障害児施設給付費 

として償還された費用を除く。）

④児童福祉法に基づく障害児施 

設給付費（高額障害児施設給付費 

として償還された費用を除く。）

（18年1〇月以降）

施行時期の明確化のため

2 3ペ

ーン

1行目 ※ 利用者ごとに按分した場合の 

端数の割り振り方については、 

現在検討中。

端数処理についての取り 

扱いについて追加

2 3ペ 

ージ

上から4行 

目

追加 ※探※ 世帯の特例の取り扱いを取 

った場合は特例による世帯で高額 

障害福祉サービス費を算定する。

ただし、介護保険の利用者負担額 

の合計額（高額介護サービス費に 

よる償還後の負担額の合計額）が 

高額障害福祉サービス費の償還基 

準額を超えるときは、介護保険の

世帯の特例を取った場合 

の取り扱いの説明を追加

利用者負担額のうち、高額障害福

祉サービス費の償還基準額までを 

合算の対象とする。（事例4, 5参
照）



2 3〜

2 6

事例 追加 事例4・事例5を追加

3 〇 スケジュー 

ノレ

4月施行にあわせて変更 施行時期の変更に伴う変更

— 11 —
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原則は1割負担ですが、どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方にはより低い上限を設定します。

負担には月額上限額が設定されます

一 般:4〇・ 20QQ 

低所得2：24・600円

|低所得1:15. 000円

〇一般••市町村民税課税世帯 一
〇低所得2 ••市町村民税非課税世帯 <

（世帯3人世帯であれば、障害基礎年金1級を含め 

て概ね300万円以下の年収の方）
〇低所得1…市町村民税非課税世帯で障害者の収 

入が年収80万円（障害基礎年金2級相当額）以 
下の方

/ ☆所得を判斷するr世帯」の範囲 

について

原則は同じ世帯に!■する方の 

状況で判斷しますが、あなたが 

税制と医療保険で「被扶養者」で 

なければ、あなたと配偶者の収 

入とすることもできます。

② 同じ世帯で他にも障害福祉サービス、介護保険のサービスを受けている方がいれば、その合算額が①を超えないように負担額を軽減します。
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③さらに、収入に応じて個別に減免します（資産が350 
万円以下の方）。

•収入が6. 6万円までなら負担は〇円です。
・収入が6. 6万円を超えても、超えた収入の半分を上限額とします。 
・さらに、6. 6万円超えた収入が年金や工賃等の収入であれば、 
超えた分の!5%を上限額とします（グループホーム入居の方）〇

礬輾聲戦^鸚屜益憲ける場合については' ①の上限

•低所得!:15, 000円—7, 500円
•低所得2:24, 600円— 12, 300円

（通所サービスを利用する埸合24, 600円-*7,  500H）
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⑤さらに、利用者負担を行うことにより生活保護世帯に該当する埸合は、生活保護に該当しなくなるまで負担額を引き下げます。

——I—— 三＞ .
⑥収入が低い埸合は・・・ 

サービスの利用者負担 

と食費等実費負担をしても、 

少なくとも2. 5万円が手元 
に残るよう、実費負担額の 

I上限額を設定します。J

※従前からグループホー 

ムでの食費等は自己負担 
していただいておりますが、 

通所サービスを利用され 

た場合は、⑦の減額措置 

が適用されます。

⑦あなたの世帯の所得が 

低い場合は…・ 

食費負担額を3分の1に 

減額します（月22日利用 

の埸合5,100円程度の 
1負担）。 ーJ

て…
地域で子どもを養育する 

世帯において通常かかる 

程度の負担となるよう、実 

費負担額の上限額を設定

しします。 ノ



障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 7.! 〇, 6 資料2-5障害福祉サービスの負担を見直します ——V

こ今後とも障害のある方が必要なサービスを受けられる制度とするために〜ノ

応能負担から定率負担へ

所得の低い方へは負担の軽減を図ります

＜定率負担については•…＞

〇どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方にはより低い上限を設定しま 

す。
〇喙産等が少ない方には、収入の額に応じてさらに、上限額を引き下げます。

＜食費等の負担については・…〉

〇全額負担しなくてもよいよう、負担軽減を図ります。

1



負担を軽減する仕組みは…
£

定率負担については・・・

① 原則は定率10%負担ですが、どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方' 

にはより低い上限を設定します。

•生活保護世帯の方なら、0円
•市町村民税非課税世帯で障害基礎年金2級（月6. 6万円）のみ受給の方なら、15, 000円
・市町村民税非課税世帯の方なら、24, 600円
・市町村民税課税世帯の方なら、40, 200円

※世帯の範囲については、3ページ参照

②資産等の少ない方には、上記の上限額をさらに引き下げます。

自宅でサービスを利用する方の場合

〇社会福祉法人による負担軽減制度により、月額上限額を 

①の上限額の半分にします。

グループホーム、施設に入所する方の埸合

〇収入が障害基礎年金2級（月約6. 6万円）までの方については、 

定率負担は〇円です。

〇 6. 6万円を超える収入の場合は、超える収入の半分（グループ

gホーム入居者の年金・就労収入については、15%）が上限額です。
X ——

食費等負担については・・・

,食費等の実費については、原則自己負担ですが、所得の低い方については、食費等を全額自己負担しなくても 

よいよう、負担軽減を図ります。

〇通所サービス、ショートスティを利用する方の場合

・食費を全額支払わなくてもよいよう、食費の3分の2を免除します（月22日利用の場合5,100円）。

〇施設に入所する方の場合

・定率負担（減免後）、食費等実費負担をしても手元に少なくとも2. 5万円残るよう、給付（補足給付）を行い、食費等実費負担額の 

、上限額を設定します。 2



＜原則〉

月額負担上限額の設定に当たっては、住民基 

本台帳上の世帯の所得で設定します。

（税制や健康保険制度において、同一世帯 

の家族等の扶養となっていない埸合

同一世帯に家族等がいても、障害者とその 

配偶者のみの所得とできるようにします。 
_________________ __ ________________________ 丿

3



サービスごとにみると…

「、『自宅でサービスを利用している方ならハ ）

定率負担については・・・

① 原則は定率10%負担ですが、どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方 

にはより低い上限を設定します。

・生活保護世帯の方なら、0円
•市町村民税非課税世帯で障害基礎年金2級（月6. 6万円）のみ受給の方なら、15, 000円
•市町村民税非課税世帯の方なら、24, 600円
•市町村民税課税世帯の方なら、40, 200円

※世帯の範囲については、3ページ参照

②資産•収入の少ない方には、上限額をさらに引き下げます。

〇社会福祉法人で、サービスを利用する場合、1つの事業者について、上限額を半額にできます。 

•非課税世帯で、障害基礎年金2級（月6. 6万円）のみ受給の方なら、7, 500円
•非課税世帯の方なら、12, 300円（通所サービスについては7, 500H）

x 通所サービスの食費負担については…・

〇食費を全額負担しなくてもよいよう、3分の2を免除（一月あたり5,100円（月22日利用の埸合））します。
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・個別減免•社会福祉法人減免は預貯金等が一定額以下の方を対象。
*・平均的勤労者の年収（厚生年金男子被保険者の平均標準報酬月額の平成15年度実績見込み（36. 〇万円）を年収に換算したもの） 5



・ ま「■匕人JこIこみると・・ 」

「ヽヽ） グノレープホ—厶を利用して いる方,よら・.
A------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C

定率負担については…・

① 原則は定率10%負担ですが、どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方 

にはより低い上限を設定します。

•生活保護世帯の方なら、0円
・市町村民税非課税世帯で障害基礎年金2級（月6. 6万円）のみ受給の方なら、15, 000円
・市町村民税非課税世帯の方なら、24, 600円
•市町村民税課税世帯の方なら、40, 200円

②資産・収入の少ない方には、上限額をさらに引き下げます。

〇収入が6. 6万円までは、定率負担は〇円です。

〇収入が6. 6万円を超えても、超えた収入の半分を上限額とします。

- 障害基礎年金2級（6.6万円）以外に収入が2万円ある埸合なら、2万円x1/2=1万円が上限額に。

〇さらに、超えた収入が年金や工賃等の収入であれば、収入の15%を上限とします。

障害基礎年金1級（8.3万円）を受給している埸合なら、2,100円が上限額に。

83,000R-66,000円一3,000円=14,000円14,000円x 0.15=2,100円（15%とするほか、3千円分を控除します。）

£

通所サービスの食費負担については・・・

〇 食費を全額負担しなくてもよいよう、食費の3分の2を免除（一月あたり5,100円（月22日利用の場合））します。



ケース3グループホームから通
" ........,'f ; ' ■ ' ■, ■ ■ ■ ‘ . ■ •<"・強’;'■, "■■■>■ ' ■ 1.……< > ”… - " , "''"".ハ:嘗”ソ・ソ'…も, "" ' " ' ■ ■
折施設に通う場合（月22日更生施設に通所（事第費14. 9万円）;グループホーム（卒祕:6. 6万円））

:h

見直し後
見直し刖

計 定率負担額（負担率） 食費実費負担額

課税 

（年収560万円・* ）
26, 500円 35, 800H = 21,500円 + 14, 300円

障害基礎年金1級受給
（月8. 3万円）

0円

' 35, 800R ヽ

1
7, 200円 ,

=
/

21,500FK10%)
1

2,100R(1%) ノ

+
14, 300円

1
J 5,100 円 ノ

障害基礎年金2級受給

（月6. 6万円）
0円

29, 300円
1

ゝ 5,100円 ノ

15, 000 (7%)
X] J

/ 0円(〇%)

+l

14, 300R

5,100円 ノ

「 個別減免*
食費軽減措置 1

・個別減免・社会福祉法人減免は預貯金等が一定額以下の方を対象。
*・平均的勤労者の年収（厚生年金男子被保険者の平均標準報酬月額の平成15年度実績見込み（36. 〇万円）を年収に換算したもの） 7



サービスごとにみると…

施設に入所している方なら…

1 20歳以上の方については…・
r S

〇原則通り負担すると、定率負担と食費等の全額が自己負担となりますが、

〇定率負担、食費等実費負担をしても、手元に少なくとも2. 5万円残るよう、定率負担額を減免するとともに、給付 

（補足給付）を行い、食費等実費負担額の上限を設定します。

探60歳以上の方、年金1級を受給されるような障害が重い方については、2. 8万円が手元に残るように配慮します。

※ 収入が月10万円程度を超える方については、2. 5万円と合わせて10万円を超える額の半分が手元に残るようになります。

X 20歳未満の方については・・・
r ゝ

〇原則通り負担すると、定率負担と食費等の全額が自己負担となりますが、

〇定率負担と食費等の負担を合わせて、地域で子どもを養育する世帯において通常かかる程度の負担*以上に負  

担が増えないよう給付（補足給付杯）を行い、負担が増え過ぎないようにします。

・子どもを養育する世帯における通常かかる程度の負担額:低所得世帯…5万円、一般世帯…7. 9万円

**18歳未満の方については、教育費について特に配慮し、補足給付に9千円を加算します。
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・個別減免・社会福祉法人減免は預貯金等が一定額以下の方を対象。
平均的勤労者の年収（厚生年金男子被保険者の平均標準報酬月額の平成15度実績見込み（36. 〇万円）を年収に換算したもの） 9



障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 7.1 〇. 6 資料3

障害程度区分判定等試行事業の実施結果 

（速報）

平成17年10月5日



I障害程度区分関係

1経緯

〇平成16年度、障害者の介護ニーズを判定する指標に関する調査研究として、介護保険の要 

介護認定基準の有効性の評価を行ったところ

•現行の要介護認定基準は、「介護給付」に相当するサービスの必要度を測定する上では、 

障害者においても有効と考えられた。

・ただし、障害者に対する支援は、機能訓練や生活訓練、就労支援等も重要であり、これらの 

支援の必要度の判定には、「介護給付」に相当するサービスの判定に用いられるロジックと 

は別のロジックが必要と考えられた。

〇平成17年度は、こうした研究結果を踏まえ、厚生労働科学研究事業「新たな障害程度区分 

の開発と評価等に関する研究」の一環として、介護保険における要介護認定の認定調査項目 

（79項目）に、①多動やこだわりなど行動面に関する項目、②話がまとまらない、働きかけに応 

じず動かないでいるなど精神面に関する項目及び③調理や買い物ができるかどうかなど日常 

生活面に関する項目（計27項目）を追加した106項目の調査項目を設定し、試行事業を実 

施
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2事業の内容

（1） 実施市町村
全国6〇市町村（各都道府県1カ所（熊本県を除く）及び指定都市）

（2） 調査対象者
① 調査対象者は、現在既に居宅サービスを利用している身体障害者•知的障害者•精神障 

害者各10名、合計30名
② 調査対象者の選定

居宅サービス利用者の中から、無作為抽出により選定

選定は、障害種別ごとに、

① ホームヘルプサービス利用者

② ショー卜スティ利用者

③ グループホーム利用者

④ 通所施設利用者

という優先順位で合計〔〇ケースになるまで選定

（3） 実施内容
① 要介護認定の認定調査項目（79項引によって一次判定（コンピューター判定）を実施

② 審査会（有識者5名程度で構成）で二次判定を実施

①新たに追加された27項目、②106項目の調査項目に特記された事項（特記事項）ヽ③医 

師の意見書を基に、介護の必要性に関する障害程度について、介護保険の要介護状態区 

分（要支援〜要介護5）で判定
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3結果

(1)調査対象者の基本属性

〇 全国60市町村の対象者(1790A)における障害種別の人数は、約1/3づつ 

となっている。

〇 年齢分布をみると、40歳以上から65歳未満が全体の約6割を占めており、65 
歳以上の高齢者は4.5%であった。

障害種別

計 身体障害者 知的障害者 精神障害者

1790人 600人 593人 597人

年齢

計 2〇歳未満
20歳以上
40歳未満

40歳以上
65歳未満 65歳以上

1790人 46人 612人 1052 人 80人

100.0% 2.6% 34.2% 58.8% 4.5%
3



(2)判定結果

〇最終結果においては、全障害合わせて約96%の者が要支援以上の判定と 

なっていた。障害種別にみると、知的障害で97,6%.身体障害で96.8%,精神障 

害で94.6%となっていた。

〇 2次判定での変更は仃90ケース中903ケースで、変更率は50.4%だった。

〇なお、1次判定結果と比較すると、最終結果で要支援以上と判定されている者 

の割合が約81%から約96%へと増加していた。
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最終結果

計 要介護5 要介護4 要介護3 要介護2 要介護1 要支援 非該当

全障害者 1790 239 139 197 258 478 414 65

100.0% 13.4% 7.8% 11.0% 14.4% 26.7% 23.1% 3.6%

身体障害者 600 170 69 57 70 110 105 19

100.0% 28.3% 11.5% 9.5% 11.7% 18.3% 17.5% 3.2%

知的障害者 593 69 64 110 98 133 105 14

100.0% 11.6% 10.8% 18.5% 16.5% 22.4% 17.7% 2.4%

精神障害者 597 〇 6 30 90 235 204 32

100.0% 0.0% 1.0% 5.0% 15.1% 39.4% 34.2% 5.4%

（参考）一次判定結果

計 要介護5 要介護4 要介護3 要介護2 要介護1 要支援 非該当

全障害者 1790 176 109 116 147 456 445 341

100.0% 9.8% 6.1% 6.5% 8.2% 25.5% 24.9% 19.1%

身体障害者 600 135 78 59 47 130 75 76

100.0% 22.5% 13.0% 9.8% 7.8% 21.7% 12.5% 12.7%

知的障害者 593 41 31 57 91 167 139 67

100.0% 6.9% 5.2% 9.6% 15.3% 28.2% 23.4% 11.3%

精神障害者 597 〇 〇 〇 9 159 231 198

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 26.6% 38.7% 33.2%



(3)認定調査員•審査会委員の状況

〇認定調査員の職種をみると、行政職員の割合が高く(約7割)、次いで相談支 

援事業者等が約3割となっていた。

〇審査会委員の職種をみると、医師の割合(26.3%)と高く、次いで施設•サービ

ス事業者等関係者、学識経験者の順となっていた。

認定調査員の職種

①行政職員 548 66.8%

②相談支援事業者等 248 30.3%

③サービス事業者等 23 2.8%

(無回答) 1 0.1%

合計 820 100.0%

審査会委員の職種

医師 82 26.3%

社会福祉士 29 9.3%

精神保健福祉士 23 7.4%

理学療法士 13 4.2%

臨床心理士 ・心理判定員 11 3.5%

その他の施設•サービス事業者等関係者 61 19.6%

学識経験者 33 10.6%

福祉司等行政関係者 26 8.3%

その他 34 10.8%

職種合計 312 100.0%
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4今後の検討について

（1）障害程度区分の開発に当たっての基本的考え方

① 障害程度区分の開発に当たっては、透明で公平な支給決定を実現する観点から、以下の点 

を踏まえて行う。

（ア）身体障害•知的障害•精神障害の特性を反映できるよう配慮しつつ、3障害共通の基準と 

する。

（イ）調査者や判定者の主観によって左右されにくい客観的な基準とする。

（ウ）判定プロセスと判定に当たっての考慮事項を明確化する。

② 介護給付、訓練等給付でそれぞれサービス内容が異なることから、それぞれの給付ごとに 

設定する。

（ア）介護給付

介護の必要度に応じ区分

（イ）訓練等給付の障害程度区分

訓練等給付については、支給決定時の優先度の判定に用いるスコア（点数）を設定

（参考）

1障害程度区分は、障害福祉サービスの必要性を明らかにするため障害者の心身の状態を総合的に示す区分

2新制度における支給決定は、障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、①障害者の心身の状態（障害程度区 

分）に加えて、②社会活動や介護者、居住等の状況、③サービスの利用意向、④訓練、就労に関する評価といった諸事項を総合 

的に勘案して行われることとなっている
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（2）今後の検討の進め方と検討課題

今後、以下の検討課題について、試行事業の結果の分析とあわせて、有識者、関係者から 

のヒアリングを実施し、検討を進める。

① 介護給付に係る障害程度区分について

•要介護認定の調査項目（79項目）以外の項目を一次判定（コンピューター判定）でどのよう 

な形で反映するか

•審査会における二次判定の判定基準をどうするかなど

② 訓練等給付に係る障害程度区分について

・支給決定時の優先度の判定に用いるスコア（点数）をどうするかなど

③ 認定調査や市町村審査会の運営のあり方について
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認定調査票（基本調査）の106項目その1

※ 〇=要介議毘定基準の定調査項目以外の項目（27項目）

! 環 目 IS 目
以・

I

1-1 左上肢孵捣撐 5-17 口腔清58
i-i 右上肢麻AS等 5-1イ 洗頤

1-1 左下肢廉¢6第 5-" 整髪

1-1 右下肢廉痕等 5-11 つめ切り :

i他 1-1 その他廉瘪靜 5-27 上衣の善呪 !

1-2 肩関那の動く艷囲の制限 5-2イ スボン、パンツの苦脱 :

1-2 ひじ関那の動く録囲の制限 5-3 茱の内服 :

1-2 腔関節の動く強囿の制限 5-4 金鉄の管理

1-2 ひざ関掛の動く鞄團の制眼 5-5 皤話の利用 !

1-2 足関期の動く筑囲の制眼 5-6 日常のま思決定（日常生活における不安、悩み等に関する相談） :

1-2 その他の関節の動く师囲の制限

コ

ユ

ケ 

i 
シ

3 
ン 

関 

連

6-1 視力 !

2-1 寝速り（体位交換） 6-2 第力

2-2 起き上がり 6-3? 意思の代達

2-3 理位保持 6-3イ
本人の独自の裏現方法を用いた帝思表示 !〇

2-4 両足での立位保持 6-47 介護者の指示への反応

2-5 歩行 6-4イ 言集以挤の手段を用いた説明理解 :〇

2-6 緣桑（車いすとベッド閭） 6-57 毎日の日護を理解することが

2-7 移動 6-5イ 生年月日や年號を答えることが ;

址

3-1 立ち上がり 6-59 面接訓査の直前に何してたか思い出すことが

3-2 片足での立位保持 6-51 自分の名询を答えることが

3-3 洗身（入浴行営以挤） 6-5才 今の季期を理解することが

介

護

関

達

4-1ア ・じょくそう〔床すね） 6切 自分いる場所を答えることが

4Tイ じょうくそう以外で処置や手入れ訪必要な皮膚疾患等

4-2 えん下

4-3 食事摂取

4-4 秋水

4-5 排原

4-6 扌#便
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認定調査票（基本調査）の106項目 その2
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※〇=要介護認定基準の題定鯛査項目以外の项目（27项目）
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n支給決定プロセス調査関係

1. 調査の目的

障害程度区分判定等試行事業における支給決定プロセスにおいて、

① ケアマネジメントの手法を用いた相談支援が行われたか

② 支給決定案やサービス利用計画を作成する際に、どのような調整が行われたか 

などについて把握する。

2. 調査の対象

試行事業において新たに支給決定を行ったか、支給決定の変更を行った者。

・調査対象市町村:18市町村

3. 鯛査方法
方法:対象者を有する自治体に対して、個々の事例について、支給決定前後に行われた相談 

支援の具体的状況を記入する「調査票」を送付して回答を得た。

この調査結果は、平成17年度厚生労働科学研究補助金事業「障害者のケアマネジメントに関 

する総合的研究」（主任研究者:坂本洋一和洋女子大学教授）に基づいたものである。
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調査結果の概要

1.対象者の状況

・回答のあった事例

55事例
•障害種別

身体障害:30事例•知的障害:20事例 •精神障害:17事例
(・内12事例は重複障害)

男性:30事例(54.5%) 女性:25事例(45. 5%)
•新規ゝ継続の別

新規事例:25事例(45%) •継続事例:30事例(65%)
•相談支援の実施主体

市町村が実施:49事例(89%)
相談支援事業者が実施:4事例(7%)
市町村が支給決定までを担当し、相談支援事業者等がサービス利用計画を実施 

：2事例(4%)
13



2.支給決定プロセスごとの状況

【アセスメント・利用意向の聴取】

アセスメントの場所

•アセスメントが実施された場所は、本 

人の自宅が44例（80%）、本人が利用中 

の施設が1〇例（18%）であった。

・アセスメントの実施者は市町村の事務 

職員が最も多く、続いて保健師、社会 
福祉主事となっている。

•アセスメント時に、機能回復訓練の可 

能性、補装具の適応、就労可能性等の 
特別なアセスメントを要する事例も把 
握され、実際に依頼を行っている事例 
も見られる。

市町村翔!!員

保健師

社会福祉主事

社会福祉士

介護支援鞘員

斛保健福祉士

看護師

その他（医師、保育士等）

アセスメント実施者の属性（延人数）

〇 5 10 15 20 25 30 35 40 45

アセスメントや利用意向の聴取は、本 
人以外こ家族、施設臓員、病院職員、 

介護支援専門員などからも行われてい 
も。

利用意向の聴取は、46例（88%）がアセス 

メントと同時に実施されている。また、多く 
の場合、給付の対象となるサービス以外 
のニーズについても併せて聴取されてい

14



【支給決定案の作成】

支給決定案の作成方法

支給決定案の作成方法

支給決定基準の説明の有無

•支給決定案作成に当たっては、 

サービス提供者等が同席の上、ケ 

アの基本方針やサービスの具体的 

内容などを確認しながら作成して 

いる事例（7例:13%）が見られた。

未実施8例
（15%）

支給基準の説明の有無

不明3例（5%）

書面2例
（4%）

•支給決定基準の説明は、口頭のみ 

で行っている事例が39例（71%）、 

書面を用いて説明を行っている事 

例が5例（9%）見られた。

口頭と書面3
例（5%）」

顶3剜, 
灯げ）で

15



【サービス利用計画の作成】

サービス利用計画作成件数

サービス利用計画の作成者

•全体の?8% (43例)がサービス利用計 

画を作成していた。また、計画作成に 

当たっては、スケジュールの管理に加 

え、今後のケア方針、サービス実施の 

際の留意事項なども決定している事 

例が見られた。

• 7事例では、計画作成に加え、サー 
ビス利用契約締結の支援やサービ 

ス提供事業者に対する支援目標や 

役割の説明、サービス利用に消極 

的な家族への介入等、サービス利 

用に関する調整を行っていた。

相談支援事 

業者6例(14%)

・計画の作成者は、市町村が37例 (86%)であり、相談支援事業者は6 
例(14%)であった。

•利用計画作成に当たっては、本人と 

個別相談によるものが主だが、家族、 

事業者を含めた形で行っているもの 

も3割ほど見られた。 16



3.利用者からの意見

あまり受けてい

サービスを受けるまでの流れ 
について、説明について

ない



最初の相談からサービスが利 

用できるまでの時間について

長かった

サービス利用の意向聴取につ 

いて

調査をうけた大変さについて



障害程度区分判定等試行事業の概要 【参考資料1】

〇 支給決定に関する調査（アセスメント）や障害程度区分素案の試行を通じ、障害者等の心身 

の状態等に関するデータを収集し、障害程度区分の開発を行うとともに、新制度における新支 

給決定手続き実施の際の実務上の課題を把握することを目的として実施

L.①….慝畳程寒层盆剋星輕至独莖竟...2.9色.L2遇夷.

身体障害者1〇名知的障害者1〇名 精神障害者1〇名

可 "

l …②.・應晋程摩竖龙認疋.豐奪..........n

ア調査対象者の心身の状況（認定調査）

ィ社会活動や介護者、居住等の状況（概況調査）

③’医師の意見書 

卓

空

③一次判定

些

④市町村靈査会（障害者の保健または福祉に関する学織経験を 
-- 零ごゝ’ 1 ''

マ有する者原則5名）.による二次判定

※ 調査対象者の中で、今回の試行事業の期間中に、新たに支給決定を行ったか、あ 

るいは支給決定の変更を行った者を対象に、障害程度区分の判定以降、支給決定ま 

でのプロセスを調査
18



支給決定•サービス利用のプロセス（全体像）

支

給

決

定

段

階

 

サ
—
ビ
ス

利
用
段
階

アセスメント（全国共通調査項目）

4

サービス利用の意向聴取

ニニニロ ニニニニニニ
支給決定案の作成

（探）一定数以上のサービス利用が必要な者や長期入所•入院から地域生活へ移行 

する者などのうち、計画的なプログラムに基づく自立支援を必要とする者を対象

【参考資料2】



公費負担医療の負担を見直します
〜必要な医療を確保し続けることができるようにするために〜

障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 7.1 〇, 6 資料4 一1

ノ
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負担を軽減する仕組みは…

① 原則は定率10%負担ですが、医療保険の自己負担限度額によって負担が増え過ぎることにはならず、さらに、 

所得の低い方には月当たりの負担額に上限を設定します。

•生活保護世帯の方なら、0円
•市町村民税非課税世帯で障害基礎年金2級（月6. 6万円）のみ受給程度の収入の方なら、2, 500円まで 

•市町村民税非課税世帯の方なら、5,〇〇〇円まで

※自立支援医療の「世帯」の範囲:医療保険単位（=異なる医療保険に加入している家族は別「世帯」として扱う）

② 所得の低い方以外についても、継続的に相当額の医療費負担が発生する方（「重度かつ継続」）には、月当たり 

の負担額に上限を設定します。

＜上限額〉

•市町村民税課税で所得税非課税の世帯の方なら、5, 000円まで

•市町村民税課税で所得税額が30万円未満の世帯の方なら、10, 000円まで 

•所得税額が30万円以上の世帯の方なら、20, 000円まで（経過措置）

く当面の「重度かつ継続」の範囲〉 

・疾病等から対象になる者

精神通院医療:統合失調症、躁うつ病（狭義）、難治性てんかん 

更生・育成医療:腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害 

•疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者

精神•更生・育成:医療保険の多数該当の者

③ 育成医療については、対象者に若い世帯が多いことなどを踏まえ、医療機関窓口における支払額について激変 

緩和の経過措置を設定します。

※ 本来は医療費の3割相当額を医療機関窓口で支払い、事後的に医療保険の髙額療養費の支給を受けることとなりますが、こ 

の経過措置によって、この高額療養費分を窓口で支払わなくてよいようになります。
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ケース1（精神通院）統合失調症（「重度かつ継続」に該当）のため、ディケア等を利用している 

事例（月額医療費約15万円）

見直し前 見直し後

一定所得以上 

（所得税額30万円以上）
フ,500円 15, 000円(10%)(探)

所得税課税

（所得税額

30万円未满）
フ,500R

15, 000円(10%)

住民税課税

10, 000円(7必厂

所得税 

非課税
7, 500H

15, 000円(10%)
I里辰かつ俺枕」

ノ

5, 000円(3%)
—

住民税

障害基礎 

年金1級 

（低所得2）

7, 500R 5, 000円(3%)

非課税
障害基礎 

年金2級 

（低所得1）
7, 500円 2, 500円(2%)

※ー定所得以上の方は、「重度かつ継続」に該当する場合に自立支援医療の対象（経過措置）
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ケース2（更生医療）小腸機能障害（「重度かつ継続」に該当）（※いで中心静脈栄養を受けている 

.事例（月額医療費:約22万円）

見直し前 見直し後

'つ継続」

一定所得以上 

（所得税額30万円以上）
26,150円〜健康保険の規定通り

22, 000円(10%)
1

20, 000円(9%)(冬2)

住民税課税

所得税課税 

（所得税額 
30万円未満）

3, 450円~22, 000円

22, 0000(10%) ヽ
1 I

10. 〇〇〇円(5%)ム!「重Jtか

所得税 

非課税 2, 250円〜2, 900円

22, 000FK10%)龙

5, 000円(2%)

住民税 
非課税

障害基礎

年金1級

（低所得2）
0円 5, 000円(2%)

障害基礎 

年金2級

（低所得1）
0円 2, 500円(1 %)

小腸大量切除又は小腸疾患により小腸の栄養吸収機能が低下し、中心静脈栄養による栄養補助を要する症状。 

探2 経過措置（一定所得以上の方であっても、「重度かつ継続」に該当する場合は、自立支援医療の対象）による額。
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ケース3（育成医療）心室中隔欠損•犬動脈縮窄症（大動脈縮窄症手術）のため入院治療を受けて 

いる事例（月額医療费約300万円）

見直し前

一定所得以上 

（所得税額30万円以上）

52, 300円〜 

健康保険の規定通り

住民税課税

所得税課税

（所得税額

30万円未満）

6, 900円 

〜44, 000円

所得税 
非課税

4, 500円 

〜5, 800R

住良税 

非課税

（※①

障害基礎 

年金1級

（低所得2）

2, 200円

障害基礎 

年金2級
（低所得1）

2, 200円

定率負担額

見直し後

食費標準負担額

165,100円（医療保険の負担上限額） 

※高額療養費分（734,900円）は償還払い

99, 890円（医療保険の負担上限額）

95, 000円（※力-----

高額療養費分（800,110円）を現物給付化（探2）

>-------------------------<
99, 890円（医療保険の負担上限額）

95, 000円（※巧■

高額療養費分（800,110円）を現物給付化欲2）

丿
/

\____________________

5, 000円

____ )

2, 500円

+

+

780円x日数

780円x日数

育成医療の経過措置（※引

+
/-------------- ヽ

780円x日数

育成医療の経過措置（※彳）- —
+

+

650円x日数

650円x日数

（※门 入院医療費の計算において一定の控除を行い、医療保険の負担上限額の範囲内で、医療費に連動した月額上限を設定。
備2）本来は医療費の3割にの例では90万円）を医療機関窓口で支払い、事後的に高額療養費の支給を受けることとなるが、この経過措置によって、窓口では95,000 
あああ円を支払えばよく、一時的にせよ窓口での高額な負担をしなくてよいことになる。
滋3）経過措置の内容については、前国会における審議を踏まえ、激変緩和の観点から見直しを検討中。

（※の育成医療を受ける障害児の保護者が障害基礎年金受給者である場合。
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【参考1】自立支援医療の対象者、自己負担の概要

1. 対象者:従来の更生医療、育成医療、精神通院公費の対象者であって一定所得未満の者（対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり）

2. 給付水準:自己負担については1割負担（障宵 部分）。

ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定。また、入院時の食費（標準負担額）については自己負担。

3. 負担の上限額を設定する際に勘案する「世帯」の範囲は、医療保険単位（異なる医療保険に加入する家族は別の「世帯」として扱う）。

W—生活保護世帯—

一定所得以下

市町村民税

非課税世帯1

------------------- >
市町村民税

《 非課税世帯n '

中間的な所得

J 所得税非課税 . 所得税額30万円未満 —

<-----定所得以上—

（所得税額30万円以上）

0円

［負担上限額

2 500R

I負担上限額

5、000円

負担

医療保険の

!上限額 

自己負担限度額

公費負担の対象外

（医療保険の負担割合

•負担限度額）

重

負担上限額

5, 000円

度かつ継

負担上限額

10. 000円

続唸）

負担上限額

20, 000円

（経過措置）

①当面の重度かつ継続の範囲

• 疾病、症状等から対象となる者

精神............ .. ・統合失調症、躁うつ病（狭義）、難治性てんかん

更生・育成.......... 腎臓機能・小腸機能•免疫機能障害

・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者 

精神•更生•育成・・医療保険の多数該当の者

②重度かつ継続の対象については、実証的な研究成果を踏まえ、順次見直し、対象の明確化を図る。
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【参考2】自立支援医療における「世帯」について

医療保険単位による「世帯」

〇「世帯」の単位については、同じ医療保険に加入している家族によって範囲を設定 

する。

〇医療保険の加入関係が異なる埸合には、税制における取扱いに関係なく、別の「世 

帯」として取り扱う。 zーー

別々の世帯として取り扱う

く左図の例から■ ■ ・〉

〇健康保険に加入するA氏とB 
氏からなる「世帯」と、国民健康 

保険に加入するC氏からなる「 

世帯」に2分される。

〇税制上はC氏がB氏を扶養親 

族としている場合であっても、医 

療保険の加入関係が異なるの 

で、C氏とB氏は別の「世帯」。
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あなたの負担はこうなります（自立支援医療）

医 
療 
費

原
則
は
定
率
一
割
負
担
で
す
が
、
医
療
保
険
の
自
己
負 

担
限
度
額
と
同
額
が
上
限
に
な
り
ま
す
。
加
え
て
、
所 

得
の
低
い
方
や
、
継
統
的
に
相
当
額
の
医
療
費
負
担
が 

生
じ
る
方
に
は
更
に
低
い
上
限
を
設
定
し
ま
す
。

障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 7.1 〇. 6 資料4 一 2

丿

精神通院医療 更生医療 育成医療

① 医療保険の負担上限額まで、医療費を1割負担していただきます。

※入院している方については、食費につき標準負担額（日額780円。低所得の方には減額あり）を負担して 

いただきます。

② 原則は、医療保険の負担上限額まで1割負担ですが、所得の低い方にはより低い上限額を設定します。

＜上限額〉
•低所得2 •

•低所得1•

•市町村民税非課税世帯
（3入世帯であれば、障害基礎年金1級を含め 
て概ね300万円以下の年収の方）

・市町村民税非課税世帯で障害者の収入が年収80 
万円（障害基礎年金2級相当額）以下の方

※自立支援医療の「世帯」の範囲 
医療保険単位（=異なる医療保険に加入している家族は、 

別「世帯」になります。）

一定所得以上（所得税 

額30万円以上の世帯） 

の方は点線、それ以外の 

市町村民税課税世帯方 

は破練。 市
町
村
民
税
非
課
税
世*

ノ

③ 所得の低い方以外についても、継続的に相当額の医療耆負担が発生する方（「重度かつ継続I）には、月当たりの負担額 
に、別途、上限を設定しますe

＜上限額〉
•中間膚2 •・市町村民税課税で所得税額が30万円未満の世帯の方 
•中間B1--市町村民税棵税で所得税非課税の世帯の方

・ 一定所得以上••所得税額が30万円以上の世帯の方（3年™1の経遇措!T

＜当面の「直度かつ継統」の範囲〉 
•疾病等から対象になる者

精神通院医療:統合失調症、躁うつ病（狭義）、難治性てんかん 
更生•育成医療:腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害 

•疾病等に関わらず、高額な費用負担が継統することから対象となる者

精神•更生•育成:医療保険の多数該当の者

一定所得以上:20. 〇〇〇円I 
中間層2 ：10.000円|

匸中間層—：5,000円 !

/ ヽ
④育成医療にっ 
いては、対象者 
に若い世帯が多 
いことなどを踏ま 
え・医療機関窓 
口における支払 
額について激変 
緩和の絆過措置 
を設定します。

（医・・に応じ） ______
------- --------戶医療費

丿



自立支援医療に係る自己負担上眼額を定める際の所得区分の認定について

障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 7.10. 6 資料 4 一 3

支給認定については、提出された書類に基づき.次の流れで認定する。

自立支援医療の支給認定にあたっては、自立支援医療を 

受診する者の「世帯」の所得に応じて、各月ごとの自己 

負担上限額を定めることとなる。

皿「重度かつ継続」かどうかを確認

※

対
象
疾
病
等
が
な
け
れ
ば' 

自
立
支
援
医
療
の
対
象
外
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資料①所得区分IK念図
1. 受診者:従来の更生医療、育成医療、精神通院公費の対象者（対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり）

2. 給付水準:自己負担については1卿負担（UJ部分）。ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定。また、入院時の食費（標準負担額）

w—生活保護世帯

については自己負担。

一定所得以下
、［ノ市町村民税非課税

T、本人所得W80万ノ

--------------- >
市町村民税非課税V--  …0
本人所得>80万 '

中間所得層 --------->

所得税非課税 所得税額30万円未満->

W——定所得以上T

（所得税額30万円以 

上）

所得区分①

負担0円

所得区分②

負担上限額

2. 500円 5, 000R

所得区分③

負担上限額

所得区分④

負抿よ隈額 

医療保険の自ヨ負担限度額（※わ

所得区分⑤ 

公費負担の対象外 

（医療保険の負担割合 

•負担限度額）

£ -度かつ継彳

所得輕分④’・ 所得虽分④“ 

負担上眼額 ; 負担上限額

5, 000円 : 10, 000円

赦※2）

所得区分⑤'※3 

負担上限額 

20, 00OR

① 育成医療（若い世帯）における一時的な高額医療費発生の場合への経過措置（段階的縮小）を実施する。

（施行後3年を経た段階で、医療費の分布、平均負担率等を踏まえ見直す。）

② 再認定を認める場合や拒否する埸合の要件については、今後、実証的な研究結果に基づき、制度施行後概ね1年以内に 

明確にする。

^2①当面の重度かつ継続の範囲

•疾病、症状等から対象となる者

精神.................統合失調症、躁うつ病（狭義）、難治性てんかん

更生•育成.......... 腎臓機能•小腸機能•免疫機能障害

•疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者

精神•更生•育成••医療保険の多数該当の者

② 重度かつ継続の対象については、実証的な研究成果を踏まえ、順次見直し、対象の明確化を図る。

^3 「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置は、施行後3年を経た段階で医療実態等を踏まえて見直す。

ー 〇 —



資料②自立支援IS療に係る『世帯」について

医療保険単位による「世帯」

〇 「世帯」の単位については、同じ医療保険に加入している家族によって範囲 

を設定する。

〇 医療保険の加入関係が異なる場合には、税制における取扱いに関係なく、別 

の「世帯」として取り扱う。

<左図の例から・■">

〇健康保険に加入するA氏と吕 

氏からなる「世帯」と、国民健康 

保険に加入するc氏からなる「 

世帯」に2分される。

〇税制上はC氏がB氏を扶養親 

族としている場合であっても、医 

療保険の加入関係が異なるの 

で、C氏とB氏は別の「世帯」。



資料③所得を確認する対象について

同一保険単位で認定された「世帯」の所得を確認し、どの所得区分に該当するかを見て、月額自己負担上限額を認定する。

「世甫」の所省は・当廉「世構」に拾ける屢・保険の保険制の算定対复となっている者の所得を確認

健康保険など国民健康保険以外の医療保険なら 国民健康保険なら

被保険者の所得 「世帯」内の被保険者全員の所得

※自立支援医療を受ける者が、被保険者であっても被扶養者であっても上記原則は変わらない。
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障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 7.1 〇, 6 資料4 一 4

自己負担上眼額を定める際の所得区分の認定について

く本資料について〉

自立支援医療の支給認定に際しては、同時に自己負担上限額を認定する必要があ 

るところ、当該認定ついては基本的に次の作業を行うこととなる。

1「世帯」の範囲を確認する。

2 「世帯」の所得状況を確認する。

3 必要に応じ「重度かつ継続」に該当するかどうかを確認する。

本資料は上記のうち、1及び2について説明するものであり、最終的な流れをフ 

□一図で示せば次頁のとおり。

（参考）

自立支援医療の対象となる医療は、

① 従来の育成医療

② 従来の更生医療

③ 従来の精神通院公費負担医療（以下「精神通院医療」という。）

の3種類である。

また、本資料中、

•受診者:自立支援医療を実際に受ける者（障害者・障害児）

•受給者:自立支援医療費を支給される者（障害者・障害児の保護者）

•申請者:自立支援医療費の支給を申請する者（障害者・障害児の保護者）

• 世帯:住民基本台帳上の世帯

• 「世帯」:自立支援医療における「世帯」（医療保険単位•後述参照）

と整理している（受診者と受給者とを区別しているのは、育成医療等の場合におい 

て、実際に医療を受ける者と自立支援医療費を支給される者が異なるためである。）。

-1-



（参考）自立支援医療費の支給認定のフロー

支給'認定については、提出された書類に基づき、次の流れで認定する。

申請の受理

対象疾病等ある 

旨の診断書があ 

る.

I 「世帯」の範囲を確認

n 「世帯」の所得を確認

※

対

象

疾

病

等

が

な

け

れ

ば

、
 

当

然

自

立

支

援

医

療

の

対

象

外

①生话保議
生活保護世帯

市町村民税非課税世帯 市町村民税非課税世帯ではない

「重度かつ継続I申請なし

「重度かつ継続I申請あり

所得に応じて

型助十田
「重度かつ継続Iに韭該当

m「重度かつ継続」かどうかを確認

謂nr
3 〇万円未満 !3 0万円以上

「重度かつ継続Iに該当

所得に応じ

I

④'中間所得層 1④”虫

④中間所得層 ◎一定两得以上



く所得区分について〉

〇 18年4月から、自立支援医療に係る自己負担の月額上限額については、受 

給者の属する「世帯」の収入や受給者の収入に応じて、以下の5区分に設定す 

る〇

① 生活保護....................................〇円

② 低所得1..............................................2, 500円

③ 低所得2..............................................5, 0 00円

④ 中間所得層•••医療保険の自己負担限度額（公費負担あり）

⑤ 一定所得以上••医療保険の自己負担限度額（公費負担なし）

なお、所得区分④又は所得区分⑤に該当する場合であって、受診者が「重度 

かつ継続」に該当するときにおける負担の月額上限額については、受給者の属 

する「世帯」の収入に応じて、以下の区分とする。

④’中間所得層1.................................. 5. 〇 00円

④ ”中間所得層2............................1〇. 0 00円

⑤ ’一定所得以上（重継）• • • • 20, 0 0 0円

（所得区分⑤’は施行後3_年間の経過措置）

所得区分槨念園

1. 受診者:従来の更生医療、育成医療、精神通院公費の対象者（対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり）

2. 給付水準:自己負趣についてぽ!割負担（Enzo部分）。ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定。また、入院時の食費（標準負担額）

については自己負担。

・ 一定所得以下

市町村民税非理税
本人所得080万

市町村民税非課税
本人所得>80万

------ 中間所得層 --------->

<—所得税非課税・■>< ・所得税額30万円未満一>

一一定所得以上T

（所得税額30万円以 

上）

所得区分①

負担〇円

所得区分②

負担上限類

Z, 500円

所得区分③ 

負揑上限額;

5. OOOH

乏童は挂逐苗幕孚寥◎童を童g住券童疙 

負却上限額 

医療保険の自き負挖腰度額嚎1）

所得区分⑤

公費負担の対第外

（医療保険の負担割合

•負担限度額）

重〔度かつ継?削※2〉

所得区分④' 養密秦茎茎乘後冬分④氢〕:^ミ; 所御区分⑤'※:J

負担上限額 莠棊杯莠養負廻き蜃甌^茎莠 負担上阻額

5, 000円 10, OOOH 20 000円

j生を保盘世帯t

① 育成医療（若い世帯）における一時的な高額医療費発生の場合への経過措置（段階的縮小）を実施する。

（施行後3年を経た段階で、医療費の分布、平均負担率等を踏まえ見直す。）

② 再認定を認める場合や拒否する場合の要件については、今後、実証的な研究結果に基づき、制度施行後概ね1年以内に 

明確にする。

探2①当面の重度かつ継続の範囲

・ 疾病、症状等から対象となる者

精神................. 統合失調症、躁うつ病（狭義）、難治性てんかん

更生•育成••••・腎臓機能•小腸機能・免疫機能障害

•疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者

精神・更生・育成・・医療保険の多数該当の者

② 重度かつ継続の対象については、実証的な研究成果を踏まえ、順次見直し、対象の阴確化を図る。

※彳 「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置は、施行後3年を経た段階で医療実態等を踏まえて見直す。 
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〇 各所得区分の留意事項等は、次のとおり。

・ 所得区分①について

所得区分①の対象となるのは、受診者の属する世帯が生活保護世帯である場 

合であるものとする。

・所得区分②について

所得区分②の対象となるのは、受診者の属する「世帯」が市町村民税世帯非 

課税世帯（注1）であって、受給者に係る次に掲げる収入（障害者に対するー 

般的な制度として給付される収入として考えられるもの）が8 0万円以下であ 

る場合であって、かつ、①の対象ではない場合であるものとする。

•地方税法上の合計所得金額（注2）
（合計所得金額がマイナスとなる者については、〇とみなして計算する） 

•障害年金等（注3）
•特別児童扶養手当等（注4）

（注1） 「市町村民税世帯非課税世帯」とは、受診者の属する「世帯」のす

べての世帯員が自立支援医療を受ける日の属する年度（自立支援医療 

を受ける日の属する月が4月~6月である場合にあっては、前年度） 

分の地方税法（昭和2 5年法律第2 2 6号）の規定による市町村民税 

（同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第3 2 8条の規 

定によって課する所得割を除く。以下同じ。）が課されていない者又 

は市町村の条例で定めるところにより当該市町村の条例で定めるとこ 

ろにより当該市町村民税を免除された者（当該市町村民税の賦課期日 

において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）である世帯をい 

う。

（注2 ） 「合計所得金額」とは、地方税法第2 9 2条第1項第13号に規定

する合計所得金額をいう。

（注3） 「障害年金等」とは、障害基礎年金、障害厚生年s金、障害共済年

金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金等の公的年金をいう。

（注4） 「特別児童扶養手当等」とは、特別障害者手当、障害児福祉手当、

経過的福祉手当、特別児童扶養手当をいう。

・所得区分③について

所得区分③の対象となるのは、受診者の属する「世帯」が市町村民税世帯非 

課税世帯（均等割・所得割の非課税）である場合であって、かつ、①•②の対 

象ではない場合であるものとする。

・所得区分④について

所得区分④の対象となるのは、受診者の属する「世帯」に属する者の所得税 
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額（納付すべき所得税額）の合計が3 0万円未満の場合であって、かつ、所得 

区分①〜③の対象ではない場合であるものとする。

（注）育成医療について

育成医療については、所得区分④の対象になる場合、激変緩和のための 

経過措置を設けることとしている。

・所得区分④’について

所得区分④’の対象となるのは、所得区分④の対象のうち「重度かつ継続」 

に該当し、かつ、「世帯」に属する者がいずれも所得税非課税である場合であ 

るものとする。

・所得区分④”について

所得区分④”の対象となるのは、所得区分④の対象のうち「重度かつ継続」 

に該当し、かつ、「世帯」に属する者の所得税額の合計が3〇万円未満の場合 

であるものとする。

・所得区分⑤’について

所得区分⑤’の対象となるのは、所得区分⑤の対象のうち「重度かつ継続」 

に該当する場合であるものとする。

〇所得区分の設定の際にいずれの区分に該当するか否かの判定に当たっては、 

所得確認に係る事務負担を考慮し、税情報を基本として判定に当たるものとす 

る（詳細は後述参照。）。

さらに、所得区分②に該当するかどうかを検討する場合は、税情報では収入 

額を把握できないこととなるが、障害者に対する一般的な制度として給付され 

る収入については、税情報に加えて判定するものとする。

（注） 老人保健制度における高額医療費の負担区分の低所得Iの基準では、雑所得での 

公的年金等控除額を6 5万円とした上で、地方税法上の各所得金額がそれぞれすべて 

〇円であるときを要件としている。

これと同様の方法を採用した場合、

・各所得項目につき、それぞれ税情報を取り寄せる必要があることから、事務が繁 

雑となること。

• 黒字の所得項目がないこと（所得項目のいずれもが0円であること）が要件とな 

っているため、黒字所得と赤字所得を相殺する損益通算後の合計所得金額を用いる 

場合より、対象者の範囲が狭くなること。

から、老人保健制度とは異なり合計所得金額を基本として、算定することとする。



<「世帯」の考え方•確認方法等について〉

【原則的な考え方】

〇 自立支援医療における「世帯」については、「医療保険の加入単位」、すなわ 

ち「受診者と同じ医療保険に加入する者」をもって、「生計を一にする世帯」と 

して取り扱うこととする。

これは、①自立支援医療は、基本的には医療保険の自己負担部分を助成する 

機能を持っていること及び②医療保険における自己負担の上限額等は同じ医療 

保険に加入する者を単位として設定していることという実態に着目したことに 

よる〇

〇 具体的には、同一単位の被保険者証の交付を受けている単位によって「世帯」 

の範囲を判断することとなるが、「世帯」の範囲等に関する具体例については、 

別添資料を参照。

j 申請の際に、申請書の他、受給者の名前が記載（被保険者本人として記 

載又は被扶養者として記載）されている被保険者証•被扶養者証・組合員 

証など医療保険の加入関係を示すもの（以下「被保険者証等」という。）の 

写し（育成医療の場合は受給者のものに加えて受診者の名前が記載されて 

いる被保険者証等の写しも同時に）を提出させるものとする。

あわせて、受診者の属する「世帯」に属する他の者の名前が記載された 

被保険者証等の写しを提出させるものとする。

ー ただし、「世帯」に属する他の者の名前が記載された被保険者証等の写し 

については、被保険者証等の形式や加入している医療保険によって、実質 

上、提出する必要のある範囲が異なることとなる点に注意（この点につい 

ては < 所得の確認方法について〉を参照。）。

（注） 「市町村民税世帯非課税世帯」については、その属する「世帯」の世

帯主及びすべての世帯員が自立支援医療を受ける日の属する年度（自 

立支援医療を受ける日の属する月が4月又は5月である場合にあって 

は、前年度）を基準として非課税であるかどうかを判断することとし 

ているところ、仮に、自立支援医療を受ける日の属する月が4月又は 

5月である場合であって、6月以降も継続して自立支援医療を受ける 

こととなっているときには、6月以降、課税状況が判明した段階で、 

利用者の属する「世帯」が、再度市町村民税世帯非課税世帯に該当す 

るかどうかにつき確認を行うことを妨げない。

〇 なお、実際の世帯の認定については、

① 育成医療の場合、都道府県、指定都市（以下「都道府県等」という。）又 
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は中核市に対して資料が提出されるので、これを当該都道府県等又は中核 

市が確認し、認定

② 更生医療の場合、市町村に対して資料が提出されるので、これを当該市 

町村が確認し、認定

③ 精神通院医療の場合、市町村に対して資料が提出されるので、これを市 

町村が確認の上、都道府県等に送付、当該送付を受けた都道府県等が資料 

を再確認の上、認定

することとする。

ちなみに、③の場合については、認定主体としての各都道府県の判断により、 

提出された資料を逐一確認するのではなく、市町村の確認結果をもって世帯を 

確認したこととして認定する取扱いとしても差し支えない。

【世帯の範囲の特例】

〇 上記の原則にかかわらず、受診者と同一の「世帯」に属する親、兄弟、子ど 

もがいる場合であっても、その親、兄弟、子どもが、税制と医療保険のいずれ 

においても障害者を扶養しないこととしたときは、上記原則からいえば同一「世 

帯」であっても、特例として、受診者及びその配偶者を別の「世帯」に属する 

ものとみなす取扱いを行うことを、受給者の申請に基づき選択できる。

なお、この特例を認め得る場合は、

i受診者及びその配偶者は市町村民税非課税である一方、

iiこれ以外に同一の「世帯」に属する者が市町村民税課税であるとき 

のみとする。

自立支援医療に係る「世帯」の特例について

く原削〉

自立支援医療に係る「世帚」は、同一保険単位で認定 

（右図の匿刮の範囲、すなわち、家族iiと受診者・配 

偶者が同一「世帯」となる。）n

一①税制上の関係は問わない。

②保険内の扶養•被扶養関係は問わない。

下配の耍件①及び②をいずれも満たしていれば、受診 

耆及びその配偶者の所得に基づくことも送択すること 

ができる.

（要并①）

税制上、同一の「世帯」に属する親兄弟、子ど 

も等が障害看を扶養控除の対象としていないこ 

と〇

（右図では、家族iiが受診者を扶養控除の対象 

としていないこと）
（要件②）

医療保険上、同一の「世帯」に属する親兄弟、 

子ども等の被扶養看となっていないこと。

（右図では、受診者の加入している健康保険上、 

受診者が家族iiの被扶養者となっていないこ 

と, ※「世帯」を同一保険単恆で考えるので、受診巻が 

国保に加入している埸合は、要件②は自動的に満た 

していることとなる。

住民票上の世帯
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〇特例の実際

特例については、上記i • iiを満たす場合であって、

① 同一「世帯」に属する他の者が受診者及びその配偶者を市町村民税上、 

扶養関係に基づく各種控除の対象としていないこと

② 受診者及びその配偶者が同一「世帯」に属する他の者の医療保険の被扶 

養者となっていないこと

ときに認めることとなる（なお、この特例を適用せず、医療保険単位という原則 

に沿って自立支援医療費の支給を受ける場合には、①•②を勘案する必要はな 

い。）。

- この特例的な取扱いを行う際には、申請書の他、次に掲げる事項に 

ついて確認することとする。

•同一「世帯」に属する者の市町村民税の税情報（受診者及びその配偶 

者が扶養関係に基づく各種控除（以下「扶養控除」という。）の対象とな 

っていないか確認するため）

※ なお、ある年度において扶養関係にあったものの、その後生計を別 

にしたような場合は、税の申告が年1回であることから、次回の税申 

告時には扶養控除の対象から外れることとなる者については、その旨 

の確認を本人から取る（誓約書の提出を想定）ことにより、別の「世 

帯」とみなす取扱いができるものとする。

・医療保険関係の証明（被保険者証等の写し等）

-上記②を証明するためには、

受診者及びその配偶者が国民健康保険に加入していること 

受診者が健康保険の被保険者であること 

受診者は健康保険の被扶養者であるが、当該健康保険の被 

保険者がその配偶者であること 

が示される必要がある。

したがって、この場合は加入している医療保険にかかわらず、 

受診者の被保険者証等の写しに加え、配偶者の被保険者証等の 

写しを提出させる必要があることとなる。

（注） このような特例的な取扱いを認めるのは、すでに与党からの確認質

問に対する平成17年7月13日の衆議院厚生労働委員会における答 

弁でも示されたとおり、障害者の自立という観点から、本人の所得の 

みに基づいた負担上限とすべきという要望がある一方で、医療保険制 

度等において、受診者を被扶養者とすることなどで事実上の経済的な 

恩典を受けている場合に、障害分野においてのみ特別な取扱いを行う 

ことについて国民の理解が得られるか疑問があるという観点から、原 

則は医療保険単位で「世帯」を認定することとしつつ、例外的に、福 

祉サービスと同様、月額負担上限を受診者とその配偶者の所得に基づ
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くことも選択できるように扱うこととしたところ。

【世帯の範囲が変化した場合】

〇 加入している医療保険が変更となった場合など「世帯」の状況が変化した場 

合は、新たな被保険者証の写し等必要な書面を添付の上、速やかに変更の届出 

をしてもらう（支給認定の変更の申請とは異なるものであることに留意。）。

なお、「世帯」を医療保険単位で考えることから、上記の例では、新たな被保 

険者証の写しが届いてから、変更の届出が行われても問題ないものと考えられ 

る〇



（別添） 自立支援医療における「世帯」の具体例（親A • B及びその子C） 
※以下、この別添資料における世帯は「「世帯」jを示すものとする。

〇 パターン1
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A健康保険※の被保険者本人

B健康保険においてAの被扶養者 A • B • Cは同一世帯

C健康保険においてAの被扶養者

※本資斜にいう健康保険とは.国民健康保険以并の全ての医療保険を指すものとする。

〇 ーパターン2-1-1
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A健康保険の被保険者本人 

〇 Aと同じ健康保険だが被保険者本人
° Aとは別の健康保険において被保険者本人 

C健康保険においてAの被扶養者

A•Cは同一世帯 

Bは単独世帯

〇 パターン2 —!一 2
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A健康保険の被保険者本人

Aと同じ健康保険だが被保険者本人
Aとは別の健康保険において被保険者本人

B健康保険においてAの被扶養者
A-Bは同一世帯 

Cは単独世帯

〇 ーパターン2 — 2-1
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A健康保険の被保険者本人

〇 Aと同じ健康保険だが被保険者本人
° Aとは別の健康保険において被保険者本人 

C健康保険においてBの被扶養者

Aは単独世帯
B・Cは同一也帯

〇 パターン2-2-2
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A健康保険の被保険者本人

Aと同じ健康保険だが被保険者本人 
Aとは別の健康保険において被保険者本人

B健康保険においてCの被扶養者
Aは単独世帯

B・Cは同一tk帯

〇 ーパターン3
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A健康保険の被保険者本人

〇 A•C•ACと同じ健康保険だが被保険者本人 
° ACとは別の健康保険において被保険者本人

「 A•B•ABと同じ健康保険だが被保険者本人

A ■ B ■ C は 
それぞれ別世帯

ABとは別の健康保険において被保険者本人
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〇 パターン4
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A国民健康保険の被保険者かつ世帯主

B国民健康保険の被保険者 A - B ■ Cは同一世帯

C国民健康保険の被保険者

〇 パターン5 —1一1
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A国民健康保険の被保険者かつ世帯主

B健康保険において被保険者本人

C国民健康保険の被保険者

A•Cは同一世帯
Bは単独世帯

〇 パターン5 —1一 2
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A国民健康保険の被保険者かつ世帯主

B国民健康保険の被保険者

c健康保険において被保険者本人

A•Bは同一世帯
Cは単独世帯

〇 パターン5-2-1
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A国民健康保険の被保険者かつ世帯主

B健康保険において被保険者本人

C健康保険においてBの被扶養者

Aは単独世帯
B • Cは同一祂帯

〇 パターン5-2-2
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A国民健康保険の被保険者かつ世帯主

B健康保険においてCの被扶養者 

c健康保険において被保険者本人

Aは単独世帯
B・Cは同一也帯
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〇パターン6—1
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A健康保険において被保険者本人かつ世帯主

B国民健康保険の被保険者

C国民健康保険の被保険者

Aは単独世帯
B•Cは同一世帯

※ここにいう「世帯主」は国保の擬制世帯主である。以下本別添資料において同じ。

〇 パタ--ン 6-2-1 
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A健康保険において被保険者本人かつ世帯主

B健康保険においてAの被扶養者

C国民健康保険の被保険者

A•Bは同一世帯 
Cは単独世帯

〇 パターン6-2-2
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A健康保険において被保険者本人かつ世帯主

B国民健康保険の被保険者

C健康保険においてAの被扶養者

A-Cは同一世帯 
Bは単独世帯

〇 パターン6 — 3一1
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A健康保険において被保険者本人かつ世帯主

R Aと同じ健康保険だが被保険者本人
〇 Aとは別の健康保険において被保険者本人

C国民健康保険の被保険者

A • B ■ C は 
それぞれ別世帯

〇 パターン6-3-2
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A健康保険において被保険者本人かつ世帯主

B国民健康保険の被保険者
A ■ B • C は 

それぞれ別世帯
「 Aと同じ健康保険だが被保険者本人 
しAとは別の健康保険において被保険者本人
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く所得の確認方法等について〉

【原則的な考え方】

〇 どの所得区分に該当するかは、申請者の申請に基づき認定することとする。 

なお、例えぱ、申請があったとしても、提出資料や申請者からの聞き取りか 

ら\

・所得が一切確認できなけれぱ、所得区分⑤として取り扱うこととし、

•所得税額が3〇万円未満であることのみ確認できるような場合は所得 

区分④として取り扱うこととし、

•市町村民税世帯非課税であることのみ確認できる場合は所得区分③と 

して取り扱う

こととする。

- 現在すでに育成医療・更生医療・精神通院医療を利用している者につい 

ても、区分を設定するため、申請を出すように周知することが必要。

※ 負担上限額の申請と支給認定の申請とは本来異なる位置づけの申請である 

が、自治体の事務の便宜上、支給認定の申請様式と負担上限額の申請様式と 

の間で共通化できる部分について、これを共通化した申請書を用いることと 

する。

〇 どの所得区分に該当するかは課税状況によって決せられることから、所得区 

分②に該当するかどうかを確認する場合を除けば、各都道府県等は、「世帯」に 

属する者の課税状況を確認すればよいこととなる。

【確認の対象となる所得】

〇 「世帯」の所得の確認については、医療保険の保険料の算定対象となってい 

る者の所得（二課税状況）を確認する。

〇 したがって、国民健康保険加入者については、同一の加入関係にある者全員 

の所得を確認することになる。

_方、健康保険（被用者保険）加入者については、被保険者本人の所得を確 

認することになる。

Tつまり、

・国民健康保険加入者については、「世帯」の確認の際、受診者と 

同一の加入関係にある者全員の被保険者証の写しを提出させること 

が必要となる一方、

・健康保険（被用者保険）加入者については、受診者の被保険者証 

の写しと被保険者本人の被保険者証の写しが必要（受診者が被保険 
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者本人であれば後者は不要）

となることになる。

「世帯」の認定方法とあわせて数例の実例を提示すれば、次表のとおり 

整理される（表内の世帯という文言は「世帯」を意味している。）。

所得の勘案の具体例（親A • B及びその子C）
〇 ノヾターン1

医療保険の加入状況 世帯の考え方

A健康保険の被保険者本人

A•B•Cは同一世帯B健康保険においてAの被扶養者

C健康保険においてAの被扶養者

受診者 所得勘案

Aなら A

Bなら A

Cなら A

〇 パターン2 —1—1
医療保険の加入状況 世帯の考え方 受診者 所得勘案

A健康保険の被保険者本人

A•Cは同一世帯 

Bは単独世帯

Aなら A
〇 Aと同じ健康保険だが被保険者本人
° Aとは別の健康保険において被保険者本人 Bなら B

C健康保険においてAの被扶養者 Cなら A

〇 パターン4
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A国民健康保険の被保険者かつ世帯主

A・B・Cは同一世帯B国民健康保険の被保険者

C国民健康保険の被保険者

受診者 所得勘案

Aなら A・B・C

Bなら A・B・C

Cなら A ・ B - C

〇 パターン5-1一1
医療保険の加入状況 世帯の考え方

A国民健康保険の被保険者かつ世帯主

A・Cは同一世帯

Bは単独世帯
B健康保険において被保険者本人

C国民健康保険の被保険者

受診者 所得勘案

Aなら A • C

Bなら B

Cなら A • C

【所得区分の認定】

〇実際の所得区分の認定においては、

1 受診者が生活保護世帯に属するかどうかを確認

2 生活保護世帯に属しないのであれば、受診者の属する「世帯」が市町村 

民税世帯非課税かどうかを確認（一市町村民税世帯非課税なら3'へ）

3市町村民税世帯非課税でないのであれば、「重度かつ継続」の適用を求め



ているかどうかを確認。（7求めていれば4へ）

求めていないのであれば、受診者の属する「世帯」について、各医療保 

険制度で保険料の算定対象となっている者の収入を確認し、所得区分④又 

は⑤のいずれに属するかを決定

4受診者が「重度かつ継続」に該当するかを確認

5 該当しないのであれぱ、所得区分を決定（3の後段と同様）

該当するのであれば、受診者の属する「世帯」について、各医療保険制 

度で保険料の算定対象となっている者の収入を確認し、所得区分④'、④” 

又は⑤’のいずれに属するかを決定

3'市町村民税世帯非課税であれば、受給者の所得を確認し、8 0万円を境 

に、所得区分②又は③のいずれに属するかを決定

するという流れになる。

〇申請する際に、添付する必要のある書類は次に掲げるもの。

・ 受診者の属する「世帯」のうち、各医療保険制度で保険料の算定対象 

となっている者の収入を確認するために必要な者の分の市町村民税の課 

税状況等が分かる資料

（資料の一例）

市町村の証明書（利用者の属する世帯のうち、所得を勘案すべき者の 

市町村民税の課税・非課税状況）

確定申告書の控えや源泉徴収票の写し（所得税の課税•非課税状況） 

標準負担額減額認定書など医療保険制度で住民税非課税の者に対する 

減免措置が行われていることを示す書面

生活保護世帯であれば、福祉事務所の証明書や保護決定通知書の写し 

等

• 受診者の属する「世帯」が市町村民税世帯非課税である場合には、里 

請者の障害年金等、特別児童扶養手当等の受給状況がわかる資料

（資料の一例）

年金証書の写し、振込通知書の写し

特別児童扶養手当等の証書の写し

〇 なお、法律に基づき、市町村が必要な情報について調査を行うことは可能で 

あるが、事務の便宜上、申請の際に必要な稅情報や手当の受給状況等について 

調査同意を書面で得るような取扱い等を行うことは、差し支えない（この調査 

同意は、原則本人から得るものとするが、これが困難な場合は、自らの身分を 

示す適宜の書類を提出させた上で、保護者等から得てもよいこととする.）。

また、申請者による添付書類から状況が確認できる場合は、添付書類で確認 
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することを原則とし、添付書類だけで確認できない場合は、必要に応じ、税部 

局や社会保険事務所等に確認する。

〇月額負担上限額については、支給認定時に把握されている所得状況に基づき 

認定することとする。

つまり、4月から6月までの間に認定する場合は、前々年の所得が月額負担 

上限額の認定の基礎になることとなり、その他の場合は前年の所得が基礎とな 

ることとなる。

〇なお、実際の所得の認定については、

① 育成医療の場合、都道府県、指定都市（以下「都道府県等」という。）又 

は中核市に対して資料が提出されるので、これを当該都道府県等又は中核 

市が確認し、認定

② 更生医療の場合、市町村に対して資料が提出されるので、これを当該市 

町村が確認し、認定

③ 精神通院医療の場合、市町村に対して資料が提出されるので、これを市 

町村が確認の上、都道府県等に送付、当該送付を受けた都道府県等が資料 

を再確認の上、認定

することとする。

ちなみに、③の場合については、認定主体はあくまで各都道府県であるから、 

各都道府県等の責任において、提出された資料を逐一確認するのではなく、市 

町村の確認結果をもって所得を確認したこととして認定する取扱いとしても差 

し支えない。

【支給認定の変更について】

〇受給者による支給認定の変更の申請については、当初の受給申請と同様の書 

面（ただし、添付書類は必要な書面のみでよい。）及び受給者に発行している受 

給者証の写しを提出させることとする。

〇なお、実際の所得の認定については、

① 育成医療の場合、都道府県、指定都市（以下「都道府県等」という。）又 

は中核市に対して資料が提出されるので、これを当該都道府県等又は中核 

市が確認し、認定

② 更生医療の場合、市町村に対して資料が提出されるので、これを当該市 

町村が確認し、認定
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③精神通院医療の場合 、市町村に対して資料が提出されるので、これを市 

町村が確認の上、都道府県等に送付、当該送付を受けた都道府県等が資料 

を再確認の上、認定

することとする。

ちなみに、③の場合については、認定主体としての各都道府県の判断により、 

提出された資料を逐一確認するのではなく、市町村の確認結果をもって所得を 

確認したこととして認定する取扱いとしても差し支えない。

〇 申請を受け、月額負担上限額の変更の必要があると判断した場合は、変更す 

ることを決定した日の翌月の初日から新たな月額負担上限額を適用するものと 

する（申請日から新たな月額負担上限額を適用するわけではない。）。

〇なお、申請日から新たな受給者証が受給者に届くまでの間に自立支援医療を 

受けた場合の受給者証の取扱い等については、以下の2案を軸に検討中。

案1 償還払いにより対応する。

この場合、受給者には、新たな受給者証、加入している医療保険 

の被保険者証、領収書（受診者名•医療点数が記載されているもの）

•印鑑を持参させるなど、国民健康保険における取扱いと同様の対 

応を行うことを想定。

案2新たな受給者証が届くまで有効又は申請日の翌月の末日まで有効 

というように、一定期間に限って有効な「仮受給者証」を交付し、 

対応する。

【未申告者の取扱いについて】

〇 非課税であることから申告をしておらず、課税・非課税の確認がとれない者 

については、原則として、申告したうえで非課税の証明書を取り、提出しても 

らうこととする（所得がありながらこれを隠していたような例もあり、原則と 

しては非課税の証明書を提出してもらう必要がある。）。

なお、非課税であることが確認できなければ、所得区分⑤として取り扱うこ 

とは既述のとおりである。

〇ただし、精神通院医療においては、これまで所得確認がなかったことなどを 

勘案し、新制度への切り替えに伴う当分の間の措置として、非課税の証明書が 

添付されていないにも関わらず非課税であることを申し述べる者が現れた場合 

については、例外的に、申請書類の提出を受けた市町村は、資料を都道府県に 
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送付する際に、非課税であるとみなすことができるかどうかの意見を付して送 

付することとし、当該都道府県は、市町村の意見を参考に非課税であるとみな 

してよいと判断すれば非課税とみなすことができるものとする。

〇 なお、上記の者については、実際の合計所得金額が確定できず、収入が8 0 
万円未満なのかどうかの確認ができない。

この場合、原則としては低所得2として取り扱うこととなろうが、非課税と 

みなした者の判断によって、その者を低所得1とみなす取扱いをしても差し支 

えない。

ただし、この場合には、障害基礎年金1級を受給する者とのバランスを失す 

ることのないよう、本人の収入状況等を十分に確認するなどの配慮をされたい。
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障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 7.! 〇, 6 資料5

平成18年度障害保健福祉部予算要求について

〇 平成18年度障害保健福祉関係概算要求の概要

〇平成18年度概算要求額の概要（障害保健福祉部）

〇地域生活支援事業（障害者地域生活推進事業）

〇障害者施設の整備費について（案）

〇障害福祉サービスの社会福祉法人減免の公費助成の考え方

〇 精神障害者社会復帰施設等（5年間経過措置対象施設）運営費
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平成18年度 障害保健福祉関係概算要求の概要

平成17年8月 

障害保健福祉部

障害保健福祉関係概算要求 8, 2 3 ?億円(7, 5 2 5億円)

障害者の地域における自立した生活を支援するため、早期に「障害者自立支 

援法案」を再提出し、市町村を中心に、障害の種別にかかわらず一元的にサー 

ビスを提供する体制を整備すると ともに、 サービスの提供に必要となる費用を 

皆で支え合うという考え方に立って、在宅サービスに関する国及び都道府県の 

負担を義務的なものにすると同時に、利用者負担を見直すなど、障害者保健福 

祉施策を抜本的に改革する。

1障害者の自立した地域生活を支援するための施策の推進

(1) 障害福祉サービスの推進 4,143億円

障害者自立支援法案を踏まえ、障害者が身近な地域で自立した生活を送 

れるよう、新たな障害福祉サービス体系として、ホームヘルプサービスや 

生活介護等の介護給付、自立訓練や就労移行支援等の訓練等給付を提供す 

るなど、必要なサービスを確保する。

(2) 障害者に対する良質かつ適切な医療の提供 フ9 5億円

障害者の心身の障害の状態の軽減を図るための自立支援医療(公費負担 

医療)等を提供する。

(3 )地域生活支援事業の実施 2 0 0億円

市町村等が実施主体となり、移動支援や地域活動支援センターなど障害 

者の自立支援のための事業を実施する。



(4)発達障害者に対する支援

発達障害に関する各般の問題について、在宅の自閉症等の特有な発達障 

害を有する障害者とその家族に対し、相談、助言、情報提供、就労等にか 

かる支援を総合的に行う「発達障害者支援センター」の充実を図る。

(5)「障害者自立支援法案」の施行関係経費 15 〇億円

低所得の利用者への対策として社会福祉法人が行う定率負担の減免に対 

する公費助成、また、自治体による制度を円滑に施行するための事業を実 

施する。

2障害者サービス提供体制の整備

新たな障害福祉サービス体系である生活介護、自立訓練、就労移行支援等 

の日中活動に係る事業の場等の整備を計画的に促進するため、社会福祉施設等 

施設整備費において、必要な経費を確保する。(社会•援護局一括計上)

3 その他の福祉関係給付費等

(1)障害者に係る手当等の給付 !,2 71億円

特別児童扶養手当、特別障害者手当等に必要な経費を確保する。

(2 )障害児施設に係る給付費等 6 6 3億円

知的障害児施設等の障害児施設において、障害のある児童に対する保 

護•訓練を行うために必要な経費を確保する。



4 自殺予防対策を含む地域精神保健福祉施策の推進

※他局計上分含む。

（1）自殺予防総合対策センター（仮称）の設置をはじめとする自 

殺予防対策の推進

「自殺予防総合対策センター（仮称）」を設置し、総合的な自殺予防対 

策を実施する体制を整備するとともに、地域・職域において、相談体制の 

整備、自殺防止のための啓発、自殺問題に関する調査研究の推進などの自 

殺予防対策の充実を図る。

（2）こころの健康づくり対策の推進

思春期児童の心のケアの専門家やP T S D （心的外傷後ストレス障害） 

専門家の養成研修を行い、精神保健福祉センター、病院、保健所等で専門 

相談等を取り入れ、各機関での精神保健活動の充実を図る。

5 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に関する医療体制の整備

14 8億円
※他局計上分含む。

心神喪失者等医療観察法を適切に施行するため、引き続き、指定入院医療 

機関の確保を図るとともに、医療従事者等の研修を行うなど医療の提供体制 

の整備を推進する。
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平成18年度概算要求額の概要（障害保健福祉部） 7, 5 2 5億円 - 8, 2 3 7億円（+712億円• 9. 5%）

【平成18年度概算要求額】

7,3 14億円

: 8 6 6億円 5 7億円
+ 53 7®円（+7. 9%） ゝ................................ Y.......................

: +17 3 億円（+ 25.0 %） ： + 2 億円（+3.7%）:
>  .................——,…」 一 --------------------ゝ........〇‘............ —■-■””........... -"■

1
1

>—~-—---------

【平成17年度予算】

義

ド・『忙1'".丹",了鬧・-〇か-"””"””-血—“—..... q

務的経費

--------------------------- -----I

裁量的経費 公共投資関係

6, 7 7 8億円 6 J）3億円 5 5億円

【主な内容】

•介護給付、訓練等給付などのサービス利用の増

•障害に係る公費負担医療利用者の増

【主な内容】 【主な内容】

•地域生活支援事業の創設 •指定入院医療機関の

•社会福祉法人減免の創設 確保（医療観察法）



地域生活支援事業費（平成18年1〇月〜平成19年3月）

1事業概要

障害者自立支援法第フ7条及び第7 8条に基づき、平成18年1〇月から都道府県 

及び市町村が行う地域生活支援事業に要する費用に対する補助。（法第9 5条第2項 

第2号）

2所要額

（項）障害者自立支援等諸費

（目）障害者自立支援事業費等補助金

平成17年度予算額 平成18年度要求額

〇 2 〇, 0 0 0, 000 千円（6 月分）

3実施主体、負担率

実施主体:都道府県補助率:50/100（負担割合 国50%,都道府県50%）

市町村 補助率:50/100 （負担割合 国50%,都道府県25%,市町村25%） 

大都市特例は原則として適用しない。

4要求内容

地域生活支援事業は、地域の実情に応じて、柔軟に実施されることにより効率的・ 

効果的に実施できる各事業を法定化したものであり、本補助金は、従来の補助事業で 

地域生活支援事業に該当するものを廃止したうえで、地域生活支援事業として必要な 

経費を統合補助金として要求するもの。



障害者地域生活推進事集,地域生活支援事業の樨裏

17年度 18年度要求

rゝ

・移動支援

・ 地域活動支援センター

1〇月から既存事篥分に移動支援等! 

を統合し、「地域生活支援事集」

酩事業分9 0朗（12月分）

•自立支援・社会参加

•日常生活用具

•相談事業

・研修事業

:4月から既存事業を統合し、 

i 「障害者地域生活推進事集」
4 5億円 

（6月分）

など

丿

2 0 0歸

C6月和

障害者地域生活推進事集

（4 ~ 9 月）

地域生活支援事業

（10 月 ~ ）

4月から、既存事業を統合補助金化（障害者地域生活推進事業）し、1〇月からは移動支援等を含めた統合補助金として「地域生活支援事業」を創設。

"輕、存鏗舁



地域 生活 支援 事業

8

加

地域の実情に応じて、

桑枕に実施されるこーとが好ましい各般の祜業Iこついて、

地域牛活支撐事集として法定化

市町村地域生活支援事業（第77条）

• i也域生;舌支援审集（相談、生活訓I練） 
•・晴報支援审篥（手話通訳等派這） 

•スポーツ•芸術活動等审彙 等
し

B 常 生 活 用 具 給 付、

ホームへルブ事業の移動介護の一部

小規模作業所の

部！

部

ス

〇相談支援 ゝ预1もノ\

〇関係機関との連絡調整 !

〇権利擁議 |

。再サ沖支援 （2号〉、手話通時を行泮の瞬

〇日常生活用具の給付又は貸与 !

〇移動支援
(3#)ゝ

〇創作的活動 

〇生産活動の機僉提供 

〇社会との交流促進

〇居住支援
〇その他の日常生活 

又は社会生活支援

（4号）、地域活動支援センター等へ 

ニニ）魯祉ホーム等を利用〈第3項〉'魯祉ホーム等を利用

都道府県地域生活支援事業（第78条等）

・身体•知的陣害者ディ吐ビス事業の一部 

・陣書児（者）短期入所事業

の日中受入分

・精神障害者地域生活支援センターザ集 

の一都 等

〇補助率

国:50/100以内 （95条）
〇広域的な対応が必要な事葉

〇人材育成 等 （2項〉

社

通

1、

会

所 施 設 の

イ サ ビ

ヽ

（〇市町村事業の1部）（77条2項〉

等



（参考）従来の補助金で地域生活支援事業に該当するため廃止するもの

所管課室 事 項 17年度予算額（千円）

企 画 課 障害者給付認定調査員等研修事業

障害者ケアマネジメント等推進事業

3 4, 0 3 9

1 2 3, 6 4 7

社会参加推進室 障害者自立支援•社会参加総合椎進事業 

日常生活用具給付事業

4. 50 0, 0 00

2.1 0 0. 7 3 5

障害福祉課 福祉ホーム（身障•知的）

盲人ホーム

生活支援ワーカー

就業•生活支援センター

バーチャル工房支援事業

発達障害者支援センター

障害者地域生活推進特別モデル事業 

ヘルパー研修（精神保健福祉課分含む）

2 5 7. 9 8 5

8 7, 9 07

4 3 0. QX)1

2 3 3,1 3 6

50, 000

4 4 2, 6 6 1

3 9 9, 0 0 0

1 〇 2, 7 56

精神保健福祉課 社会的入院解消のための退院促進支援事業 

高次脳機能障害支援普及事業

16 1,670

7 4, 0 00

合 計 8, 9 9 7, 5 4 3



障害者地域生活推進事業費（平成18年4月~ 9月）

1事業概要

障害者の地域生活を支援するための事業について、地域の実情に応じて柔軟に実施

できるよう既存の補助事業を統合するものである。（18年4月〜9月）

2所要額

（項）障害者自立支援等諸費

（目）障害者福祉費補助金

平成17年度予算額 平成!8年度要求額

〇 — 4, 5 0 0, 000 千円（6 月分）

3実施主体、負担率

実施主休:都道府県補助率:50/100（負担割合 国50%,都道府県50%）

市町村 補助率:50/100（負担割合 国50%,都道府県25%,市町村25%） 

大都市特例は原則として適用しない。

4要求内容

障害者自立支援法に基づき、地域の実情に応じて、柔軟に実施されることにより効 

率的•効果的に実施できる事業が、平成18年10月から「地域生活支援事業」とし 

て法定化されることを踏まえ、地域生活支援事業に該当する既存事業については廃止 

のうえ、平成18年4月から統合化補助金として「障害者地域生活推進事業」を創設 

するものである。

-10-



障害者施設の整備費について(案)

1趣旨

障害者自立支援法案に基づき、今後策定される都道府県及び市町村障害福祉計画を 

踏まえ、障害福祉サービスを提供する日中活動に係る各事業の埸や障害者支援施設の 

整備を促進するために、国庫補助制度を存続する方向で要求している。

2 内容

(1) 対象
18年1〇月に再編される新サービス体系のうち日中活動の場及び障害者支援施設

① 生活介護

② 自立訓練

③ 就労移行支援

④ 就労継続支援

(5)障害者支援施設等
従来の施設体系に係る事業については、17年度からの継続事業分に限る。改築事業について 

は、新サービス体系として整備するものについて、補助対象とする。

探2 設備基準については、現在の障害者施設(入所•通所)の基準を基とし、一部緩和する方向で 

検討中。

(2) 設置主体
地方自治体、社会福祉法人、医療法人等

(3) 協議方針
①、②の要件を満たすものであって、③、④の要件を踏まえ、整備の優先度が高い 

事業を協議対象とする。

① 都道府県及び市町村障害福祉計画に位置付けられる見込みのもの。

② 原則として、単年度事業のもの。

③ 創設事業については、各都道府県内の障害福祉サービスの整備状況の地域バラン 

ス等を踏まえて、優先度が高いと考えられるもの。

④ 改築事業については、既存施設の老朽度が高い等、優先度が高いと考えられるも 

の。

※ 各都道府県当たりの採択可能箇所数については、来年度予算編成での予算枠の確保の状況による 

が、厳しい財政事情を踏まえると、今年度以上に厳しくなることも考えられる。

(4) 国庫補助単価等
① 日中活動の場、障害者支援施設ごとの定額補助方式を検討中。

② 補助単価の水準については、公共事業の受注状況等を踏まえ引き下げることとす 

る〇

③ 継続事業分の単価についても、引き下げることとなるので、念のため申し添える。
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障害福祉サービスの社会福祉法人減免の公費助成の考え方

〇本来受領すべき利用者負担額の5%までは、減免額の2分の1公費助成する。

〇 上記を超える減免額については、法人の負担が重くなることを考慮し、4分の3を公 

費助成する。

2

国1/4十

都道府県・市町村

それぞれ1/8

本来受領すべき利用者負担額(A) 
減額した額

※ 公費の負担の内訳については、国:都道府県:市町村= 2:1:1



精神障害者社会復帰施設等（5年間経過措置対象施設）運営費

1事業概要
精神障害者社会復帰施設、身体障害者及び知的障害者小規模通所授産施設・福祉工場 

等、平成18年1〇月から自立支援給付等の各事業に移行するものであって、経過措置 

（平成2 4年3月31日までの日で政令で定める日まで）として従来の施設が存続する 
ものについて運営費を補助。

2概算要求額等
（項）障害者自立支援等諸費

（目）障害者福祉費補助金

平成17年度予算額 平成!8年度要求額
（2 8, 6 0 6, 5 8 7 千円） — 2 7, 4 0 1,8 3 4 干円

「※当該補助金の対象施設 、

小規模通所授産施設（身体•知的•精神）、福祉工場（身体•知的•精神） 

社会事業授産施設（身体•知的）、.知的障害者通勤寮、精神障害者生活訓 

練施設、精神障害者授産施設（入所•通所）、精神障害者地域生活支援セ
I ンター、精神障害者福祉ホーム J

3実施主体、補助率
〇小規模通所授産施設運営事業費.

実施主体:市町村（指定都市、中核市除く）

補助 率:2/3 （補助割合 国1/2、都道府県1/4、市町村1/4）
実施主体:都道府県、指定都市、中核市

補助 率:1/2 （補助割合 国1/2、指定都市・中核市1/2）

〇福祉工場運営事業費

・身体障害者福祉工場、知的障害者福祉工場

実施主体:都道府県、指定都市、中核市 

補助率:1/2 （補助割合 国1/ 2、都道府県•指定都市・中核市1/2）
•精神障害者福祉工場

実施主体:都道府県、指定都市

補助率:1/ 2 （補助割合 国1/2.都道府県・指定都市1/2）

Q 衬ム事堂授産事業費
実施主体:指定都市、中核市、市及び福祉事務所を設置する町村 

補助率:1/ 2 （負担割合 国1/2.都道府県•指定都市・中核市•市及び福 

祉事務所を設置する町村1/2）
実施主体:福祉事務所を設置しない町村,

補助率:2/3 （負担割合 国1/2、都道府県1/4、福祉事務所を設置しな 

い町村1/4）

〇知的障害者通勤寮支援費
実施主体:指定都市、中核市、市及び福祉事務所を設置する町村 

補助率:1/ 2 （補助割合 国1/2、指定都市•中核市•市及び福祉事務所を 

設置する町村1/2）
実施主体:福祉事務所を設置しない町村

補助率:1/2 （補助割合 国1/2、都道府県1/4、福祉事務所を設置しな 

い町村1/4）

〇精神障害者生活訓練施設等の運営費

実施主体:都道府県、指定都市

補助率:1/2 （補助割合 国1/2、都道府県・指定都市1/2）
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障害保健福祉関係主管課長会議

H 1フ，1 〇・ 6 資料6

事務処理システムについて

障害保健福祉改革推進室システム係



障害福祉サービス事務処理システム（概要）

1障害福祉サービス費支払システム

•障害福祉サービス費について、市町村はサービス事業者からの請求に基づき、内容を審 

査のうえ支払うこととされているが、この支払事務の効率化と平準化を図るため、国民健康 

保険団体連合会（以下「国保連合会」という。）に支払事務の委託を進めることとしている。

• 国保連合会の支払事務は、障害福祉サービス費について全国共通の支払システム（以下 

「支払システム」という。）を導入することにより、サービス事業者からの請求受付から支払ま 

で一連の事務のシステム化を図り、請求、審査、支払等の事務の効率化と平準イ匕を図るもの 

である。

・ 支払システムの対象は、介護給付費及び訓I練等給付費を中心とし、その他の給付費（地 

域生活支援事業の一部、障害児施設給付費等）については、検討中である。

※ 支払システムの稼動は19年10月を予定。別紙「支払システムの基本的考え方（案）」参照

1



2標準事務処理システムの意義

• 全国共通の支払システムを実施するためには、市町村、都道府県、サービス事業者とい 

った関係機関のシステムを各都道府県国保連合会の支払システムと結合できるよう、関係 

機関の事務処理及びそのシステムの標準化を図ることが必要。

• このため、19年10月に向けて、これら事務処理システムの標準化を進めていく必要があ 

久これに先立ち、18年10月施行分の施行準備スケジュールにあわせて、19年10月支 

払システム稼動後に、システム処理が求められる範囲を示すことによ久 非効率な施行事 

務を回避することが期待される。

• 今後、以下のスケジュールに沿って、19年10月支払システム稼動後に、市町村、都道 

府県、国保連合会の、それぞれにおいてシステム化が必要と考えられる事務処理の範囲 

と内容（事務処理システム標準仕様）を示すことにより、関係機関の事務処理システムの標 

準化を図り、19年10月の全国共通支払システムの円滑な実施を図る。
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• なお、市町村におかれては、］8年10月の施行に向けて、事務処理システム標準仕様等 

（18年3月提示予定）を参考として、システム改修等を行っていただきたいと考えている。こ 

れにより、19年10月稼動予定の全国共通の支払システムとのシステム結合時に、改めて、 

システム修正を要するといった事態は回避できるものと思われるが、市町村が先行してシ 

ステム改修を行うことを妨げるものではない。

◎スケジュール

1月~2月

3月

•（19年1〇月支払システム稼動後）事務処理システム標準仕様に関する基本骨格等

■（19年10月支払システム稼動後）事務処理システム標準仕様

■（19年10月支払システム稼動後）システムインタフェース仕様書

※別添「支払システムに関するスケジュール」参照
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3市町村標準事務処理システム

市町村において、事務処理システムの標準化が必要と考えられる主なもの

（1）障害福祉サービス支給決定事務処理

障害者等からの申請の受付から、障害程度区分認定、利用者負担の確定、受給者証の発 

行、支給決定事務まで、一連の事務処理についてシステム化を図り、支給決定に関連する情 

報を作成し、インタフェースに従って、国保連合会に支給決定データを送信するシステムを構 

築する。

〔作成データ（例）〕サービス種別、サービス支給量、障害程度区分、支給期間、利用者負担額（補足給付•社福減免等）等

⑵障害福祉サービス費の審査•支払に関する事務処理

市町村において、障害福祉サービス費の請求内容を審査するため、国保連合会から請求 

データを受信し、請求内容を確認、審査結果を国保連合会に返信するシステムを作る。

また、高額障害福祉サービス費、特例介護給付費等の支払事務に対応するため、市町村 

の窓口払い等のシステム化を行う。

〔支払形態〕国保連合会払い（障害福祉サービス費）、市町村払い（高額障害福祉サービス費等）
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(3)障害福祉サービス費の給付実績の管理等に関する事務処理

障害福祉サービス費、特例介護給付費、高額障害福祉サービス費等の給付実績の管理を 

行い、各種統計データの作成•分析等を行うためのデータベースを構築する〇

市BWシステム要図 市町村システム

支給決定処理

障害福祉サービス支給決定事務

•支給決定のためのデータを蓄 

積して、決定通知書、受給者証 

等を交付し、その決定データを 

国保連合会に送信するシステム

•保有するデータ

受給者番号、氏名、生年月日、 

住所、障害種別、障害程度区分、 

支給決定サービス、支給決定期 

間、利用者負担額等

データ
毎月、審査結果データを 

国保連合会に送信する。

審査•支払処理

障害福祉サービス費 

審査・支払事務

•サービス事業者からの請求内 

容について、連合会からデータ 

を受信して審査を行うシステム

•高額障害福祉サー・ビス費、特 

例介護給付費等について、市 

町村が直接障害者に対して支 

払うシステム

支給決定データを定期的 

に国保連合会に送信する。
受信 

データ

給付実績管理

•障害福祉サービス費の 
給付実績管理を行うシステム

統計管理

•障害福祉サービスに係る各種統

計データを作成するシステム

基準該当事業者管理

.基準該当事業者の 

登録管理を行うシステム

毎月、国保連合会より障害福祉 

サービス費の請求データを受信し、 

審査を実施する。

国保連合会へ送信 国保連合会より受信
5



4国保連合会標準事務処理システム

国保連合会において、システムイ匕が必要と考えられる主なもの

(1) 事業者からの障害福祉サービス費の請求受付事務

所管内のサービス事業者等から障害福祉サービス費の請求受付を行う事務

(2) 障害福祉サービス費の請求に関する点検事務

請求内容について、各種データとの突合により資格確認等の点検を行う事務

(3) 市町村への障害福祉サービス費の請求事務

市町村による審査事務のため、請求データを作成し、障害福祉サービス費の請求等を行う事務

(4) 事業者への障害福祉サービス費の支払事務

市町村による審査結果をもとにサービス事業者への支払額を算定し、支払明細、振込依頼等を作成する事務

(5) 関係機関からの各種データ受付事務

障害福祉サービス費の支払事務のため、関係機関より各種デ―夕を受領し、台帳を管理する事務

(6) 他県国保連合会とのデータ交換事務

他県の支給決定障害者が所管内で利用した障害福祉サービス費に係る情報について、支給決定を行った市町村の

所在する県の国保連合会に送信等を行う事務
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5都道府県標準事務処理システム

〇指定障害福祉サービス事業者の指定に関する事務処理

都道府県は、障害福祉サービス事業を行う者等からの申請に基づき審査を行い、事業者 

としての指定を行うが、その際、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び 

指定相談支援事業者のデータ管理並びに国保連合会への情報提供を行うための事務処理 

システムの標準化を図る。
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支払システムの基本的考え方（案）

!システムの必要性

支援費制度においては、標準的事務処理方式が確立されていないため、市町村ごとに独自の支 

払事務等の運用が行われており、請求事務のばらつき、サービス提供事業者における煩雑な事務 

処理といった問題が生じている。また、統計情報の把握が不十分となっている。

このため、障害福祉サービス費支払事務に係る全国共通の標準システムを導入し、請求受付から 

支払いまでの一連の事務処理をシステム化するとともに、全国的に平準化する。

※平成19年10月開始（平成19年9月請求分より受付）

2基本原則

⑴正確かつ迅速な請求•支払を実現

・全国統一の事務処理基準を定め、確実な事務執行を図る。

•請求から支払までの事務処理期間を短縮するため、請求エラーの発生を最小限に抑える。

•利用者、障害種別等に応じた統計処理を、迅速に実施する。
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(2)ユーザーの視点に立った使いやすさを充実

-個々のユーザーに専門的な知識がなくても容易な操作を可能とし、事務処理、作業レスポンス 

等の利便注に酉臆する。

①サ —ビス提供事業者

・事業者における請求のしやすさや請求エラーへの迅速な対応を確保し、費用負担をできる限 

り抑える。

・事業者請求システムにおいては、エラー時に分かりやすい操作手順で対応できるようにする。

② 市町村

-データ突合による点検処理等の機能を実施する。

・統計情報の処理が容易にできるようにする。

③ 国保連合会

・エラーに関して必要となる個別対応を極力抑制する。

9



(3) セキュリティの確保

個人情報の保護に十分配慮するとともに、災害•事故等によりシステム稼動不能な状況に陥った 

躺の代替策を確保する。

(4) 高い予算効率の確保

① 合理的•効率的なコスト

・開発•改修コストの低減、ランニングコストの抑制を図る。

② 将来の制度改正の対応

・将来の制度改正等、環境の変化に柔軟に対応できるよう、透明な手続きの下で、システムの変 

更や追加が容易にできる構造(オープンシステム)とする。
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（別添）

10月

支払システムに関するスケジュール（案）

"月 12月 1月

厚
生
労
働
省

提示 提示提示

!標準事務処理要領 1
: （H18. 4施行分） ;

事務処理システムの標準仕様 

に関する基本骨格等
! •標準事務処理要領 :
「事務処理システム標準仕様: 

「システムインタフェース仕様書;
鷄

ド狂-愿 w 赭删^鬧郴側締翩辭峡:靖柯船，

標準事務処理要領

（H1&4施行分）作成
標準事務処理要領（H18.10施行分）作成

国
保
中
央
会

袁払システム開発仕様書等の作成 業者決定基本設計等

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行 

(

利
用
者
負
担
等)

企画競争

2月 3月 4月

シ

ス

テ

ム

検

討

会※

（H19.1〇支払システム稼動後）事務処理システムの標準化検討

（H19.10支払システム稼動後）システムインタフェース仕様書（案）作成》

※システム検討会は、障害者自立支援法の円滑な実施を確保するため、事務処理システムやシステムインタフェース仕 

様書等を作成することを目的として実施（厚生労働省が国保中央会に委託）。

◎標準事務処理要領..•関係機関の事務処理（市町村の申請受理、支給決定事務、サービス事業者請求事務、支払機関の支払事務等）の標準的内容を定めたもの。

◎事務処理システム標準仕様•••国保連合会による支払システムとの結合を前提にして、関係機関によるシステム化が必要となる事務処理の範囲等を定めたもの。

◎システムインタフェース仕様書…国保連合会支払システムと関係機関システムの結合を円滑に行うために、データ交換の仕様等を規定したもの。 口
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相談支援事業について



ケアマネジメントについて

〇 新制度において、障害者や家族からの相談に応じ、障害者個々の心身の状況、サービス利用の意向、家族の状況 

などを踏まえ、①適切な支給決定がなされるようにするとともに、②様々の種類のサービスが適切に組み合わされ、 

計画的に利用されるようにするための仕組み（ケアマネジメント）を制度化。

現行制度の課題 新制度における対応

〇支援の必要度を判定する客観的基準 

（統一的なアセスメントや区分）がない

〇 支給決定のプロセスが不透明

〇 ケアマネジメントの手法が活用されてい 

ない

〇市町村職員等の対応にバラッキがある

!〇 支給決定後、サービス利用に結びつけるI

!支援がない !

| 〇 特に、手厚い支援を要する者に対し、継1 

!続的な支援が不十分 !

I 
I

〇 統一的なアセスメント、障害程度区分や 

市町村審査会の導入

〇相談支援事業者の活用

〇認定調査や支給決定に従事する職員等に 

対する研修の制度化

〇 計画的プログラムに基づく継続的支援を 

要する者に対する、サービス利用計画作成 

費（個別給付）の制度化

-1-



相談支援事業とサービス利用計画作成費について

新希q度では、（1r 一人二人の利用者が、必要に応じて支援を受けられるよう、市町村の必須事業（地域生活支援事業）として相 

談支援事業を位置付け、これを相談支援事業者に委託できるようにする。

（2）特に計画的な支援を必要とする者を対象として、サービス利用のあっせん•調整などを行うための給付（サー 
ビス利用計画作成費）を制度化。

ヽ

支給決定プロセス※

ノ

__匕
認 
定

~■V

ノ

連絡調整

r >

サ

1
1~~\ ビ
1——/ ス

利
用

1 丿 _____ )

サービス利用 

計画作成費 

（個別給付）

•サービス利用の 

あっせん・調整

相談支援事業者

サービス利用者のうち、 

特に計画的な自立支援を 

必要とする者

相談、情報 

提供■助書
申請支援

ハ1 ' ■

相談支援事業【市町村事業】
.............1.... 1

（相談支援事業者に委託可能）

------------------------i
※支給決定事務の一部（アセスメント等）について、市町村から相談支援事業者へ委託可能。

1
£

ヽ



相談支援事業の主な内容

〇総合的な相談支援
・福祉サービスの利用援助（探）

...情報提供、相談、アセスメント、ケア計画の作成、サービス調整、 

モータリング、個別Jケース会議等
・社会資源を活用扌るための支援13… 各種支援施策に関する助言•指導等

・社会生活力を高めるための支援...人間関係、健康管理、金銭管理等

・ピアカウンセリング

・専門機関の紹介等

〇 社会資源の改善•開発に向けた調整
・地域自立支援協議会（仮称）の運営等

給付（'サービス利用計画作成費）として、サービス利用につなげる支援を実施。



相談支援事業の見直し

〇 相談支援事業が、市町村と都道府県に分散している状況を改め、障害種別にかかわらず、 

市町村に一元化。

〇 都道府県の役割は、専門性の高い事業など、広域的対応を要するものに明確化。

〇地域の実情に応じた多様なかたちを推進。

【現行】 【新制度】

市 
町 
村

---------------------- !
身体障害 I

都
道
府
県

I 知的障害・障害児 I
精神障害

! 特定の支援 I
I ・障害者就業・生活支援センター I 
I •発達障害者支援センター 等I

一般的な相談支援

（3障害に対応）

専門・広域的な支援

・基盤整備

•高い専門性や広域的対応を要する 

もの

■当面、市町村では十分確保できな 

い場合があるもの

■障害児等の療育支援



市町村-都道府県の役割について
I 市町村

一般的な相談支援（3障害に対応） 雹鷺鷲聲：驚'ぷ絡調整 等 1
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

n 都道府県

1相談支援に関する基盤整備 | ・圏域内の実態把握、評価、システムづくり 丨

丨・相談支援のスーパーバイズ（アドバイザー派遣） i
丨•人材育成 !

;・広域的調整 等 |

2 広域•専門にわたる支援
!障害や支援の特性にかんがみ、市町村域を超えた広域| 

丨で行うことが適当な支援 丨

I •発達障害者支援センター 丨
! ・就業・生活支援センター 丨

I •髙次脳機能障害への支援 等 丨

I •専門的職員（精神保健福祉士等）の配置 ※
I・居住サポート

I・成年後見制度利用支援

!※地域自立支援協議会（仮称）の運営評価等に基づき実施され 

! ることを前提

3 市町村が行うべきものであるが、 

地域の事情により、現段階では、十 

分確保できない場合における支援

（費用は、都道府県と市町村が分担）

探 多様な支援方法を想定（相談支援事業者への委託可）

① 市町村が委託する相談支援事業者に専門的職員を配置

② 県が圏域ごとに委託する相談支援事業者に専門的職員を配置

r



地域における相談支援体制について
（市町村が相談支援事業者に委託して行う場合）

〇 地域において相談支援事業を適切に実施していくため、市町村は「地域自立支援協議会（仮称）」を設置し、次 

のような機能を確保。実施に当たり、個別ケースの調整会議を開くなど、多様なかたちを想定。

・中立■公平性を確保する観点から、相談支援事業の運営評価等を実施

■具体的な困難事例への対応のあり方について指導■助言

・地域の関係機関によるネットワークを構築

利用者

指定

・サービス利用につな 

げる支援

（サービス利用計画 

作成費）

•総合的な相談支援

•サービス利用につなげる支援（サービス利用計画作成費） 

•支給決定事務の一部（アセスメント等）

相談支援事業者（委託あり）

（中立・公平性を確保）

委託

±=> 相談支援事業者（委託なし）
行政機関

当事者

サービス事業所 地域自立支援協議会（仮称）

（市町村又は圏域（複数市町村）単位）

保健•医療
企業•就労支援

子育て支援•学校 高齢者介護

基盤整備

市町村業務への支援

専門・広域的観点 

からの支援

ク

市 

町 
村

都道府県 都道府県自立支援協議会（仮称）



相談支援体制の整備について（イメージ）

〇 新制度において、相談支援事業を市町村に一元化することとしているが、直ちに、市町村では十分な体制を確保 

できない埸合も想定されることから、次のとおり、都道府県が積極的に支援を行う。

・相談支援に係る専門的職員を市町村に配置

・アドバイザーの派遣を通じ、圏域ごとのネットワークづくり、困難ケースへの対応等を支援

相談支援

【A圏域】

当事者
サービス 
事墓所.

保健•医療

必要に応じ、個別ケー 

ス会議の開催など

【B圏域】

J 地域自立支援協議会 つ

ノ事業者

相談支援

学校

当事者
サービス 

事業所

J地域自立支援協議会 二' 保健•医療

企業、就労

関係機関

委託相談支援事業者

配置

ね專門的職員

市町村（単独又は共同）

•精神保健福祉士

•就労支援のコーテ•イネ-夕

•権利接護の専門家

•発達支援の專門家筹

企業、就労 

関係機関 行政機関 
-------------------- 1-------------

委託相談支援事業者

配置

専門的職員 S
市町村（単独又は共同）

補助 調整調整

アドバイザー

砂トワーク構離
困難协Tスへ

補助

溝 沁織緻 

-フー

都道府県自立支援協議会

,事集者

ぶ

豫



相談支援事業者の指定等について

〇 都道府県知事は、申請により、事業所ごとに、相談支援事業者を指定。

〇 指定相談支援事業者は、サービス利用計画作成、サービス事業者との連絡調整等の支援を行う（個別給付の 

対象）〇

・市町村は、相談支援事業や支給決定のためのアセスメント等について、指定相談支援事業者に委託可能。 

〇 指定相談支援事業者の指定は、6年ごとに更新しなければ、効力を失う。

1盛

〇

〇

〇

利用者の意向を踏まえ、自立した日常生活・社会生活を支援 

公正・中立

地域の関係機関・社会資源の連携

2 概要

〇人員の配置

・相談支援専門員（仮称）を配置

・ 市町村の委託を受ける場合については、常勤とするなど一定の要件

〇相談支援専門員（仮称）

・ 一定の実務経験

・国又は都道府県による研修の受講

※ 研修資格の有効期間を定め、定期的な継続研修の受講を要件とする。

〇 運営の基準

・ 中立•公平性を確保するための仕組み=> 地域自立支援協議会（仮称）における評価



サービス利用計画作成費について

〇 市町村は、福祉サービス利用者のうち、特に計画的プログラムに基づく支援を必要とする者を対象として、 

指定相談支援事業者から相談支援を受けたとき、サービス利用計画作成費を支給。

〇 法定の障害福祉サービスに限定せず、インフォーマルサービス、保健医療、教育、就労等を含め、生活設計 

を支援。

1対象者

特に計画的プログラムに基づく支援の必要性が高い者を重点的に支援する観点から、以下を対象とし、 

国庫負担基準を設定。

〇 長期間の入所•入院から地域生活へ移行しようとする者

〇 家族や周囲からの支援が得られず、孤立しており、具体的な生活設計ができない者

〇 その他、福祉サービスを利用しようとする者であって、自らその利用を調整することが困難であり、 

計画的な支援を必要とする者

※施設入所者等、現に計画的プログラムに基づく包括的支援を受けている者は除く。

2 支給決定

〇 申請に基づき、支給期間を定め、市町村が決定。

3 給付の内容

〇相談支援

•生活全般の相談 •情報提供 •サービス利用計画の作成 ・サービス担当者会議の開催

.-H・一"'N 事邃者■，の;重絡譏］熬 ・干一勺 リンゲ 窖
〇業務が適切に行われない場合に報酬をお算する仕組みを検討。



国

都
道
府
県

障害者ケアマネジメント研修の再編
〇新制度におけるケアマネジメントを担う人材を確保するため、研修を再編する。

・国の研修を養成者研修に一本化。

•都道府県の研修は、指導者と新規従業者をそれぞれ対象として実施（従来どおり）。 

〇研修の質的向上を図るため、標準カリキュラムを作成。

【現行】

〇上級研修

目 的:ケアマネジメントの手法による相談支援実践 

者のスキルアップ、従事者を対象とするスー 

パーバイザーの養成

対象者:国の指導者研修修了者で、相談支援機関にお 

ける相談業務従事者

〇指導者研修

目 的:従事者を養成する指導者の養成

対象者:都道府県の従事者養成又は上級研修修了者で 

相談業務の実務経験を有しており、都道府県 

の従事者研修の中心的役割を果たす者

〇上級研修

目 的:ケアマネジメント従事者のスキルアップ

対象者:都道府県の従事者研修修了者

〇従事者研修

目 的:ケアマネジメントに関する啓蒙及びケアマネ 

ジメント従事者の養成

【見直し後】

対象者:障害者福祉関連職種全般

〇養成者研修

目的

•都道府県の研修において中核的指導者となる者の 

養成

対象者

•相談支援事業従事者

•市町村等の相談業務担当者

指導者研修

目
•ケアマネジメント従事者に対するフォローアップ

•新しいケアマネジメント従事者の指導者の養成 

対象者

・相談支援事業従事者、市町村等の相談業務担当者

的

〇従事者研修

目的

・相談支援に従事する者の養成 

対象者

•新たに相談支援事業に従事しようとする者



障害保健福祉関係主管課長会議
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障害福祉サービスの実施状況等について

一障害福祉サービス利用の実態把握調査の集計結果（速報）一

平成17年10月6日



1•障害福祉サービスの利用実態把握調査の概要

【調査の目的】

障害者自立支援法案の施行に向けて、障害福祉計画に係る基本指針の策定等のために、障害福 

祉サービスの利用実態を把握することを目的に実施

【調査対象】

全国の2,501自治体（平成16年10月末現在の全市区町村）

【調査対象サービス】

次のサービスに関して、平成16年10月分の利用実績を把握

〇訪問系サービス

・ホームヘルプサービス（身体障害、知的障害、精神障害、障害児）（探）

〇通所系サービス

・通所施設（身体障害、知的障害）（探）

・デイサービス（身体障害、知的障害、障害児）（探）

・ショートスティ（身体障害、知的障害、精神障害、障害児）（探）

〇居住系サービス

・グループホーム（知的障害、精神障害）（探）

・入所施設（身体障害、知的障害）

（探）は、居宅系サービス

（注）精神障害者及び障害児の入所施設及び通所施設は、実施主体が都道府県であったり、給付の仕組みが利用者への個別給付 

でないこと等から、調査対象から除外されている。



障害福祉サービス利用の実態把握調査の意義

国 都道府県 市町村

給付見込み 給付見込み 給付見込み

障害福祉計画 

（基本指針）

報酬基準の検討

都道府県障害福祉計画 

・サービス量

•施設の入所定員総数 

•圏域設定

市町村障害福祉計画 

・サービス量

支給基準の検討

国庫負担基準の検討



2.サービスの実施状況

（ホームヘルプサービス）

〇自治体の実施率をみると、身体障害（83%）、知的障害（66%）、精神障害（49%）、障害児（49%）となっており、 

支援費制度がスタートした平成15年4月段階と比べるといずれも大きく改善しているが、なお、精神障害と障害児に 

ついては過半数の自治体で未実施となっている。

〇未実施自治休の多くは人口規模の小さい自治体であり、実施自治体の人口が総人口に占める割合（人口カバー 

率）でみると、身体障害、知的障害は9割を超え、精神障害も8割近くがカバーされている。

（通所系サービス）

〇障害種別によって実施率が大きく異なっており、知的障害の通所施設の実施率が高くなっている一方で、身体障 

害（通所施設•ショートスティ）や精神障害（ショートスティ）の実施率は低くなっている。

（居住系サービス）

〇入所施設は、実施率・人口カバー率ともに高く、人口規模にかかわらず大部分の自治体で実施されているのに 

対し、グループホームについては、知的障害で76%、精神障害で27%にとどまっている。
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（1）訪問系サービス

ホームヘルプ 厂（参考）

自治休数 実施率 （人口加、♦-率） 平成15年4月段階の実施率

身体障害者 2, 06? 市区町村 82. 6% (97.0%) 73%
知的障害者 1,656 市区町村 66. 2% (91.5%) 47%
精神障害者 1,234 市区町村 49. 3% (79.7%) 39%
障害児 1,228 市区町村 49.1% (86.0%) ゝ 34% 丿

身体障害者 知的障害者 精神障害者 障害児

・実施 

ロ未実施

人口カバー率

身体障害者 精神障害者 障害児知的障害者
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(2)通所系サービス

①通所施設

自治体数 

身体障害者 !,05!市区町村
知的障害者 2, 026 市区町村

自治体の実施率

人口カバー率

身体障害者

ロ未実施

身体障害者

ロ未実施



実施率(人口加ヾ-率)

42. 〇% (79.5%)
81.〇% (95.8%)

知的障害者

ロ未実施



②デイサービス
自治体数 実施率 （人口加ヾ-率）

身体障害者 1,279 市区町村 51.1% (83.1%)
知的障害者 1,131 市区町村 45. 2% (78.5%)
障害児 1,330 市区町村 53. 2% (71.9%)

人口カバ_率--------------------------------------------------------------------------------

身体障害者 知的障害者 障害児



③ショー卜スティ
自治体数 実施率 （人口加ヾ■・率）

身体障害者 944 市区町村 37. 7% (76.3%)
知的障害者 1,528 市区町村 61.1% (90.1%)
精神障害者 158 市区町村 6. 3% (28.1%)
障害児 1,406 市区町村 56. 2% (87.0%)

人口カバー率

身体障害者 知的障害者 精神障害者 障害児

E3実施 

ロ未実施

20%
・実施 

ロ未実施

田実施 

ロ未実施

S3実施 

ロ未実施
87.0%
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(3)居住系サービス

①グループホーム

知的障害者 

精神障害者

自治体数

1,890 市区町村
678 希区町^

実施率(人口加ヾ-率)

75.6% (88.3%)
27.1% (62.3%)

自治体の実施率

知的障害者 精神障害者

ロ未実施

人口カバー率

・実施 

ロ未実施
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②入所施設

自治体数 

身体障害者 2,333 市区町村

知的障害者 2,42?市区町村

自治体の実施率 ---------------

---------------------- 身体障害者

人口カバー率
身体障害者

-10



実施率(人口加ヾ-率)

93.3% (98.4%)
97.0% (98.1%)

知的障害者

・実施 

ロ未実施

知的障害者



3.サービスの利用人数

（居宅系サービス） ※ ホームヘルプサービス、通所施設、デイサービス、ショートスティ、グループホーム

〇 地域で居宅系サービスを利用する障害者は264, 200人。知的障害が最も多＜（121,900人:46%）、次いで 

身体障害（84, 900人:32%）、障害児（43, 000人:15%）、精神障害（15, 〇〇〇人:6%）となっている。

〇居宅系サービスの中では、ホームヘルプサービスの利用者が最も多＜.106, 900人。そのうち身体障害が過半 

数（56, 000人）を占めている。
これに対し、知的障害者は、通所施設・デイサービスを多く利用している（83, 300人）。

（居住系サービス）

〇 福祉施設の入所者は141,300人。うち知的障害が約7割（101,800人）を占めている。これに対し、グループ 
［ホームの利用者は21,800人。うち知的障害が約8割（16, 900人）を占めている。

（地域格差）

〇都道府県別に人口に占めるホームヘルプサービスの利用者数の割合をみると、格差が6. 3倍となっている。

〇都道府県別に人口に占める入所施設の入所者数の割合をみると、格差が4.1倍となっている。
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1 居宅系サービス（ホームヘルプサービス、通所施設、デイサービス、ショートスティ、グループホーム）

身障・知的•精神•障害児 264, 200 人

身体障害者 84, 900 人

知的障害者 121,900 人

精神障害者 14, 500 人 欲）

障害児 43, 000 人 欲） ※精神障害者及び障害児の埸合、通所施設分は含まれていない

（人） 障害別利用人数 障害種別の割合

140,000

〇

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

120.000

身休障害者 知的障害者 精神障害者 障害児

15.2%
障害児

F264, 200人



2訪問系サービス

ホームヘルプ

身障・知的・精神"障害児106. 900人 

身体障害者 56,000人
知的障害者 25, 300人
精神障害者 9, 300人
障害児 16, 300人

障害種別の割合障害別利用人数

&7%
精神障害者

106,900A



3通所系サービス

①通所施設

身障•知的 80, 300人
身体障害者 9, 200人
知的障害者 ?1,100人

②デイサービス

身障•知的•障害児 5& 500人
身体障害者 25, 400人
知的障害者 12, 200人
障害児 20, 900人

③ショートスティ

身障•知的•精神・障害児 31,800人
身体障害者 3, 500人
知的障害者 14, 500人
精神障害者 300人
障害児 13, 500人

通所施設・デイサービス

障害別利用人数

90,000 -

80.000

70,0GO

60.000

50 000 :

40,000

20,000

10,000 I

計 34. 600

30.000

計 83. 300

知的障害看 障害児

ショートスティ

:人!

16.000 :… ......................... .

1 4 000 t-- .......

I
12,000 [-- -

I
10.00C [

8,000 ■ ……

5,000 ……--——

4.000 - -3,500
终＞醪翳虬% 曙

.F I

2.000 1… ；-

身体障害者

11—

障害別利用人数

身体障害巻



4居住系サービス

①グループホーム ②入所施設

知的•精神 21,800 人 身障・知的 141,300 人
知的障害者 16, 900 人 身体障害者 39. 500 人
精神障害者 5, 000 人 知的障害者 101,800 人

クループホーム

障害別利用人数

入所施設

障害別利用人数

18.000

16.000

14,000

12.000

]0.000

8,000

6.000

4.000

2.000

〇

知的障害者 精神障害者

120,000

〇

80,000

60,000

40.000

20,000

101,800
100,000

身体障害者 知的障害者
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障害種別ごとの居宅系サービス•入所施設の利用人数の状況

（人）
障害別利用人数

140,000

居宅系

121,900
120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

居宅系

84,900

入所

39,500

通所施設 

約6000人

入所］

101,800 1

舌宅西

14,5001

通所施設 

約12000人

入所施設

約 4500A

居宅; 

43,00

入所施設

約31,

身体障害者

000人

〇
身体障害者 知的障害者; 精神障害者 障害児

注）精神障害者及び障害児の通所施設・入所施設については、本調査の対象外であるため、社会福祉施設等調査などの数値を使 

用した
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居宅系サービスの利用者数（都道府県総人口に占める利用者数の割合）

※居宅系サービス:ホームヘルプサービス•ディサービス・ショートスティ・グループホーム•通所施設（精神障害者及び障害児の通所施設分は含まれていない）

（人/1O万人）

350.0 ---- ------- ------- - ■ — -

IV
書
1,"
舟
*

〇全国の利用者数 2& 4万人（人口1〇万人当たV 207人）
〇都道府県の最大格差2. 4倍

300.0

沖
縄
具 

鹿
児
島
県 

宮
崎
県

大
分
県

熊
本
県 

長
崎
県 

佐
賀
県 

福
岡
県 

高
知
県 

愛
媛
県 

香
川
県 

徳
島
県 

山
口
県

広
島
県

岡
山
県

島
根
県 

鳥
取
県 

和
歌
山
凰 

奈
良
県 

兵
庫
県 

大
阪
麻 

京
都
府 

滋
賀
県 

三̂
一
里
県 

愛
知
県 

静
岡
県 

岐
阜
県 

長
野
県 

山
梨
県 

福
井
県

石
川
県 

富
山
県

全国弓
207 人/

200.0

150.0

100.0

250.0
射

盘
$
3

が

50.0
新
潟
県 

神
奈
川
県 

東
京
都 

千
葉
県 

埼
玉
県 

群
馬
県 

栃
木
県 

茨
城
県 

福
島
県 

山
形
県 

秋
田
県 

宮
城
県

岩
手
県

青
森
県 

北
海
道



ホームヘルプサービスの利用者数（都道府県総人口に占める利用者数の割合）

（人/10万人）

200.0

〇全国の利用者数 !0. 7万人（人口10万人当たり84人）
〇 都道府県の最大格差 6. 3倍
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入所施設の利用者数（都道府県総人口に占める利用者数の割合）

（人/10万人）

全国の利用者数 !4.!万人（人口10万人当たり11
都道府県の最大格差4.1倍
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3.サービス費用額

〇地域で居宅系サービスを利用する障害者の一人当たり平均費用月額（事業費ベース）は11万3千円。通所サービ 

スの利用割合が高い知的障害の費用額（14万4千円）が身体障害の費用額（11万1千円）に比べ、やや多くなって 

いる。

〇ホームヘルプサービスの費用額をみると、全障害平均で9万4千円。身体障害が12万3千円となっており、知的障 

害6万6千円、精神障害2万5千円、障害児フ万9千円に比べ、大きい。

〇都道府県別に、ホームヘルプサービスの一人当たり平均費用額を比較すると、3. 3倍となっている。
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!居宅系サービス
（円）

居宅系サービス

一人当たり喪用額

身障・知的・精神•障害児 112, 900円 

身体障害者 111,300円
知的障害者 144,000円
精神障害者 34, 600円（※い

障害児 54,100円（※门

160.000

140.000

120.000

2 ホームヘルプサービス（探2）

身障•知的・精神・障害児 94,000円
身体障害者 

知的障害者 

精神障害者 

障害児

122, 600円
65, 800 円
25, 000 円
7& 700 円

〇

100.000

80.000 I

60,000

40,000 -

20,000

112,900

144,000

全障害平均身休障害者知的障害者精神障害者 障害児

（※门 （※门

3入所施設
ホームヘルプサービス

一人当たり費用額

身障•知的 291,800円
身体障害者 331,700円
知的障害者 276, 300円

精神障害者及び障害児の場合、通所施設分は含まれていない

^2居宅系サービス、ホームヘルプサービスともに、移動介護の費用額を含む



居宅系サービスの一人当たり平均費用額

※居宅系サービス:ホームヘルプサービス•ディサービス•ショートスティ・グループホーム•通所施設（精神障害者及び障害児の通所施設分は含まれていない）

（円）

180,000 ；

〇 全国の利用者数 11.3万円（1人当たり）
〇都道府県の最大格差2- 3倍170,000 I- g ------------------------.
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ホームヘルプサービスの一人当たり平均費用額

（円）

〇全国の利用者数 9. 4万円（1人当たり）
〇都道府県の最大格差3. 3倍
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居宅系サービス等の「利用額ごとの利用者数分布」

※居宅系サービス:ホームヘルプサービス•ディサービス•ショートスティ•グループホーム•通所施設（精神障害者及び障害児の通所施設分は含まれていない）

居宅系サービス ホームヘルプサービス

約26. 4万人 釣［〇.フ万人



障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 7.1 〇, 6 資料9

新しい事業体系へ向けた見直しについて



1.新しい事業体系へ向けた見直し（案）
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施設・事業体系の見直し

「〇障害者の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、障害種別ごとに分立した］ 

33種類の既存施設•事業体系を、6つの日中活動に再編。

•「地域生活支援」、「就労支援」といった新たな課題に対応するため、新しい事業を制度化。

• 24時間を通じた施設での生活から、地域と交わる暮らしへ（日中活動の場と生活の場の分離。）。

・入所期間の長期化など、本来の施設機能と利用者の実態の乖離を解消。このため、1人1人の利用者に対し、身

1 近なところで効果的•効率的にサービスを提供できる仕組みを構築。 丿

＜現 行〉 ＜見直し後〉

重症心身障害児施設 

（年 齢 超 過 児）

日中活動 居住支援

進行性筋萎縮症療養等給付事業

身体障害者療護施設

更生施設（身体•知的）

授産施設（身体•知的•精神）

小規模授産施設（身体・知的・精神）

福祉工場（身体・知的•精神）

新

体

系

へ

移

行

球)

精神障害 者 生活訓練 施設

精神障害者地域生活支援センター 

（デイサービス部分）

障害者デイサービス丿

※概ね5年程度の経過措置期間内に移行。

以下から一又は複数の事業を選択

よ介護給付】

① 療養介護
（医療型）

;※医療施設で実施。

② 生活介護
（福祉型）

【訓練等給付】

③ "自立訓練
（機能訓練・生活訓練）

④ 就労移行支援

:⑤就労継続支援

（麗用型:非）8用型），

【地嫌制S支援MJ.-
＜⑥地域活動支粧

施設への入所

又は

居住支援サービス

（ケアホーム、グループホー厶、 

福祉ホー厶）

ノ 3



日中活動サービスの概要

汀リ介置处ー…i

療養介護 生活介護

給付の種類 介護給付

利用者
医療を要する者であって、かつ、常時介護 

を要し、障害程度が一定以上の障害者

常時介護を要する者であって、障害程度 

が一定以上の障害者

サービス内容
療養上の管理や医学的管理の下における 

介護等

入浴、排泄、食事等の介護や生産活動の 

機会の提供等

利用期限 制度上、期限の定めなし

夜間の 

生活の場
、病院

:一； J •-— •

施設入所支援の利用可

4



I------------------------------------------------------ -----------------------------------------

| (2)訓練等給付
I__________ _________ _____________ __ ____ ______________

自立訓練

C効果的にサービスを提供するため、利用者の状況に応じ、通所と訪問を組み合わせ、段階的に実施。］ 
1必要に応じ、施設入所などの利用も可能とする。 J

（機能訓練） （生活訓練）

給付の種類 訓練等給付

利用者

地域生活を営む上で、身体機能の維持・ 

回復等の必要がある身体障害者であって、 

下記の条件に該当する者

① 病院を退院し、身体的リハビリテーション

の継続や社会的リハビリテーションの実施

が必要な身体障害者

② 盲•聾養護学校を卒業し、社会的リハビリ 

テーションの実施が必要な身体障害者

地域生活を営む上で、生活能力の維持•向 

上等の必要がある知的障害者•精神障害者 

であって、下記の条件に該当する者

① 病院や施設を退院、退所し、社会的リハビ 

リテーションの実施が必要な知的障害者•精 

神障害者

② 養護学校を卒業し、社会的リハビリテー 

ションが必要な知的障害者・精神障害者

サービス内容 身体的リハビリテーションの実施等 社会的リハビリテーションの実施等

利用期限 制度上、期限の定めあり

夜間の 

生活の場

地域の社会資源の状況から通所が困難であるなど、一定の条件に該当する場合に、入所 
施設の利用可。
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就労移行支援
就労継続支援

（雇用型） （非雇用型）

給付の種類 訓練等給付

利用者

一般企業への雇用又は 

在宅就労等が見込まれる 

障害者であって、下記の 

条件に該当する者

① 一般企業への就労を 

希望する者

② 技術を習得し、在宅で 

就労等を希望する者

雇用契約に基づく就労が可能と見 

込まれる障害者であって、下記の条 

件に該当する者

① 就労移行支援事業により、一般企 

業の雇用に結びつかなかった者

② 盲•聾養護学校を卒業して雇用に結 

びつかなかった者

③ 一般企業を離職した者又は就労経 

験のある者

就労の機会を通じて、生産活動に係 

る知識及び能力の向上が期待される 

障害者であって、下記の条件に該当 

する者

① 就労移行支援事業により、一般企 

業の雇用に結びつかなかった者

② 一般企業等での就労経験のある者 

で、年齢や体力の面から雇用されるこ 

とが困難な者

③①•②以外の者であって、一定の年 

齢に達している者

サービス内容
一般企業の雇用に向け 

た移行支援等

雇用に基づく就労機会の提供や一般 

企業の雇用に向けた支援等

一定の賃金水準に基づく継続した 

就労機会の提供、〇JTの実施、雇 

用形態への移行支援等

利用期限 制度上、期限の定めあり 制度上、期限の定めなし

夜間の 

生活の場

地域の社会資源の状況から 
通所が困難であるなど、一定の 
条件に該当する場合に、入所施 

設の利用可。

※経過的な措置について、検討。
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施設への入所

給付の種類 介護給付 訓練等給付

利用者

生活介護を受けている者 自立訓練、就労移行支援を受けている者 

であって、次のいずれかに該当する者

■その生活能力から単身の生活が困難な者 

•地域の社会資源の状況から、通所すること

が困難な者

サービス内容
利用者がその有する能力に応じ、自立した 

日常生活を営むことができるよう、夜間に 
おける居住の場等を提供する

利用者が自立訓練及び就労移行支援を効 

果的に利用できるよう、夜間における居住の 
場等を提供する

利用期限 制度上、期限の定めなし 制度上、期限の定めあり

食事提供 事業者が利用者に提供（応諾義務）

7



ケアホーム グループホーム Z

給付の種類 介護給付 訓練等給付

利用者像 介護を要する知的障害者・精神障害者

介護が必要でない知的障害者•精神障害者 

であって、就労又は自立訓練、就労移行支 

援等を受けている者

サービス内容
共同生活の場における日常生活上の世話、 

介護サービス等

共同生活の場における日常生活上の世話 

等

利用期限 制度上、期限の定めなし

住居提供
事業者が利用者に提供（賃貸借契約） 

事業者は、当該物件を賃借•所有の形態で提供できる状態を確保

食事提供 事業者が利用者に提供（任意）

8



2. 見直しの具体的内容（案）
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見直しの主なポイント

i 「各事業ごとに利用者像を明確化
I I
I I
I I
I I

]2.サービスの質を確保するため、事業者に対し、次を義務化
I I

! •利用者ごとに、「サービス管理責任者」による個別支援計画の策定 !
I I

: ・共通のアセスメント項目により、利用者へのサービス内容の継続的な評価 ■
I I
t I
I I
I I

| 3.より低廉なコストで、できるだけ多くの人にサービスが提供されるよう、規制を|

見直し
I I
1 r
I i
I I
I 1

| 4.地域における多様な生活のあり方を確保するため、新たな居住支援サービ|

スを確立
I I
I I
I I
I I
I I
I 1

]5.新事業体系に係る見直しと整合性を図る観点から、現行施設についても見| 

I直し
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1・利用者像の考え方

介護給付!
-■ - 套

□WIT時懼轟觀婷缨姒理跚觀駅驢:螂燃翱s燼釀s感^

訓練等給付

【原則】

障害程度により対象者 

を決定

【特定要因】

--- \ —定の年齢以上といった

___ / 特定の条件に該当する
/ 場合、低い障害程度も対 

象とする

※障害程度で決定 ※年齢を考慮

【原則】

利用希望者は原則対象 

とし、サービス内容に適 

合しない場合は、対象外

対象

（優先順位を支給 

決定段階で判断 

する。）

翩莘
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2.サービスの質の確保

〇サービスの質を確保するため、各事業者にサービス管理責任者を配置し、個別支援計画の策 

定を義務化する。

〇 事業者は利用者ごとに、個別支援計画に基づき、一定期間ごとに継続的な評価を行い、必要に 

応じて計画を見直す。

益ヨ聶孟霊富二＞ 至愿蠹票u＞豐え欝 二"継矗書亦用承ア睦詮迺

~TT72"—…一 一 ・ ……」

サービス管理責任者が全体を管理

【初期状態像の把握】 【到達目樑の設定】」

共通的評価項目 
（標準化•共通化）

個別的抨価項目 

（事業者が設定）

〇利用者個人 

の特性を踏ま 

えた目樑

〇棵準的•共 

通的目樑

;;【各事業所のサービス機能】

厂 ヽI¥1II 〉

J1

H

u

i

1 !

“ーノ

ロ

t

グループホームやケアホームの個別支援計画については、初期状態像のアセスメントの共通化等について、検討。
12



【主な規制の見直し事項】

i (1)地域の多様なニーズに対応

複数の事業を組み合わせて、柔軟に運営する「多機能型」を実施。

(例)一つの施設で生活介護事業や自立訓練事業、就労移行支援事業を組み合わせて実施。

1(2)効率的なサービス提供を促進

効率的な運営を可能とするため、定員の取扱いを柔軟化。

(例)一日の実利用人員が定員を〇％まで上回ることが可能に。

F'(3)利用者の選択を拡大

食事提供や調理業務の外部委託に関する規制を緩和。

13



（1）複数の事菓を組み合わせて実施〜多機能型

〇地域特性を踏まえた柔軟な運営が可能となるよう、複数の日中活動サービスを実施する多機能 

型お・認める
〇複数の专業の利用人員を合計し、社会福祉法に定める最低利用人員を満たしていれば良いこと 

とする。

〇 一定の設備等について共用可能とする。

〇サービスの質を確保するため、事業別に最低利用人員の基準を設けるとともに、原則として事業 

単位でサービスを提供。

•:♦ヽ■ ” ゝ 'ノ 、ノ2 〇. 3 ♦ ♦ ゝ ・ *x ヽ « 小 'ゝ・ ' へ '

既存施設

同
一
の
施
設
に
混
在
し
て
い
る

・常時保護を要する重度の障害者

・地域生活へ移行するために訓練 

が必要な者

•適切な訓練により一般企業等への

J就労移行が可能な者

自立訓練事業（最低利用人員y人） 

職員配置〇:1 
必要な設備等

・炊事、洗濯、掃除等日常生活を送るために必要な設備 

•面接室

就労移行支援事業（最低利用人員z人） 

職員配置△："!

必要な設備等

・作業場 •休憩室等

14



(2)定員の取扱いの柔軟化

〇サービス量に応じた利用者負担の導入等を踏まわ 利用実態に即した支払方式(日払い)に改め 

るとともに、定員の取扱いの柔軟化を図る。

見直しの内容...... 現行の取扱い

【
定
員
の
取
扱
い
】

:〇 月払いとしている結果、定員 !

1 を超えて、利用予定者を受入れ ;

i ることが認められていない。 [

* J
! -利用者が休むと、実利用人員は、 ;

} 必ず定員を下回ることとなり、施 7
！ 設の利用効率が低い。 !
[ :'

;〇 災害等やむを得ない事情があ [

: る埸合を除き、定員超過を認め ?

J ていない。 1
:※定員:「同時にサービスの提供を受ける! 

! ことができる利用人員/日」 [

!〇定員を超えて利用予定者を受け入れ ;

！ ることを可能とする。 !

: ※給付の支払方法が月払から日払へ変更することに 1
; 併せて実施。 ;

: I

!〇 一定期間の平均実利用人員が定員を下 1 
! 回っていることを前提に、一日当たりの実 【

! 利用人員が定員を超過してる場合でも、  !

! 時的なものとして認める。 1

! 〇日払い化に伴い、土 ・日曜を含め、積 1
! 極的なサービス提供が実施されること 1
! が期待される。 1

15



(3)食事の提供方法等に関する見直し

〇利用者の希望やニーズに合った多様な食事を確保するとともに、効率的な食事提供を進めるため、 

施設外調理による外部委託の容認など、現行の規制を見直す。

現行の取扱い

! 〇入所施設及び通所施設は、1： 

: 利用者に対して食事を提供し［ 

: なければならないこととされ 1 
i ている。 !

I I

:〇 調理業務について、外部委!
■ 託を行う場合には、施設内調:'

! 理室を使用すること等を要件

! としている。
【通所施設】

〇食事の提供は、事業者の任意とする。(食事

の提供の有無に係る事前説明は義務)

〇通所施設において調理員を配置し、食事を 
提供する埸合について、3年間の経過措置と 
して、調理員の人件費について報酬上評価。

16



4.新しい居住支援サービスのあり方

（1）事業者によるサービス提供体制

〇事業者のサービス提供に係る責任を明確にするとともに、ホームヘルプ等外部のサービスを 

利用する場合のルールを整理。

【現 行】 【基本的な仕組み】

〈グループホーム・ケアホーム〉〈グループホーム〉

ホームヘル/ヾー

〈世話人〉

利用者が個別に 
サービスを利用

グループホーム事業 

者の外部委託により 
サービスを利用

〈世話人〉

ホー厶ヘルパー

:"サー Eスの質の; 
一確（暑が一脆弱ーー」

!責任関係が曖昧:

事業者

サービスの質の

・確保イj制を確立

外部委託

（責任関係が明確）

事業者
サービ犬管理責住者

（処遇内容の評価・実施計画を管理）

責任者を特定することにより、法人の責任を明確化

※責任関係が曖昧ならないよう外部委託できる範囲の明確化を図る。
17



(2)世話人1人が担当できる埸の数

〇住居ごとに指定する仕組みを改め、世話人1人が複数の住居を担当することを認めることによ 

リ、障害者の居住の場を拡大。

- ” 'ハ,几:ム ,

グループホーム②

道

路

利用者Aさん 

利用者Bさん

グループホーム①

利用者Cさん 

利用者。さん 

利用者Eさん 

利用者Fさん

世話人1人

グループホー厶④

道

路

グループホーム③

世話人1人

利用者Kさん 

利用者!・さん 

利用者Mさん

利用者Gさん 

利用者Hさん 

利用者Iさん 

利用者Jさん

※複数箇所で従事する場合の時間・距離については要検討

18



(3)状態の違う者の同居に係る考え方

〇入居者の状態に応じた適切なケアを確保する観点から、ケアホームを制度化。

〇事業者による責任あるサービス提供体制の構築を前提。

〇適切な介護体制が整っているケアホームにおいては、介護が必要でない者の受入れを可能 

とする。(介護体制が整っていないグループホームにおいては、適切なサービス提供の観点か 

ら、介護が必要な者の受入れは認めない。)

19



(4)新たな居住支援を確立するための課題

①身体障害者に係るグループホーム

〇共同生活による、生活上の一定の 

縛りやプライバシーの問題がある。

〇地域で自立するための住まいの 

確保という観点から必要である。

〇高齢の身体障害者を含め、新たな 

入居者が見込まれるが、身体障害に 

係るこれまでの住宅施策等との整合 

性に欠ける。
•身体障害着の公営住宅の利用 

・特養、有料老人ホーム等の利用

〇極めて重度の障害者に対して、 

効率的な処遇ができる。

〇身体障害者療護施設等の施設 

から地域へ移行した方など、地域 

で自立した生活を支援する観点 

から、必要である。

20



②グループホーム等の規模・立地等

慎重に検討すべきとの意見 必要性があるとの意見

〇1カ所で20人程度のミニ施設のよう 

なものは、入所施設と同じようなもの 

であり、認めてはいけないのではない 

か。

〇利用者が、既存の社会資源を活 

用しながら安価に住宅の利用するた 

めには、大規模であっても社宅等を 

グループホームとして活用できるよう 

にすべきではないか。

〇入所施設や病院の敷地内のグルー 

プホーム等は、入所•入院と変わるこ 

とはなく、認めるべきではないのでは 

ないか。

〇新設等を前提とした事業運営は、家 

賃の高騰等の要因となり、効率的な運 

営を阻害しているのではないか。また、 

特に、利用者等に資金を求めてグ 

ループホーム用の住宅を建設したりす 

ることは、当該利用者をグループホー

〇現実に、既存住宅の利用を図るこ 

とが困難な中で、建物を新築したり 

することはやむを得ず、この場合に 

自らの敷地を利用することを否定で 

きないのではないか。

〇現在のグループホームの普及状 

況等を踏まえると、事業者自らがグ 

ループホー厶等に供する住居等を新 

築することを否定することはできない 

のではないか。

ムから単身生活に移行させる制約とな 

るのではないか。
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5.施設訓練等支援費の見直しについて

1.基本的考え方

平成18年4月からの利用者負担等の導入及び平成18年10月からの新たな事業体系への円滑な 

移行を図るため、現行の支援費対象施設等の報酬体系を見直す。（18年4月実施予定）

2.具体的な改定内容

!〇報酬設定に当たっては、平均的な費用を勘案した上で、直接的なサービス提供に係る人件［ 

!費や減価償却費、報酬請求事務等の間接的なコストについて、賃金、物価、支援費経営実態!

|調査の結果や全体の財政状況、他分野の動向等を踏まえた見直しを行う。

① 「月払い方式」から「日払い方式」への転換

② 現行規制の見直し（例:定員の取扱いの柔軟化）

③ 加算単価についての見直し

※福祉工場等支援費対象外施設についても、支援費対象施設の見直しと整合性の図れた 

運営費体系とする。
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3.今後の検討の進め方
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今後の挨討について

1•主な検討課題

（〇利用者像について

•障害程度区分に応じた利用者像の範囲の明確化

〇サービス内容について

•利用者の状態やサービスの機能に応じた標準的な個別支援のプログラム

•人員配置、運営等に関する基準

•効率的にサービスの成果をあげていく工夫

〇報酬体系について

・新しいサービスの機能に即した評価のあり方

•サービスの質や実績を反映する仕組み

2.検討の進め方

〇年末までに、利用者像、報酬体系のあり方等を整理 

〇来春までに、具体的な運営•人員基準、報酬等を設定

24



い医療観察法の施行について（17.10.3現在）
障害保健福祉関係主管課長会議

H17・ヽ0. 6 資料1〇

【新たな処遇決定手続の創設】

〇精神保健判定医名簿•精神保健参与員候補者名簿の提出

処遇事件毎に精神保健審判員等を選任するために必要となる名簿を最高裁及び各地裁に対し提出済み

〇鑑定入院を引き受ける医療機関リストの提出

施行に際して必要な医療機関のリストについては所管である法務省及び最高裁に対し提出済み 

【対象者の処遇施設の整備】

〇指定入院医療機関の確保（別紙1）
•国立精神•神経センター武蔵病院について本年7月15日、独立行政法人国立病院機構花巻病院は 

本年10月1日付けで指定入院医療機関として指定

■国関係では精神専門病院である14か所全てを整備する計画、都道府県関係では1か所が計画中

〇指定通院医療機関の確保（別紙2）
施行に際して必要な医療機関数は確保したが、今後も確保が遅れている都道府県は個別に対応

〇入院している者に対する行動制限等に関する基準

行動制限の内容や処遇についての基準を精神保健福祉法と同様の内容で告示済み

〇処遇改善請求制度の実施に向けた準備

処遇改善請求に対する審査を行うため、社会保障審議会に「医療観察法部会」を設置 

【退院後の体制の確立】

〇地域における連携体制の確保

全都道府県から、保護観察所と都道府県が共同して作成する地域における運用の細則が提出された
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事 項 指定数等 備 考

〇精神保健判定医名簿 

の提出

推薦数415 H16.ll.1提出

〇精神保健参与員候補 

者名簿の提出

推薦数404 H16.ll.1提出

〇鑑定入院を引き受け 

る医療機関リストの提 

出

提出数188 つ国関係 14ヽ

・都道府県関係 28
こ民間等 146 ノ

〇指定入院医療機関の 

確保（国関係）

•指定済 2か所
•整備中 1か所
•設計中 1〇か所

〇指定入院医療機関の 

確保（都道府県関係）

前向きに検討中 2都道府県
か所は予算計上済

〇指定通院医療機関の 

確保

指定数214 「・国関係 8ヽ

•都道府県関係 37

ご民間等 169 ノ
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ヽ

¢7

北陸病院 
（18.2月開棟予淀）

指定入院医療機関の整備計画

北海道・東北

0

関東甲信越
夕

整備目標24〇〜270床

東海・北陸

中国•四国 整備目標90床

「后羸:
武蔵病院:|

（n.7.i5指定;）J

•国関係120床 -1か所指定

-♦4か所設計中

•県関係120~150床一〇か所

整備目標90床_________

•国関係30床-1か所設計中 

•県関係60床—1か所計画中

整備目標90床________

•国関係30床-1か所指定

•県関係60床か所

•国関係75床-1か所建設中

-2か所設計中

•県関係15床-0か所

〇整備目標数 全国で700床程度 

〇国関係 240床（1/3）
〇都道府県関係480床⑵3）

約350床（約1/2） 
約370床（約1/2）

九州 近畿

整備目榛90床 整備目標120~150床

•国闘係60床-2か所設計中 

flか所調整中

•県關係30床-0か所

•国関係30床 -1か所設計中

・県関係9〇〜120床-0か所
一"

〇〇 

〇

（別紙1）

厂国関係の整備状況 

■I指定 

血建設中 

ぬ設計中

60床
30床 

255床
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2.指定入院医療機関の整備等の方針について

1国立•独立行政法人国立病院機構病院について、国・都道府県の整備割合を見直し、 
指定入院医療機関の整備を一層強力に推進する。

【整備割合の見直I】
•总関係（国立、（独）国立病院機構） 約240床-約350床（約1/2）

・都道府県関係 約480床-約3フ〇床（約1/2）

2都道府県立病院についても、対象者の社会復帰の促進を図るためには可能な限り各 

地域で医療が受けられるようにすることが重要であることに鑑み、原則全ての都道府県 

において整備を目指す。

【病棟等の規模】
人口規模の小さい都道府県等においても適切な病床数を指定入院医療機関として設置できるよう、 

15床〜3〇床の病棟に加え15床未満の病棟も認めるよう検討。（参考:9/30ハブリックコメント掲載資料）

都道府県においては、人口;規模にかかわらず、今凝集降順次、訪問等により指定入院 

医療機関の整備について要請することとしてい瑟のぜ;、輻鏗検註されるようお願いする。
M臥!;羸 则よ論恥” ■&诫闌麻枫淼岫撫谯鴻^も沁・妙嚥・』《・剛1斛綿做盘・黴 曲 詁齡 2 關摩曲み曾的拧鑰ト -• ”證嵋童処卑^^石もJ专富"A［ゝ

指定入院医療機関は原則全ての都道府県において釁備を目脂す方針であることから、 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第下9条鋼洌;;:規痣或る都道府県立精神病院 
を未だ設置してない都道府県については、あらためて瑟の設置に向けた検討を行うようお

—5 一



（参考）

基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等の一部改正に関する御意見募集につ 

いて

平成17年9月3〇日 

厚生労働省障害保健福祉部精神保健福祉課

1.趣旨

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律におけ 

る指定入院医療機関について、小規模の病棟による実施や身体合併症の治療を要する入 

院対象者の対応等の観点から、14床以下の病床からなる病棟の規格を設けることを検 

討しております。

そのため、別紙のとおり、基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等の一 

部改正を行うにあたり、御意見を募集します。

なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

2 .意見の提出期限、提出方法及び宛先

平成17年10月27日（木曜日）（必着）までに、下記様式により、電子メール、 

郵便又はファックスにてお寄せください。

なお、提出していただく電子メール、郵便及びファックスには、必ず「基本診療料及 

I び医療観察精神科専門療法の施設基準等の一部改正について」と明記してください。

6
1 〈電子メールの場合〉

seishin@mhhv.go.jp （なお、テキスト形式にて作成願います。）

〈郵便又はファックスの場合〉

〒10 0 — 8916 ファックス:03-3593 — 2008

東京都千代田区霞が関1—2 — 2

厚生労働省障害保健福祉部精神保健福祉課

〈記入項目〉

［宛先］厚生労働省障害保健福祉部精神保健福祉課

［氏名］（貴方の所属（会社名•部署名）を併記してください。）

［住所］

［電話番号］

［F A X番号］

［意見］該当箇所（資料のどの部分についての意見かを明記してください。）

意見内容

理由（可能であれば、根拠となる出典を添付又は併記してください。）

3 . 意見の提出上の注意 

御意見は日本語でお願いします。

なお、寄せられた御意見が公開されることにつき、あらかじめご了解願います。



別紙

基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等の一部改正について

1.告示等の改正内容

〇 次のとおり、基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等の一部を改正する。

(1)指定入院医療機関について、14床以下の病床からなる病棟に係る基準を定める。

(2 )その他所要の規定を設ける。

2 施行期日

これらは、基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等の一部を改正する告 

示の公布の日から施行するものとする。
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（別添）

指定入院医療機関が満たすべき事項（案）

現行の基準の概要 14床以下の病床からなる病棟に係る基準（案）

医師 当該病棟の医師はで過半数が常勤。 同左。

精神保健 

指定医

当該病棟に常勤精神保健指定医1名以上。 

医療機関に常勤精神保健指定医2名以上。

同左。

看護師 当該病棟の常勤看護師は4名+ 1:1.3以上。 当該病棟の常勤看護師は1:「3以上。

（看護職員3:1以上（うち4割以上が看護師）の 

病棟の一部に設置することとする。）

コメディカ 

ル

当該病棟の常勤「作業療法士+精神保健福 

祉士 +臨床心理技術者」は1名+5:1以上。
同左。

ただし主として身体合併症の治療が必要な入院 

対象者に対し当該治療を行う旧総合病院等の 

病棟についてはこの限りでない。

薬剤師 医療機関に医療法施行規則（昭和二十三年 

厚生省令第五十号）第十九条第一項第三号 

に定める薬剤師の員数以上の員数が配置さ 

れていること。

同左。

管理体制 入院対象者入院医学管理を行うにつき十分な 

体制が整備されていること。

同左。

構造設備 入院対象者入院医学管理を行うにつき十分な 

構造設備を有していること。

同左。



平成17年1〇月6日

7月22日全国会議へ提出された質問事項（制度改正関係）について

（注）7月22日の全国会議に地方自治体から提出された主な質問事項（制度改正関係）について、現段階の考え方を整理してまとめたもの。

分類 質問の内容 現段階の考え方

自立支援医 

療

①精神通院公費の経由事務において、申請者の労力の軽 

減を図るため、本人が提出する所得確認資料に代えて、 

本人同意のうえで市町村が職権で所得確認し、県に進達 

することとしてよいか。

① ご指摘の取扱いで差し支えない。

②精神通院公費に係る医療機関の指定は、都道府県の精 

神保健審議会に部会を設置し、指定決定することになる 

のか。

② 都道府県、指定都市が指定自立支援医療機関を指定するに当たり、ご指摘の都 

道府県の審議会を経る必要はない。

③支給認定の際に、申請者が税において未申告である場 

合、障害福祉サービスと同様、非課税とみなしてよいか。

③ 精神通院医療については、従来より所得把握を行って来なかったこと等を勘案 

し、当分の間、ご指摘のような取扱いとして差し支えない。

④指定自立医療機関について、「合理的な理由がある場 

合に、複数の医療機関を選定する場合があり得る」と示 

されているが、合理的な理由について例示してほしい。

④ 例えば、日常の診療（診察及び投薬）はかかりつけの医療機関で行い、定期的 

（例えば半年に一度）な精密検査を連携する遠方の専門病院で行う場合などを想 

定している。

⑤精神保健福祉手帳を所持している者は、「重度かつ継 

続」として扱うことはできないか。

⑤ 「重度かつ継続」は一定の所得がある方であっても、医療上の必要性から継続 

的に相当額の医療費負担が発生する方に対して負担軽減措置を講じる仕組みであ 

ることから、精神保健福祉手帳の所持をもって「重度かつ継続」に該当するとす 

る取扱いはできない。

新支給決定 

手続き

①障害程度区分は支給決定通知書や受給者証に記載する 

のか。

①記載する方向で検討している。

②これまで示されてきた新支給決定のフロー図による 

と、サービス利用の意向聴取については、障害程度区分 

の認定を経た上で行う流れとなっているが、この方法で 

は支給決定に時間を要すため、アセスメント調査と同時 

並行的にサービス利用聴取を行うことはできないか。

②適切な支給決定とサービス利用が行われるようにするため、利用者の実態に即 

した対応がとられる必要があり、実態として、アセスメント調査とともにサービ 

ス利用の意向聴取を行うことも可能と考える。

1



分類 質問の内容 現段階の考え方

新支給決定 

手続き

③ 障害程度区分認定において、一次または二次判定の結 

果、「非該当」・「自立」と認定された場合、自立支援法 

案で利用可能なサービスはないのか。また、地域生活支 

援事業においても、上記の者は対象者から外れるのか。

③介護給付にかかる障害程度区分認定により、給付が必要のない障害程度区分に 

該当すると認定された場合であっても、訓練等給付の受給は可能である。

訓練等給付の支給決定については、アセスメント結果を点数化して、支給決定 

時の優先度を判断する参考指標という内容のものを考えている。

また、地域生活支援事業については、障害程度区分の認定を必要としない。

したがって、現在、支援費のサービスを利用されている方については、介護給 

付、訓練等給付、地域生活支援事業を必要に応じて組み合わせながら、一人一人 

の障害者の状況に応じて、適切なサービスを受けることができるようになると考 

えている。

なお、18年9月末時点で支援費対象施設に入所している者については、法の 

施行により生活の場を失うことがないよう、当該施設に引き続き入所している間 

は給付を受けることができる規定を設けている。

④ アセスメント（訪問調査）時の人員について、介護保 

険と同様に調査員が1名で行うのか。

④ 原則として、1名の調査対象者につき、1名の認定調査員が調査を行うことを 

考えているが、コミュニケーションがうまく図れない場合などは、手話通訳者な 

どが同行することもあり得ることから、今後認定調査に係るマニュアル等でお示 

ししたい。

⑤ 指定相談支援事業者の指定は18年1〇月からとなる 

が、居宅系の新支給決定手続きは、!8年9月末までに 

行わなくてはならない。18年9月末までの間の認定調 

査については、事業者に行わせることはできないが、ど 

うすれぱよいか。

⑤ 相談支援事業者の指定基準は、他の新事業に係るものと同様に、来春頃に公布 

することを予定しており、指定はそれ以降に行われることとなる。18年9月末 

までの間については、短期間に多数の者を対象として調査を行うことが必要であ 

ることから、認定調査員の要件を満たす既存の相談支援事業者の職員等を、市町 

村の嘱託職員として活用するなどの方法も考えられる。

⑥ 支給決定プロセスにおける認定調査業務については、 

指定相談支援事業者に委託することができるとされてい 

るが、調査結果の客観性•公平性を保っため、特定の事 

業者のみに委託することとして差し支えないか。

⑥ 認定調査には、高い専門性と中立•公平性が求められることから、その委託を 

受ける相談支援事業者は、単に都道府県知事の指定を受けただけでなく、市町村 

から相談支援事業の委託を受けていることが必要と考えている。

⑦ 介護保険の要介護認定では、介護保険法第2 7条第1 
4項により標準処理期間が設けられているが、障害者自 

立支援法に基づく障害福祉サービスの支給決定について 

は、標準処理期間が設けられないのか。また、設けられ 

るとした場合、みなし支給決定にも適用されるのか。

⑦標準処理期間については、行政手続法第6条の規定により市町村が定めること 

になる。
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分類 質問の内容 現段階の考え方

新支給決定 

手続き

⑧ 現在、移動介護のみを受給している者については、新 

支給決定を受ける必要はないと考えるがどうか。

⑧ お見込みのとおり。外出介護は 平成18年4月から9月末までの間の経過的 

な障害福祉サービスであり（18年1〇月以降は地域生活支援事業の移動支援に 

移行）、18年1〇月以降は介護給付等の対象とならないため新支給決定は不要 

である。

なお、行動援護や重度訪問介護のサービスを希望する者については、新支給決 

定が必要となる。

⑨ 支給決定の効力は申請時に遡及されないが、申請から 

支給決定までの間に家族状況や身体状況の変化などによ 

リ緊急にサービス利用が必要となった場合はどうなるの 

か。

⑨自立支援法においては支給決定は申請時まで遡及しない取扱いとしておリ、緊 

急その他やむを得ない理由によりサービスを利用した場合は、市町村が法案第3 
〇条に定める特例介護給付費等を償還払いにより支給することとなる。

なお、できるだけ支給に係るトラブルを回避するため、サービス利用時に市町 

村に相談してもらうような運用を図ることが望ましいものと考える。

障害福祉サ 

ービスの利 

用者負担

① 高額障害福祉サービス費及び補足給付費について、自 

治体は、平成17年度の予算措置（補正予算の対応）を 

行う必要があるのか。

① 自立支援法案の廃案に伴い、施行時期が18年4月1日と変更になったことに 

伴い、見直しに伴う予算措置については17年度においては行う必要はない。

② 月額上限額の世帯認定と、高額障害福祉サービス費、 

個別減免の世帯認定とは、同じ世帯認定を行うのか。

② お見込みのとおり。

③高額障害福祉サービスの合算をする場合の世帯の範囲 

について、住基の範囲との説明があったが、税法上、健 

保上扶養としない特例を選択した場合も合算範囲は住基 

の世帯となるのか。

③ その場合は住基の世帯ではなく、選択した特例の世帯により、世帯認定を行う。 

なお、介護保険の負担上限額が障害福祉サービスの上限額より高くなる場合に 

は、一定の調整を行う考えであるので、今後検討し、お示ししたい。

④施設入所者について、住民票を入所前居住地から施設 

に異動していない場合があるが、その場合も単身世帯と 

して扱うことでよいか。

④生活の本拠が施設にある場合は、住民基本台帳の趣旨に照らし、住民票を施設 

に移していただいた上で、単身世帯として取り扱うこととなる。

⑤同一住居でありながら住民票上別世帯である場合は、 

扶養控除、健康保険の被扶養者認定を受けていたとして 

も、世帯認定上は別として扱うのか。

⑤別世帯として扱う。
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分類 質問の内容 現段階の考え方

障害福祉サ ⑥ 平成18年1月から9月までは、現行法の施設訓練等 ⑥負担上限額管理は、法律上、別の扱いとなる。

ービスの利 

用者負担

支援費と自立支援法の介護給付費等が併存するが、この 
場合

・負担上限額はそれぞれ管理するのか。

•高額障害福祉サービス費の支給にあたっては、両者 

は合算されるのか。

高額障害福祉サービス費の支給にあたっては、合算する。

⑦障害児の負担上限額区分を認定する際、父母がいる場 

合は、どちらの収入で決めるのか。

⑦制度の趣旨から、収入が多い者の方で認定することとなる。

⑧特例介護給付費等についても、利用者負担の月額上限 ⑧特例介護給付費等については、介護給付費等において適用される利用者負担の

額の適用はあるのか。 月額上限額は適用されず、法律上は、償還払いの高額障害福祉サービス費により 

上限額が設定される。なお、特例介護給付費等及び高額障害福祉サービス費は、 

制度上、償還払いとなっているが、運用上、受領委任方式により、現物的な給付 

とし、上限額管理を行うこととして差し支えない。

⑨ 世帯の認定について、例えば、住民票上は同じ世帯で 

あるが、配偶者と長期にわたり別居中である場合や、多 

額の負債に追われ、住民票は配偶者と同一世帯であるが・ 

実際は単身世帯となっている場合なども、住民票に基づ 

き世帯認定を行うこととなるのか。

⑨世帯の認定については、住民基本台帳の趣旨に基づいて判断することとなる。

⑩ケアホーム利用者の利用者負担の認定は、グループホ 

ームと同様に考えるのか、それとも施設入所者と同じと 

考えるのか。

⑩ グループホームと同じ扱いとなる。

⑪ 7月22日全国課長会議資料1一2のP4の中段

「（略）扶養控除をはずすことについての誓約書をとる 

ことにより…（略）」の取扱いについて、その後扶養控 

除をはずさなかった場合の扱いはどうするのか。

⑪以後、特例を認めないという取扱いになると考えている。

-4 -



分類 質問の内容 現段階の考え方

障害福祉サ 

ービスの利 

用者負担

⑫ 同一利用者が社会福祉法人（社会福祉法人滅免有り） 

とそれ以外の事業者からホームヘルプサービスを受けて 

いる場合、利用者負担上限額管理上はどのように算定す 

るのか。

⑫ご質問の様な場合の利用者負担の上限額管理においては、原則として社会福祉 

法人減免適用後の社会福祉法人によるサービスに係る利用者負担額と、それ以外 

のサービスの利用者負担額を合算することとなる。

⑬収入について、6. 6万円を超える部分については、 

収入の種類により負担割合が異なるが、同一の利用者に 

稼得等収入とその他収入がある場合、収入認定はどちら 

の収入を優先して充てていくのか。

⑬6. 6万円までの収入に充てる場合については、「稼得等収入」から充てる。 

なお、必要経費を控除する場合には、まず、「その他収入」から控除した上で 

必要経費が「その他収入」を上回る場合は、超える部分を「稼得等収入」から控 

除する。

⑭知的障害者の施設に入所している者の公費負担医療の 

廃止については、国から通知等発出されるのか。

⑭法案成立後、関係通知を発出する予定である。

なお、医療保険に加入していない入所者については、国保等への加入手続きを 

とるよう働きかけていただきたい。

⑮利用者負担額計算の過程において生じる端数はどのよ 

うに処理すればよいのか。

⑮利用者負担額の計算過程において生ずる端数の処理方法については現在検討中 

であり、追ってお示しする予定である。

⑯ 社会福祉法人減免は、公立施設（社会福祉法人に運営 

委託、または指定管理）も対象となるのか。

⑯ 介護保険制度と同様、社会福祉法人のみならず、公立施設におけるサービスに 

ついても対象となる。

⑰ 高額障害福祉サービス費の支給について、償還払い方 

式ということであるが、

（1） 本人からの支給申請を待って償還を行えば足りるの 

か。

（2） それとも市町村において負担額の管理システムを構 

築し、該当者に対して申請するよう促す必要があるのか 

（1）、（2）いずれの扱いすればよいのか。

⑰高額障害福祉サービス費の支給については、本人からの申請に基づき償還して 

いただくものであるが、市町村において（2）の扱いとすることも差し支えない。

⑱ 施設入所者については、18年1月に利用者負担の見 

直しを行い、また18年4月において支給決定の更新を 

行うこととなるが、自治体の事務負担軽減のため、18 
年度においても7月の所得の見直しは行わなくてもよい 

こととする扱いとはならないか。

⑱18年度についても、市町村の事務負担軽減の観点から7月の所得の見直しを 

行わない方向で検討中。
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分類 質問の内容 現段階の考え方

不服審査 ①障害者介護給付等不服審査会の構成メンバーはどのよ 

うな者を想定しているのか。

①不服審査会の委員は、人格が高潔であって、介護給付費等に関する処分の審理 

に関し公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、障害者等の保健又は福祉に 

関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命することとしている。 

職種については、市町村審査会と同様、特に限定するものではないので、法律 

上の要件、3障害のバランス等を勘案して各都道府県において適宜判断願いたい。

②介護給付等についての審査請求は、支給決定の内容（給 

付額やサービスの種類・量）に関しての不服が対象であ 

り、「障害程度区分」は対象とならないと考えてよいか。

② 障害程度区分の認定は、それ自体独立した行政処分であり、支給決定の勘案事 

項の一つとして介護給付費等に係る処分に当たるので、都道府県知事への審査請 

求の対象となる。

事業体系・ 

サービス内 

容（現行を 

含む）

①衆議院の付帯決議において、小規模作業所の障害福祉 

サービス体系への位置づけを求められているが、どのよ 

うな位置づけを考えているか。またその場合、法人格を 

求めることを考えているのか。

①今回の改革においては、既存の施設や事業について、その機能に着目し、就労 

移行支援、就労継続支援、生活介護、地域活動支援センター等の事業に再編する 

こととしているが、良質なサービスを提供する小規模作業所についても、計画的 

にこれらの事業に移行していただき、自立支援法に基づく事業所となるものと考 

えている。

なお、再編後の新事業は、第2種社会福祉事業として位置づけることとしてお 

り、社会福祉法人、NPO法人等の法人格が必要となる。

② 障害者就業•生活支援事業及び知的障害者生活支援セ 

ンター運営事業については、18年度以降はどのように 

取り扱われる予定か。

② 障害者就業•生活支援センターは、自立支援法施行後は地域生活支援事業に位 

置づけることとしているが、その役割は変わらず、引き続き障害者の就業面・生 

活面での一体的な支援を行うものであり、法に規定する就労移行支援事業や就労 

継続支援事業の利用者が活用するものと考えている。

知的障害者生活支援事業については、今回の見直しにあわせて廃止することと 

し、3障害をあわせた相談支援事業として地域生活支援事業の中で再編する方向 

で、予算編成過程において検討する。

③精神障害者社会復帰施設（精神障害者地域生活支援セ 

ンター含む。）については、5年間の移行経過措置が設 

けられているが、旧体系のままの施設については、この 

経過措置期間内においては、現行どおり（利用者負担、 

財政負担、大都市特例等）の内容と考えてよいか。

③ 経過措置の対象となる施設についての取扱いは、お見込みのとおりである。 

なお、障害者自立支援法案附則第51条において、経過措置対象施設について 

は、精神保健福祉法に規定する精神障害者社会復帰施設のうち政令で定めるもの 

を除くとされているところであり、具体的な経過措置対象施設の範囲については、 

今後検討していくこととしている。
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分類 質問の内容 現段階の考え方

運営基準、 

報酬

① 新体系移行後の施設（入所）においては、夜間のケア 

と日中のサービス（就労移行支援ほか）に分けられるが、 

当該施設の入居者（夜間の宿泊でケアを受けている者、 

住居部分）は、

（1） 同じ施設の日中サービス

（2） 別の施設の日中サービス

のいずれかを選択できると解してよいか。

① お見込みのとおり。

事業者指定 ① 事業者指定について、国において施行細則準則を示す 

予定があるか。

①事業者指定規則の参考例（様式含む）を施行準備に支障がない時期までにお示 

ししたいと考えている。

②精神障害者のグループホームで、法人格を持たないが、 

市長が特に認めた任意の団体が運営するものについて 

は、新法においては指定事業者の対象とならないのか。 

対象とならない場合は、期限を決めて法人化への移行 

を促す等の救済措置がとられるのか。

②現行精神障害者居宅サービス事業者については、平成18年4月1日に指定障 

害福祉サービス事業者としてみなし指定される範囲を今後省令で定めることとし 

ているが、指定障害福祉サービス事業者は、法人格を有することを指定要件とし 

ていることから、少なくとも法人格を有しない事業者については、みなし指定の 

対象外とする方針である。したがって、現行において法人格を有しない精神障害 

者のグループホームについては、共同生活援助へ移行できないこととなるので、 

施行までの間にNP〇等の法人格を取得するよう、働きかけをお願いしたい。 

なお、法人化のための経過措置期間を設けることは考えていない。

審査支払シ ①障害者自立支援法施行に伴い、自治体では現行のシス 

テムを改修する必要があるが、改修費用について国から 

の補助はあるのか。

① 平成18年度概算要求において、障害者自立支援法案の施行準備に対する補助金 

を要求しているところであり、システム改修費用についても、当該補助金で行えるよう 

考えている。

② 19年1〇月に実施される全国共通システムについ

て、当該システムで処理される範囲はどのようなものに 

なるのか。

②全国共通のシステムにおいて対応する支払事務の範囲については、原則、介護 

給付費及び訓練等給付費を想定しており、その他については検討中である。
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分類 質問の内容 現段階の考え方

地域生活支 

援事業

①地域生活支援事業となる移動支援は、現行支援費制度 

において単価設定されている「身体介護を伴わない場合」 

のものが移行することとなるのか。（「身体介護を伴う場 

合」のものは、新体系の重度訪問介護等に移行するもの 

と考えるが。）

① 現行の単価区分により移行する者としない者を区別するものではなく、重度訪 

問介護や行動援護等の個別給付対象者以外の者に対する移動介護はすべてが地域 

生活支援事業に移行するものである。（重度訪問介護等の具体的な対象者像につ 

いては、検討中）

その他 ① 障害者自立支援法第7条（他の法令との給付調整）の 

中で「（略）当該政令で定める定める給付以外の給付で 

あって国又は地方公共団体の負担において自立支援給付 

に相当するものが行われたときはその限度において、行 

わない。」とあるが、『国又は地方公共団体の負担におい 

て自立支援給付に相当するもの』とは具体的にどのよう 

なものを想定しているのか。

① 例としては、国家賠償法に基づく賠償として、自立支援給付と同趣旨同内容の 

給付が行われる場合などが想定される。

②障害児（者）地域療育等支援事業の交付税措置先はど 

のようになるのか。

②本事業のうち、基礎的な相談支援に係る分については、措置先を都道府県から 

市町村に変更し、障害児の療育支援に係る分については、従来どおり都道府県に 

措置するという方向で、総務省と調整する予定。

③精神障害者を年度内に成年後見利用支援事業（国庫補 

助事業）の対象とする予定はあるか。

③ 精神障害者に対する成年後見に係る利用支援については、障害者自立支援法に 

基づく地域生活支援事業において市町村が行う権利擁護関連事業の一環として行 

うことを予定しており、平成18年度予算に向けて、現在具体的な支援の在り方 

について検討しているところである。
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福祉サービスの利用者負担の見直しに係る様式例について

法案成立後、市町村において福祉サービスの利用者負担の見直し手続 
を円滑に進められるよう、手続に用いる様式例を作成したので、活用さ 
れたい。
様式は標準的な例であり、各市町村においては、現在使用している様 

式をベースにして、適宜修正を加えても差し支えない。
なお、手続を進めるにあたっては、管内の利用者及び事業者•施設に 

は、必要な手続きや受給者証の提示を受けた際の留意事項等について、 
十分な説明をお願いしたい。

今回提示した様式の考え方は、次のとおりである。

1様式の使用対象期間

今回お示ししたものは、当面活用を急ぐものとして、平成18年4 
月分から9月分までの利用者負担の決定等に使用する様式であるこ 
と。
具体的には、次のとおり。

〇 現行サービス利用者（18年3月までに新たにサービス利用する 
場合を含む。）に対する18年4月分からの利用者負担決定（18 
年4月分から9月分までの支給決定はみなし決定）

〇18年4月分から9月分までの旧体系サービスに係る支給（変更） 
決定と利用者負担（変更）決定

探 18年3月分までは、現行支援費様式を使用
探 18年1〇月分からの支給決定と利用者負担決定に使用する様 
式は、後日（年内を目途）提示する予定。

2作成の考え方
（1） T8年1〇月分からは、事業の再編や支給決定手続の見直しに伴 

い、市町村における事務処理システムや諸様式も相当の修正を要す 

ると見込まれることから、18年4月分から9月分までは、市町村 
のシステム改修等に係る負担をできるだけ軽減する観点から、現行 
様式をベースにした最小限の修正にとどめた。

（2） できるだけ、様式の種類を少なくするよう、共通化できるものは 
共通化した。
-サービスの支給申請書と利用者負担の減免申請書を兼様式に 

した。（みなし支給決定時においては、利用者負担の減免申請 
部分を使用）

（3） 利用者がサービス事業者•施設に提示する証が複数にならないよ 
う配慮した。
―受給者証に利用者負担に関する情報を全て記載。



様式例リスト

様式の名称

1 介護給付費、訓練等給付費、施設訓練等支援費支給申請書兼利用者負担額減額• 
免除等申請書

2 介護給付費、訓練等給付費、施設訓練等支援費支給決定通知書兼利用者負担額 
減額•免除等決定通知書

3 却下決定通知書

4 特例介護給付費、特例訓練等給付費支給申請書

5 特例介護給付費、特例訓練等給付費、支給（不支給）決定通知書

6 介護給付費、訓練等給付費、施設訓練等支援費支給変更申請書兼利用者負担額 
減額•免除等変更申請書

7 介護給付費、訓練等給付費、施設訓練等支援費支給変更決定通知書兼利用者負 
担額減額・免除等変更決定通知書

8 支給決定取消通知書

9 社会福祉法人等による利用者負担減免申出書

10 社会福祉法人等利用者負担減額対象確認申請書

11 社会福祉法人等利用者負担減額対象決定通知書

12 障害福祉サービス受給者証

13 身体障害者施設受給者証

14 知的障害者施設受給者証

15 世帯状況•収入•資産等申告書

2



（様式第1号）

（介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費）支給申請書兼 

利用者負担額減額・免除等申請書（例）

〇〇市（町村）長 様

次のとおり申請します。

申請年月日平成 年 月 日

申

フリガナ

生年月日
明治大正

昭和平成 年 月 日

氏 名

請 

者
居住地

電話番号

フリガナ
生年月日 昭和•平成 年 月 日

支給申請に係る 

児童氏名 続柄

身体障害者 療育手帳

手帳番号 番 号

精神障害者保健 

福祉手帳番号

居宅サービス

利用中のサービスの種類と内容等

施設サービス

利用中の施設名等

介護保険

要介護認定有・無要介護度要支援（）•要介護1 2 3 4 5
利用中のサービスの種類と内容等

申請する支援の種；蹟•内容

種 ロ居宅介護 ロ行動援護 ロ児童デイサービス □短期入所

類 口外出介護 口障害者デイサービス □共同生活援助

内 

容

□独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する福祉施設

種 

類

□身体障害者更生施設

（入所•通所）

□身体障害者療護施設

（入所・通所）

口身体障害者授産施設

（入所•通所）

口知的障害者更生施設

（入所•通所）

口知的障害者授産施設 

（入所・通所）
口知的障害者通勤寮

内 

容

サ
—
ビ
ス
利
用
の
状
況 

介
護
給
付
費
・
訓
練
等
給
付
費 

施
設
訓
練
等
支
援
費 

_
_
_
_
_
_
_
_

申

請

す

る

サ

—

ビ

ス
 

の

種

類

等
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いずれも、事実関係を確認できる書類を添付して申請すること。

□ I月額負担上限額に関する認定 

下記の区分の適用を申請します。

（あてはまるものに〇をつける。いずれにも当てはまらない場合は空欄とすること。）

申

1. 生活保護受給世帯
2. 市町村民税非課税世帯に属する者であって、合計所得金額及び障害者基礎年金等の収入の合計 

額が8 0万円以下のもの

3.市町村民税非課税世帯に属する者であって、2以外のもの

□ n個別減免に関する認定

す
下記のいずれにもあてはまるため、個別減免を申請します。

る 1. グループホーム入居者、施設入所者（注）（20歳以上）

2. 一定の資産を有していないこと

減

免

ア・預貯金等の額が3 50万円以下であること

イ.不動産を所有していない（親族等が現に居住する不動産を除く）

□ n 特定障害者特別給付費（特定入所者食費等給付費）に関する認定

の
下記のいずれにもあてはまるため、特定障害者特別給付費（特定入所者食費等給付費）を申請し 

ます。

種 <2 0歳以上の方〉

施設入所者（注）であること（年令 オ）
<2 0歳未満の方〉（2はあてはまるものに〇をつける）

類 2.市町村民税非課税世帯の者
1. 施設入所者（注）であること（年令 オ）

2. a）上記Iの区分のうち、1~3にあてはまる者

b） " 1~3にあてはまらない者

□ W 生活保護への移行予防措置（定率負担減免措置、特例補足給付）に関する認定

生活保護への移行予防措置（口定率負担減免措置□特例補足給付）を申請します。

世
帯
範
囲
の
特
例

□ 下記のいずれにもあてはまるため、住民票に記載された世帯ではなく、申請者のみ又は申請者及 

びその配偶者のみの世帯とすることを申請します。

1. 税制上、同一の世帯に属する親、兄弟、子供等が障害者を扶養控除の対象としていない。

2. 健康保険制度において、同一の世帯に属する親、兄弟、子供等の被扶養者となっていない。

（注）対象施設は、施設訓練等支援費の対象となる入所施設（身障療護、身障更生、身障授産、知的更生、知的授 

産）及び介護給付費の対象となる入所施設（障害者支援施設）

申請書提出者 □申請者本人 □申請者本人以外（下の欄に記入）

フリガナ
申請者 

との関係
氏 名

住 所

電話番号



（様式第2号）

（介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費）支給決定書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書（例）

;〒 -

;〇市（町•村）

〇〇 〇〇 様

〇〇市（町村）長

文書番号 

平成年 月 日

（（障自立支援去第2 2条 酬障害者第17条の11 知的障X福祁去第［5条の12）の規 

定に基づき（介護給付費訓練等給付費施設UII練等支援費）の支給）（及び）（（障害者自立支援法第2 9条 

第4項 身体障害者福祉法第17条の10第3項 知的障害者福祉法第15条の［1第3項）に基づき利用者 

負担額減額•免除等）について、下記のとおり決定し、受給者証を交付しますので通知します。

記

受給者証 

番 号

\ ! ! ； J I 
I j j j I I

支紐定障害者 

（保護者）氏名

支給決定日
支給決定に係る 

児童氏名

有効期間

利 用 者 負 担 上 限 月 額

特定障害者特別給付費（特定入所者食費等給付費） 日額 円

サービスの 

種 類
支援の内容

サービスの 

種 類
支援の内容

居宅介護 外出介護

行動援護 障害者デイサービス

児童デイサービス 共同生活援助

短期入所

特記事項

•不服申立て及び取消訴訟

1 この決定にっし'て不月助ヾあるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して6 0日以内に〇〇県 

知事に対し審査請求をすることができます。

2また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して6か月 

以内に〇〇市（町村）を被告として（訴訟において〇〇市（町村）を代表する者は〇〇市（町村）長となり 

ます。）、提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後（次 

の⑴から⑶までのいずれかに該当するときを除く。）でなければ提起することができないこととされてい 

ます。

（1）審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。

⑵処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

（3）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

問い合わせ先

〇〇市（町村）△△△△課 住所 電話番号



（様式第3号）

却下決定通知書（例）

: T _

:〇市（町•村）

: 00 00 様

年 月 日に申請された（（介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費） 

の支給）（及び）（利用者負担額減額•免除等）については、下記の理由により却下す 

ることに決定しましたので通知します。

記

!申請事項

2 却下の理由

•不服申立て及び取消訴訟

1 この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して6 

〇日以内に〇〇県知事に対し審査請求をすることができます。

2 また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日か 

ら起算して6か月以内に〇〇市（町村）を被告として（訴訟において〇〇市（町村）を代 

表する者は〇〇市（町村）長となります。）、提起することができます。なお、処分の取消 

しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後（次の（1）から（3）までのいずれかに該 

当するときを除く。）でなければ提起することができないこととされています。

（1） 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。

（2） 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要が 

あるとき。

（3） その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

問い合わせ先

〇〇市（町村）△△△△課 住所 電話番号

6



（様式第4号）

（特例介護給付費 特例訓練等給付費）支給申請書（例） 

【平成 年 月分】

〇〇市（町村）長 様

平成 年 月 日 

下記のとおり、関係書類を添えて（特例介護給付費 特例訓練等給付費）の支給を申請します。

フリガナ 受給者証番号

申請者氏名

申請者生年 

月日
明・大•昭.平 年 月 日

居住地

フリガナ
生年月日

昭和 一 e r
平成 年 月 日支給決定に係る 

児童氏名

特例介護給付費 特例訓練等給付費 請求額 円

上記に関する（特例介護給付費 特例訓練等給付費）を下記の口座に振り込んで下さい。

申請書提出者 □申請者本人 □申請者本人以外（下のキ 闌に記入）

フリガナ
申請者 

との関係氏 名

住 所

電話勢

（注意）この申請書に該当月分の領収証及びサービス提供証明書を添付してください。

ロ 

座 

振 

込 

依 

頼 

欄

銀行 

信用金庫 

信用組合

農協

本店 

嫌 

新 
出張所

種目 1普通2当座3その他

口座番号

金融機関コード 店舗コード
> 1 < 1 1 1
1 1 > 1 1 1
111111

1 r 1

フリがナ

口座名義人

市BrWt己入欄

領収
サービス撼共 

証明・^H
備 考



（様式第5号）

（特例介護給付費 特例訓練等給付費）支給（不支給）決定通知書（例） 

文書番号 

平成年 月 日

〒 _

〇〇市（町村）

〇〇 〇〇 様

〇〇市（町村）長

先に申請のありました（特例介護給付費 特例訓練等給付費）については、下記のとおり決定しま 

したので通知します。

記

受給者証番号 ；■■■■； i ■； 申請者氏名

•不服申立て及び取消訴訟

受付年月 日 平成 年 月 日 決定年月日 平成 年 月 日

（特例介護給付費特例訓練等 „
給付費）申請額 円

支給決定の内容

支 給 □する □ しない 支給金額 円

不支給•減額 

の理由

! この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以 

内に〇〇県知事に対し審査請求をすることができます。

2 また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算 

して6か月以内に〇〇市（町村）を被告として（訴訟において〇〇市（町村）を代表する者は〇 

〇市（町村）長となります。）、提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記 

の審査請求に対する裁決を経た後（次の（1）から（3）までのいずれかに該当するときを除く。）でな 

ければ提起することができないこととされています。

（1） 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。

（2） 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があると 

き。

（3） その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

問い合わせ先

〇〇市（町村）△△△△課 住所 電話番号



（様式第6号）

（介護給付費訓練等給付費施設訓練等支援費）支給変更申請書兼 

利用者負担額減額•免除等変更申請書（例）

〇〇市（町村）長 様

次のとおり申請します。

申請年月日平成 年 月 日

利用中のサービスの種類と内容等

申

請

者

フリガナ
生年月日

明治大正

昭和平成 年 月 日

氏 名
受給者番号

1 1 1 1 1 1 1 > 1
■ >■111111
1 > 1 1 1 1 1 1 1

居住地
電話番号

フリガナ
生年月日 昭和•平成 年 月 日

支給申請に係る 

児童氏名 続柄
身体障害者 療育手帳 精神障害者保健

手帳番号 番 号 福祉手帳番号

変更の理由

変 

更 

を 

申 

請 

す 

る 

サ

I 
ビ 

ス 

の 

種 

類 

等

サ
—
ビ
ス
利
用
の
状
況 

介
護
給
付
費
等

居宅サービス

施設サービス

介護保険

利用中の施設名等

要介護認定 有・無 要介護度要支援（）•要介護1 2 3 4 5
利用中のサービスの種類と内容等

施
設
訓
練
等
支
援
費

申請する支援の種類・内容

種 

類

ロ居宅介護 ロ行動援護 ロ児童デイサービス □短期入所

口外出介護 □障害者デイサービス □共同生活援助

内 

容

口身体障害者更生施設

（入所・通所）

□身体障害者療護施設

（入所•通所）

口身体障害者授産施設

（入所・通所）
種 

類
口知的障害者更生施設

（入所•通所）

口知的障害者授産施設

（入所・通所）
口知的障害者通勤寮

□独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する福祉施設

内 

容



いずれも、事実関係を確認できる書類を添付して申請すること。

変 

更 

を 

申 

請 

す 

る 

減 

免 

の 

種 

類

□ I月額負担上限額に関する認定

下記の区分の適用（の変更）を申請します。

（あてはまるものに〇をつける。いずれにも当てはまらない場合は空欄とすること。）

1. 生活保護受給世帯
2. 市町村民税非課税世帯に属する者であって、合計所得金額及び障害者基礎年金等の収入の合計 

額が8 0万円以下のもの

3. 市町村民税非課税世帯に属する者であって、2以外のもの

□ n個別減免に関する認定

下記のいずれにもあてはまるため、個別減免（の変更）を申請します。

1. グループホーム入居者、施設入所者（注）（2 0歳以上）

2. 一定の資産を有していないこと

ア.預貯金等の額が3 5 0万円以下であること

イ・不動産を所有していない（親族等が現に居住する不動産を除く）

□ m 特定障害者特別給付費（特定入所者食費等給付費）に関する認定

下記のいずれにもあてはまるため、特定障害者特別給付費（特定入所者食費等給付費）（の変更） 

を申請します。

〈20歳以上の方〉 丨〈2 0歳未満の方〉（2はあてはまるものに〇をつける）

1. 施設入所者（注）であること（年令 オ）丨 込“ゝ弋乂,—、 し,んム 亠・
2. 市町村民税非課税世帯の者 !1・施設入所者（注）である一と（年f 才）

]2. a）上記Iの区分のうち、1~3にあてはまる者

丨 b） " 1~3にあてはまらない者

□ N 生活保護への移行予防措置（定率負担減免措置、特例補足給付）に関する認定

生活保護への移行予防措置（口定率負担減免措置□特例補足給付）（の変更）を申請します。

世
帯
範
囲
の
特
例

□ 下記のいずれにもあてはまるため、住民票に記載された世帯ではなく、申請者のみ又は申請者及

びその配偶者のみの世帯とすることを申請します。

1. 税制上、同一の世帯に属する親、兄弟、子供等が障害者を扶養控除の対象としていない。

2. 健康保険制度において、同一の世帯に属する親、兄弟、子供等の被扶養者となっていない。

（注）対象施設は、施設訓練等支援費の対象となる入所施設（身障療護、身障更生、身障授産、知的更生、知的授 

産）及び介護給付費の対象となる入所施設（障害者支援施設）

申請書提出者 □申請者本人 □申請者本人以外（下の欄に記入）

フリガナ
申請者 

との関係
氏 名

住 所

電話番号

!〇



（様式第7号）

（介護給付費訓練等給付費施設訓練等支援費）支給変更決定通知書兼 

利用者負担額減額・免除等変更決定通知書（例）

文書番号 

平成年 月 日

;〒 一

:〇〇 （町村）

: 〇〇〇〇 様

〇〇市（町村）長

（障害者自立支援法第2 4条 障害者自立支援法第2 9条第4項）の規定に基づき、（支給決定の 

変更 利用者負担額減額•免除等の変更）について下記のとおり決定しましたので通知します。

記

受給者証番号

支給決定障害者（保護者） 

氏 名

支給決定に係る 

児童氏名

変更年 月 日

変更後のサービスの 

種類、内容及び支給量

変更 後の 利用者 負担 上限月額

変更後の特定障害者特別給付費（特定入所者食費等給付費） 日額 円

変更の理由

・不服申立て及び取消訴訟

1この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して6 0日 

以内に〇〇県知事に対し審査請求をすることができます。

2また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起 

算して6か月以内に〇〇市（町村）を被告として（訴訟において〇〇市（町村）を代表する者 

は〇〇市（町村）長となります。）、提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、 

前記の審査請求に対する裁決を経た後（次の⑴から⑶までのいずれかに該当するときを除く。） 

でなければ提起することができないこととされています。

（1） 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。

（2） 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要がある 

とき。

（3） その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

問い合わせ先 〇〇市（町村）△△△△課 住所 電話番号



（様式第8号）

支給決定取消通知書（例）

!〒 -

:〇市（町•村）

! 〇〇 〇〇 様

〇〇市（町村）

文 

平成

~障害者自立支援法第2 5条第1項・' 

身体障害者福祉法第17条の8第1項 の規定により、下記のとおり支給決定を取り消しま

一知的障害者福祉法第15条の9第1項一
したので通知します。

記

受給者証 

番 号

支給決定障害者 

（保護者）氏名

支給決定取消日
支給決定に係る 

児童氏名

取消理由

受給者証を〇〇市（町村）△△△△課に返還してください。 

返還先 〇〇市（町村）△△△△課 住所

電話番号

返還期限 平成 年 月 日

・不服申立て及び取消訴訟

1 この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して6 

〇日以内に〇〇県知事に対し審査請求をすることができます。

2 また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日か 

ら起算して6か月以内に〇〇市（町村）を被告として（訴訟において〇〇市（町村）を代 

表する者は〇〇市（町村）長となります。）、提起することができます。なお、処分の取消 

しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後（次の（1）から（3）までのいずれかに該当 

するときを除く。）でなければ提起することができないこととされています。

（1） 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。

（2） 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要が 

あるとき。

（3） その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

問い合わせ先

〇〇市（町村）△△△△課 住所 電話番号

12



社会福祉法人等による利用者負担減免申出書（例） 様式9

（社会福祉法人等による利用者負担の減免措置）

平成 年 月 日

知事殿

所在地

申請者

名称

代表者 印

社会福祉法人等による利用者負担の減免を下記のとおり実施するので申し出ます。

申 

請 

者

ふりがな 

名 称

主たる事務所の 

所在地

（〒 ー ）

連絡先 電話番号 FAX

代表者の職•氏名 職名
ふりがな

氏名

代表者の住所

（〒 ー ）

減
免
実
施
予
定
事
業
所
の
状
況

事業所番号
所在地 サービスの種類

事業所の名称

__L_ L _ ■ _ 2 :二—

；；；；；；；；；

；；；；；；；；；

；；；；；；；；；



様式!〇 

社会福祉法人等利用者負担減額対象確認申請書（例）

（社会福祉法入等による利用者負担の減免措置）

市（町村）長様

フリガナ
確認番号

受給者（対象者） 

氏名
受給者 

証番号

1 t 1 1 « ' 1 1 1 1 1 1 1 t f I 1 I 1 )1)1111111 1 1 1 ) > 1 ) I 1111111)11 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1)11111111 ) 1 > ) 1 1 1 1
生年 月 日 明・大•昭•平 年 月 日生

住 所

（〒 一 ）

電話番号

氏 名 生年 月 日 受給者との関係
生計中心者に〇 

をつけて下さい。

世

帯

構

成

世帯主

世帯員

上記のとおり社会福祉法人等による利用者負担額の減額対象の確認を申請します。 

平成 年 月 日

住 所

申請者

氏 名 電話番号

（注）1 太線の枠内を記入してください。

2 必要書類を添付して申請してください。

耳



様式11

社会福祉法人等利用者負担減額対象確認通知書（例）

（社会福祉法人等による利用者負担の減免措置）

文書番号

平成年 月 日

〒 999-9999

〇〇市△△（町村）

〇〇 〇〇 様

〇〇市（町村）長 印

社会福祉法人等利用者負担減額対象確認申請については、下記のとおり決定しましたので通知します。

受給者氏名 受給者証番号

決定年月日 平成 年 月 日

決 定 事 項

1 
承 

認 

す 

る

適用年月日 平成 年 月 日

有効期限 平成 年 月 日

承認内容

2 
承 

認 

し 

な 

い

理由

不服の申立て

この決定に不服がある場合には、この通知書を受け取った日の翌日から起算して6 0日以内に、〇〇市（町村） 

長に対して異議申立てをすることができます。

問い合わせ先

〇〇市（町村）△△△△課

住所

電話番号



（様式第12号）

ぶ

（一）

障害福祉サービス受給者証

受

給

者

番号

居住地

7!）がナ

氏名

生年月日 跚大正腳平成年 月 日

児
70がナ

氏名

生年月日 昭和平成年 月 日

交付年月 日

支給市町村名 

及び印

(-)

容 内 の 定 決 給 支

居

宅

介

護

等

ッ

で ま 月 年 成 平 
«b 

0
 月 年 平

デ

イ

サ

ー

ビ

ス

で ま 
nH 月 年 成 平 ら 

n~r  月 年 成 平

等 量 給 支

(三)

容 内 の 定 決 給 支

短

期

入

所

心

で ま 
RM 月 年 成 平 ら 

0 月 年 成 平

E

共

同

生

活

援

助

际月年 

bT
一
 

I
L

者

合
 

用

鯛
 

利

釦

B
担

額
 

頤

月
 

雕

限
 

利

上 円



（四）

支給量変更の記載欄

サービスの種類 変更後の支給量 市町村認印

変更年肿平成 年 月 日

頰年肿平成 年 月 日

変更年肿平成 年 月 日

変更年肿平成 年 月 日

（予備欄）

伍）
番号 居宅介護等事業者記入欄

1

事業者及びその 

事業所の名称

サービス内容 事業者權認印

契約支給量 月 時間 分

契約日 平成 年 月 H
当谈契約支給量による 

サービス提供終了日 平成 年 月 H 事業者確認印

サービス提供韓了月中の 

終了日までの既提供量 時間 分

2

事業者及びその 

事業所の名称

サービス内容 事業者律認印

契約支給量 月 時間 分

契約日 平成 年 月 H
当該興約支給・による 

サービス提供終了日 平成 年 月 H 事業者權認印

サービス提供終了月中の 

終了日までの既提供量 時間 分

3

事業者及びその 

事業所の名称

サービス内容 事業者確認印

契約支給量 月 時間 分

契約日 平成 年 月 H
当該契約支給董による 

サービス提供終了日
平成 年 月 目 事業者確認用

サービス提供離了月中の 

終了日までの既提供董 時間 分

（六）

翻 居宅介護等事業者記入欄

4

事業者及びその 

事業所の名称

サービス内容 事業者確認印

契約支給量 月 時間 分

契約日 平成 年 月 H
当該契約支給量による 

サービス提供終了日
平成 年 月 日 事業者確認印

サービス提供椿了月中の 

終了日までの既提供量 時間 分

5

事業者及びその 

事業所の名称

サービス内容 事業者確認印

契約支給量 月 時間 分

契約日 平成 年 月 日

当誌契約支給量による 

サービス提供終了日
平成 年 月 日 事業者確認印

サjピ风提供終了月中の 

終了日までの既提供量 時間 分

6

事業者及びその 

事業所の名称

サービス内容 事業者確認印

契約支給量 月 時間 分

契約日 平成 年 月 日

当裁契約支給量による 

サJビス提供終了日
平成 年 月 日 事業者確認印

サ-ビス提供冀了片中の 

終了日までの既提供董 時間 分



（七）

翻 デイサービス事業者記入欄

1

事業者及びその 

事業所の名称

契約日 平成 年 月 日

サ'-ビス内容

契約支縫（/用 9 回

事業者確認印

当裁契釣支給・による 

サービス提供終了日 平成 年 月 日

サービス内容
サービス提供終了月中の 

終了日までの旣提供董
回

事業者確認印

2

事業者及びその 

事業所の名称

契約日 平成 年 月 日

サJビス内容

契約支給量（/用 0 0

事業者確認印

当裁契約支給董による 

サービス提供終了日 平成 年 月 日

サービス内容
サービス提供冀了月中の 

終了日までのgt提供董 0 0

事業者確認印

（A）

翻 デイサービス事業者記入欄

3

事業者及びその 

事業所の名称

契約日 平成 年 月 日

サービス内容

契約支耀（/用 0 0

事業者確認印

当球契約支給量による 

サービス提供終了日 平成 年 月 日

サービス内容
サービス捷供韓了月中の 

終了日までの既提供量 0 0

事業者確認印

4

事業者及びその 

事業所の名称

契約日 平成 年 月 日

サービス内容

契約支給量（/月） 0

事業者確認印

当謨契約支給量による 

サービス提供終了日 平成 年 月 日

サービス内容
サービス提供暮了月中の 0 0

事業者確認印

（九）

短期入所事業者実績記入欄

番
号

事赭及びその 

事業所の名称
実施日

日 

数

月 

累 

計

事業者 

確認印

1
平成年 月 日から

平成年 月 日まで

2
平成年 月 日から

平成年 月 日まで

3
平成年 月 日から

平成年 月 日まで

4
平成年 月盼ら

平成年 月 日まで

5
平成年 月盼ら

平成年 月 日まで

6
平成年 月盼ら

平成年 月 日まで

7
平成年 月 日から

平成年 月 日まで

8
平成年 月盼ら

平成年 月 日まで

9
平成年 月盼ら

平成年 月 日まで

10
平成年 月 日から

平成年R日まで



（十一） （十二）(+)

共同生活援助事業者記入欄

事業者及びその 

事業所の名称
入居日•退居日

事業者 

確認印

入居日

平成年 月 日

退居日

平成年 月 日

入居日

平成年 月 日

退居日

平成年 月 日

入居日

平成年 月 日

退居日

平成年 月 日

入居日

平成年 月 日

（予備欄）

退居日

平成年 月 日

注意事項

1この証は、各ページをよく読んで大切 

に持っていてください。

2 指定障害福祉サービス又は基準該当 

障害福祉サービスを受けようとすると 

きは、必ずこの証を指定障害福祉サービ 

ス事業者又は基準該当事業者に提示し 

てください。

3 指定障害福祉サービスを受けるとき 

に支払う金額は、指定障害福祉サービス 

に要した費用（食費等を除く。）の1割 

です。ただし、三面の利用者負担上限月 

額欄に記載された金額が一月当たりの 

上限になります。
なお、基準該当事業者によるサービス 

提供を受ける場合等は、市町村の窓口に 

お問い合わせください。

4 支給決定期間を経過したときは、介護 

給付費等の支給を受けられませんので、 

支給決定期間を経過する前に、市町村に 

この証を添えて、支給の再申請をしてく 

ださい。

5 支給量の変更をする必要がある場合 

は、支給量の変更の申請をすることがで 

きます。



〇

（十三）

? この証の1ページの記載事項に変更が 

あったときは、14日以内に、この証を 

添えて、市町村にその旨を届け出てくだ 

さい。
8 支給決定期間内に、居住地を他の市町 

村の区域に移すと、この証は使えなくな 

ります。
居住地を移そうとする場合は、事前に、 

この証を交付した市町村にご連絡、ご相 

談ください。

また、支給決定期間内に、他の市町村 

の区域に居住地を移したときは、14日 

以内に、この証を添えて、この証を交付 

した市町村（旧居住地の市町村）に届け 

出てください。

9 この証を破損したり、汚したり又は紛 

失したときは、速やかに届け出て、再交 

付を受けてください。

また、再交付を受けた後、紛失したこ 

の証を発見したときは、速やかに、市町 

村に返してください。

10受給者の資格がなくなったときは、直 

ちに、この証を、市町村に返してくださ 

い。
11不正にこの証を使用した者は、関係法 

令により処罰されることがあります。

12支給決定の内容欄に記載されていない 

障害福祉サービスについては、介護給付 

費等の支給は受けられません。





（様式第13号）

（一）

身体障害者施設受給者証

受

給

者

番 号

居住地

フリカ、、ナ

氏名

生年月日 明治大正昭和平成年 月 日

交付年月 日

支給市町村名 

及び印

（二）

施設支給決定の 内容

臘翅の飜W内容

施設支給決定期間 平成年 月Hから平成年 月 日まで

身体障害 

程度区分

変更後の障 

害程度区分

市町村認印

変更 

年月日

平成年 

月 日

利用者 

負担割合
1割

利輔負担 

上限月額

円

平成年 月 日から

平成年 月 日まで

特定入所者 

食費等給付費

日額 円

平成年 月 日から

平成年 月 日まで

特記事項

（三）

指定身体障害者更生施設等の記入欄

龊身体轄者更生鹼飘丽 入所日•退所日 施設確認印

入所日

平成年 月 日

退所日

平成年 月 日

入所日

平成年 月 日

退所日

平成年 月 日

（予備欄）



（四） （五） （六）

2

注意事項 i

1 この証は、各面をよく読んで大切［

に持っていてください。 i
2 指定施設支援を受けようとするとi
きは、必ずこの証を指定施設に提示: 

してください。 i
3 指定施設支援を受けるときに支払!

う金額は、指定施設支援に要した費i 
用（食費、居住費、光熱水費等を除; 

く。）の1割です。ただし、この証i 
の二面の利用者負担上限月額欄に記; 

載された金額が一月当たりの上限に; 

なります。（※個別減免の認定を受; 

けた場合には減免後の額が表示され! 

ています。） i
また、食事及び居住に要する費用i 

については、特定入所者食費等給付 i 
費欄に記載する額を一日当たりの上； 

限として支給します。 1
4利用者負担上限月額及び特定入所［ 

者食費等給付費については、毎年利i 
用者の収入等に応じて決定しますの| 

で、所定の時期に、この証と認定にi 
必要な関係書類を市町村に提出して、 

ください。

5 施設支給決定期間を経過したとき!

は、施設訓練等支援費の支給を受けらi 
れませんので、施設支給決定期間を経［ 

過する前に市町村にこの証を添えて、i 
施設訓練等支援費の支給の再申請を［ 

してください。 ;

6 身体障害程度区分の変更をする必i 
要がある場合は、身体障害程度区分のi 
変更の申請をすることができます。 i

7 この証の一面の記載事項に変更が［

あったときは、14日以内に、この証| 

を添えて、市町村にその旨を届け出てi 
ください。 i

8 施設支給決定期間内に、居住地を他i
の市町村の区域に移すと、この証は使］ 

えなくなります。 i
居住地を移そうとする場合は、事前［ 

に、この証を交付した市町村にご連i 
絡、ご相談ください。 |

また、施設支給決定期間内に、他のi 
市町村の区域に居住地を移したとき| 

は、14日以内に、この証を添えて、i 
この証を交付した市町村（旧居住地の| 

市町村）に届け出てください。 ：

9 この証を破損したり、汚したり又 

は紛失したときは、速やかに届け出 

て、再交付を受けてください。

また、再交付を受けた後、紛失し 

たこの証を発見したときは、速やか 

に、市町村に返してください。

10受給者の資格がなくなったとき 

は、直ちに、この証を市町村に返し 

てください。

11 不正にこの証を使用した者は、関 

係法令により処罰されることがあり 

ます。

12施設支給決定の内容欄に記載され 

ていない身体障害者施設支援につい 

ては、施設訓練等支援費の支給は受 

けられません。



（様式第14号）

（-）

知的pl章害者施設受給者証

番 号

受
居住地

給

者

わヵ、' ナ

氏名

生年月日 明治大正昭和平成年 月 日

交付 年月 日

支給市町村名 

及び印

施設支給決定の内容

（二）

鹹翅加SW内客

施設支給決定期間 平成年 月 日から平成年 月 日まで

知的障害 

程度区分

変更後の障 

害程度区分

市町村認印

変更 

年月日

平成年 

月 日

利用者 

負担割合
1割

利脂負担 

上限月額

円

平成年 月 日から 

平成年 月 日まで

特定入所者 

食費等給付費

日額 円

平成年 月 日から 

平成年 月 日まで

特記事項

（三）

指定知的障害者更生施設等の記入欄

常定知的障害者更生峨等の辐 入所日•退所日 施設確認印

入所日

平成年 月 日

退所日

平成年 月 日

入所日

平成年 月 日

退所日

平成年 月 日

（予備欄）



（四） : （五） : （六）

注意事項

1 この証は、各面をよく読んで大切 

に持っていてください。

2 指定施設支援を受けようとすると 

きは、必ずこの証を指定施設に提示 

してください。

3 指定施設支援を受けるときに支払 

う金額は、指定施設支援に要した費 

用（食費、居住費、光熱水費等を除 

く。）の1割です。ただし、この証 

の二面の利用者負担上限月額欄に記 

載された金額が一月当たりの上限に 

なります。（※個別減免の認定を受 

けた場合には減免後の額が表示され 

ています。）

また、食事及び居住に要する費用 

については、特定入所者食費等給付 

費欄に記載する額を一日当たりの上 

限として支給します。

4利用者負担上限月額及び特定入所 

者食費等給付費については、毎年利 

用者の収入等に応じて決定しますの 

で、所定の時期に、この証と認定に 

必要な関係書類を市町村に提出して 

ください。

:

5 施設支給決定期間を経過したとき 

は、施設訓練等支援費の支給を受けら 

れませんので、施設支給決定期間を経 

過する前に市町村にこの証を添えて、 

施設訓練等支援費の支給の再申請を 

してください。

6 知的障害程度区分の変更をする必 

要がある場合は、知的障害程度区分の 

変更の申請をすることができます。

7 この証の一面の記載事項に変更が 

あったときは、14日以内に、この証 

を添えて、市町村にその旨を届け出て 

ください。

8施設支給決定期間内に、居住地を他 

の市町村の区域に移すと、この証は使 

えなくなります。

居住地を移そうとする場合は、事前 

に、この証を交付した市町村にご連 

絡、ご相談ください。

また、施設支給決定期間内に、他の 

市町村の区域に居住地を移したとき 

は、14日以内に、この証を添えて、 

この証を交付した市町村（旧居住地の 

市町村）に届け出てください。

:

9 この証を破損したり、汚したり又 

は紛失したときは、速やかに届け出 

て、再交付を受けてください。

また、再交付を受けた後、紛失し 

たこの証を発見したときは、速やか 

に、市町村に返してください。

10受給者の資格がなくなったとき 

は、直ちに、この証を市町村に返し 

てください。

11不正にこの証を使用した者は、関 

係法令により処罰されることがあり 

ます。

12施設支給決定の内容欄に記載され 

ていない知的障害者施設支援につい 

ては、施設訓練等支援費の支給は受 

けられません。



〇〇市町村長 様

世帯状況•収入・資産等申告書（例）
様式15

申告年月日平成 年 

申告者（保護者）住所

（保護者）氏名

月 日
厂※社会福祉法人減免を申請する場合 

生計中心者住所

" 氏名

次のとおり申告します。

1世帯の状況等について□も2民票と同 じ □t生帯の特例を利用する

氏名
生年 

月日

本人と 

の関係

世帯の特例を受ける場合、以下について記入

市町村民税の状況 医療保険の状況

課税・ 

非課税 

の別

課税の場合、税制上、障 

害者の扶養控除の適用 

の有無

健康保険において、障害者を被 

扶養者としている

本人
ロ課税 

□非課税

□健保本人口国保 

□健保掖扶養者（本人 分）

世帯主
□課税 

□非課税

障害者の扶養控除 

□有□無

□健保本人口国保 

ロ健保披扶養者（本人 分）

世帯員

ロ課税 

□非課税

障害者の扶養控除 

□有□無

□健保本人口国保 

ロ健保被扶養者（本人 分）

□課税 

□非課税

障害者の扶養控除 

□有□無

□健保本人□国保 

ロ健保被扶養者（本人 分）

2 障害者本人の収入の状況について

r個別減免・社会福祉法人減免を申請しない場合…①、②、③のみ記入1 " 申請する場合…全て記入

（1）合計所得金額の状況

（2）収入等の状況

合計所得金額 円 ①

収入（A）（年収）

酣 類 種

稼
得
等
収
入

鹉
金年 

豁
礎 

障
基族

か 

欽

遺
②
 

生

等
}
 

動

金

等 

謀

年

金 

黔
る
年
一

よ
生 

こ
厚 

輛

细

齢 

貂

労

老 

る

、
 

鞋

れ

金 

韓

さ

年 

侧

給

礎
 

g

支
基 

等

こ

齡 

鉱

抑

老
を
金 

害
年 

障

障

済 円

円-
円\1/ 円

そ
の
他 

収
入

-
円

円

円

必要経費（B）

種 類 内容 金額

租 税
円

円

社会保険料
円

円

（裏面に続く）



3 障害者本人の資産等について

種 類 有無 内容

本人名義の預貯金等 有・無

本人名義の不動産等 有・無

ロ一定の親族のための居 

住用不動産に該当する

ロ一定の親族のための居 

住用不動産に該当する

その他の資産 有•無

4生計中心者の状況について【社会福祉法人等利用者負担減額を申請する場合】 

（1）収入（年収）

種類 収入額

円

円

円

（2）資産等

種類 有無 内容

本人名義の預貯金等 有・無

本人名義の不動産等 有•無

ロ一定の親族のための居 

住用不動産に該当する

ロ一定の親族のための居 

住用不動産に該当する

その他の資産 有•無

申請書提出者 □申請者本人 □申請者本人以外（下の欄に記入）

フリガナ
申請者 

との関係氏 名

住 所

電話番号

（記入上の注意）

1. 収入のうち証明書等があるものは、この申請書に必ず添付して下さい。

2. 書ききれない場合は、余白に記入するか又は別紙に記入の上添付して下さい。

3. 不実の申告をした場合、関係法令により処罰される場合があります。

2b



様式の記入例

（今回提示している様式（例）は、現行支援費様式をベースにして

いることから、記入例については、現行様式から変更があるもので、

特に留意を妾芬る部分に限り例示している。）



記入例
（様式第2号）

利用者負担額減額•免除等決定通知書（例）

文書番号

;〒 -

:〇市（町•村）

! 〇〇〇〇 様

平成年 月 日

〇〇市（町村）長

身体障W#福祀去第17条の10第3項 に基づき利用者負担瞬額・免除等について、下記のとおり決定 

し、受給者証を交付しますので通知します。

記

受給者証 

番 号
! I ： I ： 支給決定障害者 

（保護者）氏名
個別減免や生活保護への移行予防 

措置の適用かある場合は、適用後 

の額を記入する。支給決定日
支給決定に係る 

児童氏名

有効期間 ヽ—
利 用 者 負 担 上 限 月 額

----------------------- , 0000円
日額を記入する。

特定障害者特別給付費（特定入所者食費等給付費） 日額〇〇〇〇円

サービスの 

種 類
支援の内容

サービスの 

種 類
支援の内容

居宅介護 外出介護

行動援護 障害者デイサービス

児童デイサービス 共同生活援助

短期入所

特記事項

•不服申立て及び取;肖訴訟

1 この決定について不月助ヾあるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して6 0日以内に〇〇県 

知事に対し審査請求をすることヵヾできます。

2また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して6か月 

以内に〇〇市（町村）を被告として（訴訟において〇〇市（町村）を代表する者は〇〇市（町村）長となり 

ます。）、提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後（次 

の⑴から⑶までのいずれかに該当するときを除く。）でなければ提起することができないこととされてい 

ます。

（1）審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。

⑵ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

⑶ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

問い合わせ先

〇〇市（町村）△△△△課 住所 電話番号



記入例

（様式第12号）

（~） （二） （三）

■0

障害福祉サービス受給者証

受

給

者

番号

居住地

行動援護、日常生活支援 

もこの枠で記入する

刀がナ

氏名

生年月日 腓粧购平成年 月8

児
刃がナ

氏名

生年月日 昭和平成年 月卩

交付年月 日

支給市町村名 

及び印

容 内 の 定 決 給 支

/
f

居

宅

介

護

等

「

でま

- 

nmH 月 年 成 平 ら 
0
 月 年 成 平

ー
并

L
P
I

護
助
護 

介
援
介 

体
事
出 

身
家
外

-

デ

イ

サ

ー

ビ

ス

で ま 
RH 月 年 成 平 ら 

n
~
r  月 年 成 平

i

支給決定の内容

支給決定期間平成年 月助ち平成年R 時で

短

期

入

所

共

同

生

活

援

助

支給量等

支職删閒

支給量等

利用者負 

担割合

特記事項欄

1割

〇〇日/月（I 区分3）

W年 月嗣平成年 月

個別減免や生活保護への移行予 

防措置の適用がある場合は、適 

用後の額を記入する。

利用者負担 

上限月額

社会箍祉法人等利用者負担減額対象

社会福祉法人福減免対象者 

であることを記入する。

予備欄）

〇000円



記入例
（様式第13号）

3 
〇

（-）

身体障害奢施設受給者証

番 号

受

給

居住地

フリしナ

者

氏名

生年月日 明治大正昭和平成年 月 日

交付 年月 日

支給市町村名 

及び印

（二）

施設支給決定の内容

鹼支獅翻i则膽 身体障害者更生施設支援（入所）

施設支給決定期間 平成年 月 盼ら平成年 月 日まで

身体障害 

程度区分

変更後の障 

害程度区分

市町村認印

変更 

年月日

平成年 

月 日

利用者 
負担割合

1割
利用者負担 

上限月額

0000円

平成年 月 日から 

平成年 月 日から

特定入所者 

食費等給付費

日額〇〇〇〇円一

平成年 月 日から 

平成年 月 日から

特記事項

社会福祉法人等利用者負担減額対象、0

指定身体障害者更生施設等の記入欄

（三）

就難障害者更生統等の卸 入所日・退所日 施設確認印

入所日

平成年 月 日

退所日

平成年 月 日

入所日

平成年 月 日

退所日

平成年 月 日

（予備欄）

個別減免や生活保護への移行 

予防措置の適用がある場合 

は、適用後の額を記入する。

日額を記入する。

社会福祉法人福減免対象者 

であることを記入する。



記入例
世帯状況・収入・資産等申告書（例）

様式15

〇〇市町村長 様

申告年月日平成 年 月 日 

申告者（保護者）住所〇〇市〇〇町XX 
（保護者）氏名中央一郎

次のとおり申告します。

厂※社会福祉法人減免を申請する場合

生計中心者住所〇〇市〇〇町x x

" 氏名中央花子

!世帯の状況等について口住民票と同じ口世帯の特例を利用する

世

構

成

等

氏名
生年 

月日

本人と 

の関係

世帯の特例を受ける場合、以下について記入

市町村民税の状況

医療保険の状況
課税• 

非課税 

の有無

課税の場合、税制上、障 

害者の扶養控除の適用 

の有無

本人 中央一郎 〇〇〇 本人
ロ課税 

□非課税

□健保本人口国保 

ロ健保披扶養者（本人 分）

世帯主 中央次郎 〇〇〇 長男
0課税 

□非課税

障害者の扶養控除 

□有口無

□健保本人□国保 

ロ健保披賤者（本人 分）

世帀貝

中央花子 〇〇〇 妻
□課税 

□非課税

障害者の扶養控除 

□有□無

□健保本人口国保 

ロ健保披扶養者（本人 分）
□課税 

□非課税

障害者の扶養控除 

□有□無

□健保本人口国保 

ロ健保被扶養者（本人 分）

2 障害者本人の収入の状況について

r個別減免•社会福祉法人減免を申請しない場合…①、②、③のみ記入
I » 申請する場合…全て記入

（1）合計所得金額の状況

（2）収入等の状況

収入（A）（年収）

合計所得金額 〇〇00円 ①

貂 類 種

稼
得
等
収
入 円

円
\}/一一

^̂
 ̂両 円

工
円

て
の
他 

収
入 円

X)/
円

要 必

種 類 内容 金額

租 税
円

円

社会保険料
円

円

（裏面に続く）



3 障害者本人の資産等について

種 類 有無 内容

本人名義の預貯金等
®無

0000円

本人名義の不動産等 有＜g)
ロ一定の親族のための居 

住用不動産に該当する

ロ一定の親族のための居 

住用不動産に該当する

その他の資産 有•無

【社会福祉法人等利用者負担減額を申請する場合】

4 生計中心者の状況について

（1）収入（年収）

種類 収入額

〇〇収入
〇000円

円

円

（2）資産等

種類 有無 内容

本人名義の預貯金等
［初•無

〇〇〇〇円

本人名義の不動産等

0)無
土地〇〇nf （〇〇市〇〇町〇番） 

家屋〇〇ポ（〇〇市〇〇町〇番）

ロー定の親族のための居 

住用不動産に該当する

ロ一定の親族のための居 

住用不動産に該当する

その他の資産 有•無

申請書提出者 □申請者本人 □申請者本人以外（下の欄に記入）

フリガナ チュウオウハナコ
申請者 

との関係
妻

氏 名 中央 花子

住 所 〇〇市〇〇町X X
電話番号

（記入上の注意）

1. 収入のうち証明書等の取れるものは、この申請書に必ず添付して下さい。

2. 書ききれない場合は、余白に記入するか又は別紙に記入の上添付して下さい。

3. 不実の申告をした場合、関係法令により処罰される場合があります。

32


	nittei.pdf
	1-1,2
	2-1-1,2
	2-1-3_6
	2-2_1
	2-2_2
	2-2_3
	2-3
	2-4,5
	siryou3
	4-1_3
	4-4
	siryou5
	siryou6
	siryou7
	siryou8_1
	siryou8_2
	siryou8_3
	9-1
	9-2,3
	siryou10
	seido_kaisei
	yosiki_1
	yosiki_2



